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「徴収事務提要の制定について」の一部改正について（事務運営指針） 

 

 

 

 標題のことについては、平成 25年４月１日付徴徴２－13ほか 16課共同「徴収事

務提要の制定について」（事務運営指針）の一部を下記のとおり改正したから、平成

27年４月１日以降はこれにより、適切に処理されたい。 

 なお、平成 27 年３月 31 日以前に申請された納税の猶予及び同日以前に決議した

換価の猶予については、従前の取扱いによることとする。 

 また、申請による換価の猶予については、平成 27年４月１日以後に納期限が到来

する国税について適用される。 

 

 

（趣旨） 

 平成 26年度の税制改正における猶予制度の見直しにより、国税通則法及び国税徴

収法等が改正されたことに伴い、納税の猶予等に関する様式を定めるものである。 

 

記 

 

別添「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。 

  

 

殿 
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改  正  後  改  正  前  

304000-005 猶予中の納税について 

 

【調理要領】 

１ （省略） 

２ 調理要領 

 ⑴ この帳票は、納税の猶予若しくは換価の猶予をしている事案、又は納付誓約による

分割納付を認めている事案を出力対象とする。 

なお、納税の猶予又は換価の猶予をしている事案について使用する場合には、標題

の下部の文言につき、「納付のない場合には、猶予を取り消した上、ただちに滞納処

分（財産の差押え、公売等）を行うこともあります。」のように、下線部分の文言を

手書きにより挿入した上で、納付のない場合には、猶予を取り消すこと、その根拠条

文、要件及びその取消しが要件に適合する理由を記載した書面を添付して送付する

（行手法第 35条第２項、第３項）。 

⑵ 宛先欄は、滞納者の住所（所在地）（連絡先が登録されている場合は、当該連絡先）

及び氏名（名称）を表示する。 

 ⑶～⑻ （省略）               

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304000-005 猶予中の納税について 

 

【調理要領】 

１ （同左） 

２ 調理要領 

 ⑴ この帳票は、猶予決議（納税の猶予許可（相互協議を含む。）、納税の猶予期間延長

許可、納税の猶予期間短縮、換価の猶予、換価の猶予期間延長、換価の猶予期間短縮、

徴収の猶予、納付誓約、納付受託）を行っている事案を出力対象とする。 

  

 

 

 

 

⑵ あて先欄は、滞納者の住所（所在地）（連絡先が登録されている場合は、当該連絡

先）及び氏名（名称）を表示する。 

⑶～⑻ （同左） 

 ⑼ 納付計画が数回にわたって不履行となっている場合には、猶予を継続することの可 

否について速やかに検討する。  
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改  正  後  改  正  前  

307010-001 猶予調査確認表 

 

【様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

307010-001 猶予調査確認表 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

  「猶予調査確認表」は、次に掲げる場合において、納税者から提出された猶予の申請

書又は「分割納付計画書」及びそれらの添付書類の記載内容の審査を行うときに使用す

る。 

① 納税者から納税の猶予若しくは換価の猶予の申請書又はそれらの猶予期間の延長

の申請書及びそれらの添付書類の提出を受けた場合 

② 職権による換価の猶予の適用の検討に当たり、税務署長の求めにより滞納者から

「分割納付計画書」及び添付書類の提出を受けた場合 

２ 調理要領 

⑴ 「平成 年 月 日」には、「猶予調査確認表」を作成した日を記載する。 

⑵ 「適用条項」欄は、該当するものに○を付ける。 

⑶ 「申請等年月日」欄は、上記１①の場合はその申請書及び添付書類が提出された日、

上記１②の場合は「分割納付計画書」及び添付書類が提出された日を記載する。 

⑷ 各「確認項目」につき「確認内容」欄に示す事項を確認し、その結果に基づき「適」

又は「否」のいずれかに○を付ける。 

⑸ 「否」に○を付けた「確認項目」については、その理由及び更に調査を要する事項

を「『否』の理由、要調査事項」欄に記載する。 

⑹ 次に掲げる場合は、納税者からの聞き取り又は帳簿書類等の検査による調査を行

う。 

イ 「確認内容」欄に示す事項の確認結果のいずれかが「否」の場合 

ロ 「確認内容」欄に示す事項の確認結果が全て「適」であっても、１年以内に完納

することが見込まれない場合 

⑺ 「『否』の理由、要調査事項」欄に記載した事項について、調査を行った年月日を

「調査年月日」欄に記載の上、その調査の結果に基づき「適」又は「否」のいずれか

に○を付ける。 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

  なお、調査の事績は、徴収システムの滞納整理事績に記録する。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-001-1 現在納付能力調査表 

 

【様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307010-001 現在納付能力調査表（その１） 

      現在納付能力調査表（その２） 

【様式】 
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改  正  後  改  正  前  
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改  正  後  改  正  前  

307010-001-1 現在納付能力調査表 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

 「現在納付能力調査表」は、次のいずれかに該当する場合において、調査日における

国税の納付可能額及び納付困難な額を判定するために作成する。 

① 通則法第 46条第２項若しくは第３項の規定による納税の猶予又は徴収法第 151条

の２第１項の規定による換価の猶予の申請があった場合において、納付を困難とする

金額がないことによりその申請を不許可とするとき又は猶予を受けようとする金額

よりも少ない猶予金額でその申請を一部許可とするとき 

② 徴収法第 151条第１項の規定による換価の猶予をする場合（滞納者から提出された

財産目録等により、現在納付能力調査が可能な場合を除く。） 

２ 調理要領 

（削除） 

 

⑴ 「調査年月日」欄 

 次の区分に応じて、それぞれに定める日を記載する。 

① 通則法第 46条第２項若しくは第３項の規定による納税の猶予又は徴収法第 151

条の２第 1項の規定による換価の猶予の申請があった場合 その申請に係る猶予期

間の始期の前日 

② 徴収法第 151条第１項の規定による換価の猶予をしようとする場合 署内資料の

確認、滞納者への聞き取り、滞納者の帳簿書類等の検査により調査を行った日 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

307010-001 現在納付能力調査表（その１） 

      現在納付能力調査表（その２） 

【調理要領】 

１ 目 的 

 「現在納付能力調査表」は、納税者から納税の猶予の申請等があった場合に、調査日

における国税の納付可能額及び納付困難な額を判定するために作成する。 

 

 

 

 

 

 

２ 調理要領 

⑴ この表の「（その２）・参考」は、つなぎ資金の計算又は見込納付能力調査の参考に

するため、必要に応じて作成する。 

⑵ 「調査日」欄は、原則として、臨場調査の日を記載する。ただし、納税の猶予の可

否を判定する場合に使用するときは、その申請に係る猶予期間の始期の前日を記載す

る。 

 

 

 

 

⑶ 「① 税額」欄は、調査日現在における納税の猶予の申請等に係る税額を記載する。 

⑷ 「② 現金」欄は、現金のほか、国税の納付に使用することのできる有価証券も含

めて記載する。 

⑸ 「③ 預貯金（引出し可能なもの）」欄は、直ちに引出し可能な預貯金の預け先金

融機関名、預貯金の種類及びその金額を記載する。 

   なお、当座借越契約がある場合には、その借越見込額を含めて記載する。 
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改  正  後  改  正  前  

 

 

 

 

⑵ 「１ 手持ち現金及び預貯金等の状況」欄 

イ 手持ち現金の額を記載する。 

ロ 預貯金等については、その預け先金融機関等の名称・支店名、預貯金の種類（普 

通、当座、定期、貯蓄等）及び金額を記載する。 

ハ 「備考」欄には、滞納者から提出された「財産目録」等に記載された内容と異な

る部分について、その内容を記載する。 

ニ 「①当座資金合計(イ)」欄には、「預貯金等の額」の合計額を記載する。 

  (注) 預貯金等のうち借入の担保になっているものについては、「２ その他の

財産の状況」欄の「その他財産」欄に記載する。 

⑶ 「２ その他の財産の状況」欄  

イ 国債・株式等の有価証券、不動産等、車両など、「１ 手持ち現金及び預貯金等

の状況」に記載した財産のほかに所有している財産を具体的に記載する。 

なお、「その他財産」欄は、敷金、保証金、保険契約等に係る解約返戻金等を記

載する。 

ロ 「担保等」欄は、記載された財産に担保権等が設定されている場合にチェック（☑）

する。 

ハ 「直ちに納税に充てられる金額」欄は、記載した財産のうち、現金化することが

容易であって、直ちに納税に充てられる財産の金額を記載し、その合計金額を「①

当座資金合計(ロ)」欄に記載する。 

ニ 「備考」欄には、納税者から提出された財産目録等に記載された内容と調査の結

果が異なる部分について、その内容を記載する。 

⑷ 「３ つなぎ資金の計算」欄 

  猶予通達 64《つなぎ資金》に留意しつつ、次により記載する。 

 イ 「計算期間」欄 

   (注) 拘束性の預貯金は、この欄に含めない。 

      なお、納税準備預金又は納税貯蓄組合預金で、近く納期限が到来する国税又

は地方税の納税のために引き当てておく必要があると認められる部分の金額

についても、拘束性の預貯金として取り扱うものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹ 「つなぎ資金の計算」欄の調理は、次による。 

   

イ つなぎ資金の計算期間の始期は調査日とし、その終期は、調査日後おおむね１か
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改  正  後  改  正  前  

つなぎ資金の計算期間の始期（調査日）を「自  年 月 日」欄に、計算期間

の終期を「至  年 月 日」欄に記載する。 

なお、調査日からおおむね１月以内において資金繰りが最も窮屈になると見込ま

れる日が明らかである場合は、その日を計算期間の終期として差し支えない。 

  ロ 「総支出見込金額」欄 

        納税者が法人である場合は次の(ｲ)の金額を、個人である場合は次の(ｲ)及び(ﾛ)

の金額を記載する。 

    なお、「計（Ａ）」欄には、「総支出見込金額」欄の見込金額の合計を記載する。 

   (ｲ) 事業に係る支出 

計算期間における納税者の事業の継続のために必要不可欠な支出に係る支出

見込額を記載する。 

なお、計算期間後のために資金手当てをしておかなければ、事業を継続するこ

とができなくなると認められる場合等においては、必要最小限度の範囲内の所要

資金を算定して記載する。      

(注) 納税者が給与所得者、年金所得者などであって、事業を行っていない場合

は、記載しない。 

(ﾛ) 生活費（納税者が個人の場合のみ） 

猶予通達 64⑵《生活維持のために通常必要とされる費用の額》により記載する。 

  ハ 「つなぎ資金の説明」欄 

「総支出見込金額」欄に、つなぎ資金の計算期間後のために留保すべきものを記

載した場合には、その留保すべき理由を記載する。 

  ニ 「総収入見込金額」欄 

    計算期間における事業収入、給与収入、その他の収入に係る金額を記載する。 

    なお、「計（Ｂ）」欄には「総収入見込金額」欄の見込金額の合計を記載する。 

  ホ 「②差引つなぎ資金（(Ａ)－(Ｂ)）」欄 

総支出見込金額の計(Ａ)欄の金額から総収入見込金額の計(Ｂ)の金額を差し引 

いた金額を記載する。 

    なお、当該金額が０に満たない場合は、「０円」と記載する。 

月以内において資金の最も窮屈になると見込まれる日とする。 

   

 

 

ロ 「総支出見込金額」欄及び「総収入見込金額」欄は、つなぎ資金の計算期間内に

おける支出見込金額及び収入見込金額について日を追って記載する。 

    なお、便宜、つなぎ資金計算期間内における収支見込を勘定科目別に記載するこ

ととしても差し支えない。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ つなぎ資金計算の基礎とした期間後のために保留すべき資金が必要と認められ

る場合には、「総収入見込金額」欄にその旨を付記して記載する。 
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改  正  後  改  正  前  

  ヘ 「備考」欄 

「備考」欄には、生活費の計算過程のほか、納税者から提出された「財産目録」 

等に記載された内容と調査の結果が異なる部分について、その内容を記載する。 

 ⑸ 「４ 現在納付可能金額」欄 

  イ 「①当座資金額合計（（イ）＋（ロ））」欄 

    「１ 手持ち現金及び預貯金等の状況」欄の「①当座資金合計(イ)」欄の金額と

「２ その他の財産の状況」欄の「①当座資金合計(ロ)」の金額の合計額を記載す

る。 

  ロ 「②差引つなぎ資金」欄 

    「２ つなぎ資金の計算」欄の「②差引つなぎ資金（Ａ－Ｂ）」欄の金額を記載 

する。 

  ハ 「③現在納付可能金額（①－②）」欄 

    「①当座資金額合計（（イ）＋（ロ））」欄の金額から「②差引つなぎ資金」欄の金

額を控除した金額を記載する。 

（削除） 

 

 

 （削除） 

 

 

 

 （削除） 

 

 

 

 （削除） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑺ 「預貯金（引出し不可能なもの）」欄は、預貯金のうち「当座資金の計算」欄に記

載しなかったものについて、預け先金融機関名、預貯金の種類、金額、満期日及び担

保に供されているかどうか等を記載する。 

⑻ 「借入金」欄は、借入可能なものについては、相手方、借入れの予定時期、提供見

込みの担保、その他参考事項及び金額を記載し、借入中のものについては、相手方、

担保の状況、借入残高、返済方法（一括弁済、分割弁済等）及び弁済期（分割弁済の

ときは最終弁済期）等を記載する。 

⑼ 「手形割引」欄は、取引金融機関別の手形割引のわく、現在割引額及び割引可能額

を調査して記載する。 

   なお、納税者の手持ちの手形等については、以後の参考とするため「受取手形保有

高」欄に記載する。 

⑽ 「その他」欄は、事業の維持上必要と認められない株式、公社債その他の有価証券

等で直ちに換価可能なもの、又は支払期日がすでに到来している受取手形、売掛債権、

貸付金（特に支払能力のある役員、その家族及び得意先に対するもの）等で支払請求
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改  正  後  改  正  前  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

をすれば直ちに入金可能なものを記載する。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-001-2 見込納付能力調査表（略式調査用） 

 

【様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 "”| | 

見込納付能力調査表（略式調査用）

|璽mnRI平成 年 月 『l

|位(E: I~ t 
l哀薗1年11における各IIごとの収入及び支出の状況

年 II (l)絶 U入 金鬱 ②捻-'-出金霞 G差額(<D―②) 纏 号

事鼠 亀・ 9l 円 円 F 

9J •,l l'I " ＂ ...， 9l F 円 F 

“年 99

＂ " ＂ 
叫・. " Fl 円 FI 

9絋● 9l Fl 円 Fl 

...阜 9l Fl 円 Fl 

9孤号、l n " Fl 

9.. ．9l Fl 円 Fl 

9嶺` 9 99 
r, Iり

＂ 
臼 •,l 円 円 円

,..亀" Fl 円 Fl 

2 今積の平均的な収入及び支tt:1の見込金瓢（月額）

区 分 ll込金11[ 区 分 見込金菖l

Pi 円

IY 円

収 F] 支 円

FJ 円

I’I l'I 

人 円 出 円

＂ 
円

El 円

収入合計 (A) 円支出合 It (B)  円

月マt9 笥 f t 可隧見込• n ((A)-( ll)) 

9憧そ9
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改  正  後  改  正  前  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 生括賣の計算

U) 家族の状況

萩柑i 氏 名年齢職 菱 収 人 編 与

n 

IG 

II 

＂ Fi 
(2) 生店費の計•

9● 

＂ 
合 額 生 沿 費 の 餃 疇

f'l 

円

円

円

円

,., 
円

円

生石贄の介 It 円

4 等戴変鵬等に11'う墳誡顧

年 月 金 顧 伯 衿

平成 年 月 I’l 

ギ成 年 月 円

平成 年

＂ 
Pl 

平成 年

＂ 
Pl 

平成 年 月 円

平成 年 月 円

平成 年

＂ 
Fl 

,,,成 年 H I’I 

平成 年 n 円

平成 年 月 Fl 

平成 年 月 Fl 

平成 年 月 円
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改  正  後  改  正  前  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5今後1年以内における庫闘的な収人及び支出見込額

内訳 内吝 年 fl 金額

平成 年
＂ 

Fl 

臨
平成 年 JI 円

片

n 
平成 年

＂ 
円

入

,,,成 ". 月 円

ヤ成
＂ 

月 円

臨
平成 町 月 円9与

支
平成 年 月 円

出

平成 年
＂ 

円

1纏写I

6 今後 1 年以内に納f•tすぺきことが見込まれる国税及び地方税等

年 月 佼 [i 金 割 年 月 伐 日 金 額

平成年月 FI平成年月 l'I 

平成 99 月 円平成年 月 円

ヤ成年月 円 W’成年月 円

平成年月 円平成年 月 円

I緬写I

7納付予定年HB＆び納付予定禦

納付予定年9l[］ <ll可月鮒平見だJ込納麟付 〇手簡変動等 o...9がJAltl金順 ④囚良亭納＂戴 ((I)心＋②I・1＋93.. -瓢④） 
に伴う増誡蒙

平成 年 月 u 円
＂ ＂ 

円 円

平成 年
＂ " 円 円

＂ 
円 円

平成 年 月 ＂ ＂ 
門 Fl 円 円

・杓成 'f 月 n 
＂ 

I'! n 円
＂ 

平成 年 月 日 " Fl 
＂ 

円 Fl 

平成 年 JI n 
＂ 

門
＂ 

円 Fl 

平成 年 JI 
＂ 

PI " l'I Iり ’" 

平成 年 H t1 PI 
＂ 

FI Iq 
＂ 

V’成 年 月 H 
,,, 

" I’’ 
,., Pl 

平成 年・ II t1 ,,, In l'I I’I l'I 

平成 年 月 u " 門
＂ 

円 Fl 

平成 年 ， u H H 
＂ 

円 円
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改  正  後  改  正  前  

307010-001-2 見込納付能力調査表（略式調査用） 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

  「見込納付能力調査表（略式調査用）」は、次のいずれかに該当する場合において、猶

予期間、分割納付期限及び分割納付金額を判定するために作成する。 

 ① 通則法第 46 条第２項若しくは第３項の規定による納税の猶予又は徴収法第 151 条

の２第１項の規定による換価の猶予の申請があった場合において、猶予を受けようと

する期間よりも短い猶予期間でその申請を許可するとき、又は申請書に記載された納

付計画と異なる分割納付計画でその申請を許可するとき 

 ② 徴収法第 151条第１項の規定による換価の猶予をする場合（滞納者から提出された

収支の明細書等により見込納付能力調査が可能な場合を除く。） 

２ 調理要領 

 ⑴ 「調査年月日」欄 

   次の区分に応じて、それぞれに定める日を記載する。 

① 通則法第 46 条第２項若しくは第３項の規定による納税の猶予の申請又は徴収法

第 151条の２第１項の規定による換価の猶予の申請があった場合 その申請に係る

猶予期間の始期の前日 

② 徴収法第 151条第１項の規定による換価の猶予をしようとする場合 署内資料の

確認、滞納者への聞き取り、滞納者の帳簿書類等の検査により調査を行った日 

⑵ 「１ 直前１年間における各月ごとの収入及び支出の状況」 

   作成日の直前１年間における各月ごとの「①総収入金額」、「②総支出金額」及び「③

差額（①－②）」を記載する。 

なお、臨時的な収入又は支出があった月については、「備考」欄にその理由を記載

する。 

⑶ 「２ 今後の平均的な収入及び支出の見込金額（月額）」欄 

今後における平均的な収入及び支出の見込金額（月額）を記載する。 

  イ 「収入」欄は、売上収入その他経常収入等を記載する。 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

  ロ 「支出」欄は、次により記載する。 

   (ｲ) 事業に係る支出 

      仕入、給与、役員給与（人件費）、賃借料、諸経費、借入返済その他の支出の

内容を記載する。 

     なお、これらの支出は、事業の継続のため、真に必要と認められるものに限ら

れる。 

   (ﾛ) 生活費（納税者が個人の場合のみ） 

猶予通達 64⑵《生活の維持のために通常必要とされる費用の額》により記載す

る。 

     なお、納税者の事業等による収入などの状況を踏まえ、計算期間を超える期間

のために資金手当てをする必要がある場合には、必要最低限の所要資金を算出し

て「５ 今後１年以内における臨時的な収入及び支出見込額」の「臨時支出」欄

に記載する。 

ハ 「月平均納付可能見込額（(Ａ)－(Ｂ)）」欄 

「収入合計(Ａ)」欄の金額から「支出合計(Ｂ)」欄の金額を控除した金額を記載 

する。 

ニ 「備考」欄  

「備考」欄には、納税者から提出された「収支の明細書」等に記載された内容と 

調査の結果が異なる部分について、その内容を記載する。 

 ⑷ 「３ 生活費の計算」欄 

  イ 「⑴ 家族の状況」欄 

    生計を一にする配偶者その他の親族について記載するものとし、続柄、氏名、年

齢、収入金額（専従者給与を含む。）を記載する。 

「備考」欄には、納税者と生計を一にする配偶者その他の親族について、基準額 

に加算又は減算すべき事情がある場合は、その内容を記載する。 

   ロ 「⑵ 生活費の計算」欄 

   (ｲ) 「生活費の説明」欄 

     基準額の計算過程や実績額の積算の内訳を記載する。 
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改  正  後  改  正  前  

   (ﾛ) 「項目」欄及び「金額」欄 

     基準額及び基準額に加算又は減算すべき項目若しくは実績額の積算の内訳を

「項目」欄に、その金額を「金額」欄に記載する。 

   (ﾊ) 「生活費の合計」欄 

     合計金額を記載し、「２ 今後の平均的な収入及び支出の見込金額（月額）」欄

の「支出」欄に転記する。 

 ⑸ 「４ 季節変動等に伴う増減額」欄 

   「１ 直前１年間における各月ごとの収入及び支出の状況」欄を基に、猶予期間に

おける季節変動等に伴う「月平均納付可能見込額」からの増減額を記載し、「備考」

欄にその理由を記載する。 

   なお、減額する場合には、金額の前に「▲」を記載する。 

 ⑹ 「５ 今後１年以内における臨時的な収入及び支出見込額」欄 

   今後おおむね１年以内における臨時的な収入及び支出について記載する。 

   「備考」欄には、納税者から提出された「収支の明細書」等に記載された内容と調 

査の結果が異なる部分について、その内容を記載する。 

  イ 「臨時収入」欄 

    例えば、譲渡所得若しくは山林所得等の臨時収入、不要不急資産の売却による収

入、借入金、貸付金の回収による受入れ又は役員からの私財提供等が見込まれる金

額を記載する。この場合、不要不急資産の売却、借入金又は役員若しくは親族等か

らの贈与等が見込まれるときには、納税者の実情に即してその実現可能性を検討す

る。 

  ロ 「臨時支出」欄 

    例えば、災害の復旧費、盗難等のための代替品の購入費、医療費等のうちやむを

得ない支出、事業維持のためのやむを得ない新型機械の買入れのための支出、従業

員確保のためのやむを得ない福利厚生費の支出又は事業維持のためのやむを得な

い債務の弁済等が見込まれる金額を記載する。 

 ⑺ 「６ 今後１年以内に納付すべきことが見込まれる国税及び地方税等」欄 

   今後１年以内に納付すべきことが見込まれる国税、地方税、社会保険料等について、
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改  正  後  改  正  前  

年月、税目及び金額を記載する。 

「備考」欄には、納税者から提出された「収支の明細書」等に記載された内容と調

査の結果が異なる部分について、その内容を記載する。 

 ⑻ 「７ 納付予定年月日及び納付予定額」欄 

  イ 「納付予定年月日」欄 

    毎月の納付予定年月日を記載する。 

  ロ 「①月平均納付可能見込金額」欄 

    「２ 今後の平均的な収入及び支出の見込金額（月額）」欄の「月平均納付可能

見込額（(Ａ)－(Ｂ)）」欄に記載した金額を記載する。 

  ハ 「②季節変動等に伴う増減額」欄 

    「４ 季節変動等に伴う増減額」欄に記載した金額を記載する。 

    なお、減額する場合には、金額の前に「▲」を記載する。 

  ニ 「③臨時的入出金額」欄 

    「５ 今後１年以内における臨時的な収入及び支出見込額」欄に記載した金額を

転記する。 

    なお、支出金額が収入金額を超える場合には、金額の前に「▲」を記載する。 

  ホ 「④国税等納付額」欄 

    「６ 今後１年以内に納付すべきことが見込まれる国税及び地方税等」欄に記載

した金額を転記する。 

  ヘ 「⑤納付予定額（①＋②＋③－④）」欄 

    「①月平均納付可能見込額」から「②季節変動等に伴う増減額」欄、「③臨時的

入出金額」欄及び「④国税等納付額」欄の金額を加算又は減算した金額を記載する。 
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 【
様
式
】
 

                         

見込納付佳力調査衣（前年又は前翔の所得を基とする鵡査用 • その 2)

区分 -~~~~— 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

納 ⑪支 払 可祀 貸金

付＠生 活 費

可⑬臨時 収入

⑭臨時支出

（紀 ⑮差 ;；l 

資 （⑪一⑫十⑳一⑭）

金 ⑳ 不足資金引当金

⑰国 税

Q) R地 方 税

計⑳納付 n1祀貨金

(@ —( —@ —() 
耳

⑳ 納 付予定額

生
家 族 構 成 基堕薗豆正迭によゑ墨令 翠且堕豆正法によゑ混合

名 前 年齢 続柄 生活E米布額の計算及び税明 生活費の項目 令顎 その他参膏事項

|舌

費

の

計

算

見込納 1寸拒力調査表（前年又は前聞の所得を基とする調査月卜 その2)

区分 ___  
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

脊 〇 支 払 可能 資 金

付 R 生 計 費

可 ②臨 時収入

② 臨 時支出

祀 〇差 引

資 “D-0 +R -0 ) 

金 c 不足資金引当金

o g 税

の R地 方 悦

計⑰納付 可能 貸 金

(O -c-0-R ) 
互

⑤ 納付干定額

生
家 族 講 成 生計 費 の計算の詑明

名 前 年齢 続柄
必要生活費 鵡整額 ..!±.. 

|汁

費

f/) 

計

算
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改  正  後  改  正  前  

307010-002 見込納付能力調査表（前年又は前期の所得を基とする調査用）（その１） 

 見込納付能力調査表（前年又は前期の所得を基とする調査用）（その２） 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

「見込納付能力調査表（前年又は前期の所得を基とする調査用）」は、納付すべき税

額が一定金額（おおむね 500万円）を超える場合であって、その事業規模、財産及び収

支の状況、完納までに要する期間等を踏まえ、合理的かつ妥当な分割納付金額の正確な

算定のためにより詳細な調査が必要と認められる納税者について、帳簿等が概して不備

の場合に、最近の所得金額を基として各月の納付可能資金額を計算するために作成す

る。 

２ 調理要領 

⑴ 「調査日」欄は、次の区分に応じて、それぞれに定める日を記載する。 

① 通則法第 46条第２項若しくは第３項の規定による納税の猶予又は徴収法第 151

条の２第１項による換価の猶予の申請があった場合 その申請に係る猶予期間の

始期の前日 

② 徴収法第 151条第１項の規定による換価の猶予をしようとする場合 署内資料の

確認、滞納者への聞き取り、滞納者の帳簿書類等の検査により調査を行った日 

⑵ 「調査期間」欄は、原則として、納税の猶予又は換価の猶予の申請等に係る猶予期

間を記載するものとするが、調査の便宜上、下記⑷の所得金額の計算期間に対応する

調査日を含む所得計算期間を記載して差し支えない。 

⑶ 「② 申請等に係る所得金額」欄は、調査日の直前の年分（法人については事業年

度とする。）の所得金額を記載し、その所得金額の次に掲げる税務調査上の区分によ

り、該当するものに○印を付す。 

   なお、所得金額の調査が未了である場合において、過去の申告状況等からその所得

金額により難いと認められるとき、又は決算未了等のため所得金額が不明のときは、

その前の年分の所得金額を記載して差し支えない。 

  イ～へ （省略） 

307010-002 見込納付能力調査表（前年又は前期の所得を基とする調査用）（その１） 

 見込納付能力調査表（前年又は前期の所得を基とする調査用）（その２） 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

 「見込納付能力調査表（前年又は前期の所得を基とする調査用）」は、帳簿等が概

して不備の場合に、最近の所得金額を基として各月の納付可能資金額を計算するために

作成する。 

 

 

 

２ 調理要領 

⑴ 「調査日」欄は、原則として、臨場調査の日を記載する。ただし、納税の猶予の申

請があった場合には、その申請に係る猶予期間の始期の前日を記載する。 

 

 

 

 

⑵ 「調査期間」欄は、原則として、納税の猶予の申請等に係る猶予期間を記載するも

のとするが、調査の便宜上、下記⑷の所得金額の計算期間に対応する調査日を含む所

得計算期間を記載して差し支えない。 

⑶ 「② 申告等に係る所得金額」欄は、調査日の直前の年分（法人については事業年

度とする。）の所得金額を記載し、その所得金額の次に掲げる税務調査上の区分によ

り、該当するものに○印を付す。 

   なお、所得金額の調査が未了である場合で、過去の申告状況等からその所得金額に

より難いと認められるとき、又は決算未了等のため所得金額が不明のときには、その

前の年分の所得金額を記載して差し支えない。 

  イ～へ （同左） 
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改  正  後  改  正  前  

  （注） 記載する所得金額は、非課税所得及び免税所得を含み、個人の場合は、純損

失及び雑損失の繰越控除、基礎控除並びに扶養控除等を控除する前の金額であ

り、法人の場合は、損金に算入されている繰越欠損金等を損金算入しないこと

として計算した金額とする。 

⑷ 「③ ②のうち臨時的な収益の金額」欄は、個人の場合には、退職所得、譲渡所得、

一時所得又は雑所得を記載し、法人の場合には、私財提供益又は債務免除益等を記載

する。 

⑸ 「④ ③のうち臨時的な費用の金額」欄は、個人の場合には、必要経費に算入した

資産損失（所得税法第 51条）等を記載し、法人の場合には災害損失金等を記載する。 

   また、経常的な費用のうち費用として認めることが適当でないもの（猶予通達 67

《支出見込金額等の調整》参照）がある場合には、その金額もこの欄に記載する。 

 

⑹ 「⑥ 所得金額の調整」欄は、減価償却費、貸倒引当損その他各種引当損等、税法

上損金又は必要経費に算入されているもののうち資金計算上は資金の支出を伴わな

いもの、及び評価益、各種引当金の繰戻し益等、税法上収益に算入されているものの

うち資金計算上は資金の収入を伴わないものを記載する。この場合において、減価償

却費等の資金の支出を伴わない損金又は必要経費の額は所得金額に加算し、評価益等

の資金の収入を伴わない収益の額は所得金額から減算する。 

   また、所得の計算上、損金又は必要経費に算入される事業税、固定資産税等の国税

又は地方税について、それぞれ「㉗ 国税」欄又は「㉘ 地方税」欄に計上するもの

については、この欄において所得金額に加算する。 

  （注） 帳簿等が不備のため、このような金額の把握が困難な場合には、特に支障の

ない限り調整のための調査を省略して差し支えない。 

⑺ 「⑬ 増減率」欄は、調査日前の一定期間（可能な限り長期間とする。）における

販売額又は所得金額等と、②の所得金額の計算期間におけるこれに対応する期間の販

売額又は所得金額等を対比して求めた調査期間中の増減率に所要の調整を加えたも

のを記載する。この場合において、帳簿等からの計算が困難であるときは、納税者か

らの聞き取り等によりおおむね妥当と認められる増減率を記載する。 

  （注） 記載する所得金額は、非課税所得及び免税所得を含み、個人の場合は、純損

失及び雑損失の繰越控除、基礎控除並びに扶養控除等の諸控除をする前の金額

であり、法人の場合は、損金に算入されている繰越欠損金等を損金算入しない

こととして計算した金額とする。 

⑷ 「③ ②のうち臨時的な収益の金額」欄は、個人の場合には、退職所得、譲渡所得、

一時所得又は雑所得を、法人の場合には、私財提供益又は債務免除益等を記載する。 

 

⑸ 「④ ②のうち臨時的な費用の金額」欄は、個人の場合には、必要経費に算入した

資産損失（所得税法第 51条）等を、法人の場合には災害損失金等を記載する。 

   また、経常的な費用のうち費用として認めることが適当でないもの（猶予通達第７

章第３節１⑵《支出見込金額等の調整》参照）がある場合には、その金額もこの欄に

記載する。 

⑹ 「⑥ 所得金額の調整」欄は、原価償却費、貸倒引当損その他各種引当損等、税法

上損金又は必要経費に算入されているもののうち資金計算上は資金の支出を伴わな

いもの及び評価益、各種引当金の繰戻し益等、税法上収益に算入されているもののう

ち資金計算上は資金の収入を伴わないものを記載する。この場合において、原価償却

費等資金の支出を伴わない損金又は必要経費の額は所得金額に加算し、評価益等資金

の収入を伴わない収益の額は所得金額から減算する。 

   また、所得計算上損金又は必要経費に算入される地価税、事業税、固定資産税等の

国税又は地方税について、それぞれ「㉗ 国税」欄又は「㉘ 地方税」欄に計上する

とは、この欄において所得金額に加算する。 

  （注） 帳簿等が不備のためこのような金額の把握が困難な場合には、特に弊害のな

い限り調整のための調査を省略して差し支えない。 

⑺ 「⑬ 増減率」欄は、調査日前の一定期間（できるだけ長期間がよい。）における

販売額又は所得金額等と、②の所得金額の計算期間におけるこれに対応する期間の販

売額又は所得金額等を対比して求めた調査期間中の増減率に、所要の調整を加えたも

のを記載する。この場合において、帳簿等からの計算が困難であるときは、納税者か

らの聞き取り等によりおおむね妥当と認められる増減率を記載する。 
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改  正  後  改  正  前  

   なお、「増減率の説明」欄に、上記の増減率の算出根拠を記載する。 

  （注） （省略） 

⑻ 「⑮ 調査期間中の売掛債権の増減」、「⑯ 調査期間中の買掛債務の増減」欄及び

「⑰ 調査期間中の棚卸資産の増減」欄は、調査期間の期首と期末における売掛債権、

買掛債務及び棚卸資産の増減差額をそれぞれ記載する。この場合の期末の額について

は、特に支障のない限り、次のように回転率等から残高見込みを計算して差し支えな

い。 

   なお、調査期間の期首と期末の額の間に大差がないと認められる場合には、これら

の欄の記載を省略して差し支えない。 

   おって、必要に応じて、前受金、前渡金、前払費用又は未払費用等についても調査

し、同様の計算を行うものとする。 

  イ～ハ （省略） 

⑼ 「⑱ 差引支払可能資金」欄の算出に際しては、次に掲げるところによる。 

  イ・ロ （省略） 

⑽ 季節的に販売高等の変動が著しい業種については、季節別（月別）の資金繰りの状

況に応じて確実に納付することができる納付計画を立てるため、業種の特徴、売上及

び仕入の季節的なすう勢を参考として、次により月別の支払可能資金を算出して「⑳ 

季節的に販売高等の変動の著しい場合の月別支払可能資金の計算」欄に記載する。 

 

月平均支払可能資金× 

 

  （注）１ （省略） 

     ２ 各月の指数をどのように定めるかによって納付計画が大きく左右され、ひ

いては不履行の原因ともなるので、過去の資金状況等を参考としてその正確

性を図るほか、特に支障のない限り納税者の申出に近い指数により支払可能

資金額を求めて、確実に履行させることを考慮する。 

       なお、現金取引又は月末に現金決済を行う業態等以外の業態にあっては、

販売等とそれに伴う資金の取得には時間的に相当のずれが生じるから、各月

   なお、「増減率の説明」欄に、上記の増減率の算出根拠を記載する。 

  （注） （同左） 

⑻ 「⑮ 調査期間中の売掛債権の増減」、「⑯ 調査期間中の買掛債務の増減」及び「⑰ 

調査期間中の棚卸資産の増減」欄は、調査期間の期首と期末における売掛債権、買掛

債務及び棚卸資産の増減差額をそれぞれ記載する。この場合の期末の額については、

特に弊害のない限り、次のように回転率等から残高見込みの計算をして差し支えな

い。 

   なお、調査期間期首の額と期末の額との間に大差がないと認められる場合には、こ

れらの欄の記載を省略して差し支えない。 

   おって、必要に応じて、前受金、前渡金、前払費用又は未払費用等についても調査

し、同様の計算を行うものとする。 

  イ～ハ （同左）  

⑼ 「⑱ 差引支払可能資金」欄の算出し際しては、次に掲げるところによる。 

  イ・ロ （同左） 

⑽ 季節的に販売高等の変動が著しい業種については、季節別（月別）の資金繰りの状

況に応じて履行しやすい納付計画を立てるため、業種の特徴、売上及び仕入の季節的

なすう勢を参考として、次により月別の支払可能資金を算出して「⑳ 季節的に販売

高等の～支払可能資金の計算」欄に記載する。 

 

月平均支払可能資金× 

 

  （注）１ （同左） 

     ２ 各月の指数をどのように定めるかによって納付計画が大きく左右され、ひ

いては不履行の原因ともなるので、過去の資金状況等を参考としてその正確

性を図るほか、特に弊害のない限り納税者の申出に近い指数により支払可能

資金額を求めて、確実に履行させることを考慮する。 

       なお、現金取引又は月末現金決済を行う業態等以外の業態にあっては、販

売等とそれに伴う資金の取得には時間的に相当のずれが生じるから、各月の

その月の指数 

月平均指数 

その月の指数 

月平均指数 
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改  正  後  改  正  前  

の指数の算定に当たっては十分に注意する。 

     ３ （省略） 

⑾ 「㉑ 支払可能資金」欄は、「⑲ 月平均支払可能資金」欄又は「⑳ 季節的に販売

高等の変動の著しい場合の月別支払可能資金の計算」欄に記載した金額を記載する。 

⑿ 「㉒ 生活費」欄は、猶予通達 64⑵《生活の維持のために通常必要とされる費用の

額》により記載する。 

なお、納税者の事業等による収入などの状況を踏まえ、計算期間を超える期間のた

めに資金手当てをする必要がある場合には、必要最低限度の所要資金を算出して「㉔ 

臨時支出」欄に記載する。 

 

 

⒀ 「㉓ 臨時収入」欄は、例えば、譲渡所得若しくは山林所得等の臨時収入、不要不

急資産の売却による収入、借入金、貸付金の回収による受入れ又は役員からの私財提

供等が見込まれる金額を記載する。この場合、不要不急資産の売却、借入金又は役員

若しくは親族等からの贈与等が見込まれるときには、納税者の実情に即しその実現可

能性について検討する。 

なお、これらの明細は、「指数の説明及びその他参考事項」欄又は適宜の別紙に記

載する（以下、㉔欄及び㉖欄から㉘欄についても同様とする。）。 

⒁ （省略） 

⒂ 「㉖ 不足資金引当金」欄は、「㉕ 差引」欄の金額が月によって赤字となり、そ

の赤字金額が相当大きいことにより不足資金を補てんするための引当金を考慮する

必要がある場合において、その引き当てすべき金額を記載する。この引当金は、その

赤字の月の直前の月の「㉕ 差引」欄の金額から引き当て、なお不足するときは、順

次その前の月に遡って引き当てることとする（現在納付能力調査で一定のつなぎ資金

を控除することによりその金額が保留されている場合であっても、事業運営のための

資金繰りを考慮し、その金額は引き続き保留し、不足資金は上記により引き当てるこ

ととして取り扱う。）。 

なお、ある月の「㉕ 差引」欄の金額が赤字となる場合には、その月の前後の収支

指数の算定に当たっては十分に注意する。 

     ３ （同左） 

⑾ 「㉑ 支払可能資金」欄は、「⑲ 月平均支払可能資金」欄又は「⑳ 季節的に販売

高等の～支払可能資金の計算」欄に記載した金額を記載する。 

⑿ 「㉒ 生計費」欄は、納税者及び納税者と生計を一にする者の数並びに一般的生計

費の額等を参考に、妥当と認められる金額を「生計費の計算」欄で算出の上記載する。

この場合、納税者又は納税者と生計を一にする者の中に、老年者、身体障害者、長期

間の病人、勉学のため下宿又は寮にいる学生等があって、通常以上の生計費等が必要

と認められる場合には、これを考慮して調整する。 

また、冠婚葬祭等のため、あらかじめその支出について積み立てている場合におい

ては、妥当と認められる範囲で生計費に含めて差し支えない。 

⒀ 「㉓ 臨時収入」欄は、例えば、譲渡所得若しくは山林所得等の臨時収入、不要不

急資産の売却による収入、借入金、貸付金の回収による受入れ又は役員からの私財提

供等が見込まれる金額を記載する。この場合、不要不急資産の売却、借入金又は役員

若しくは親族等からの贈与等が見込まれるときには、納税者とその実現可能性につい

て十分協議する。 

なお、これらの明細は、「指数の説明及びその他参考事項」欄又は適宜の別紙に記

載する（以下、㉔欄及び㉖欄から㉘欄についても同様とする。）。 

⒁ （同左） 

⒂ 「㉖ 不足資金引当金」欄は、「㉕ 差引」欄の金額が月によって赤字となり、そ

の赤字金額が相当大きく不足資金を補てんするための引当金を考慮する必要がある

場合において、その引き当てすべき金額を記載する。この引当金は、その赤字の月の

直前の月の「㉕ 差引」欄の金額から引き当て、なお不足するときは、順次その前の

月にさかのぼって引き当てることとする（現在納付能力調査で一定のつなぎ資金を控

除することによりその金額が保留されているが、事業運営のための資金繰りを考慮し

て今後もこれは計算外として保留を続け、不足資金は上記により引き当てることとし

て取り扱う。）。 

なお、ある月の「㉕ 差引」欄の金額が赤字となる場合には、その月の前後の収支
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改  正  後  改  正  前  

見込みを再検討して、借入金その他での調整の可能性の有無を納税者に確認し、また、

それらの調整を行ってもなお引当金が必要な場合において、この納付計画の最初の月

まで遡って引き当てても不足するとき（猶予通達 64の注書きにより保留した資金が

ある場合には、その資金を引き当ててもなお不足するとき）には、そこで計算を打ち

切ることとする（すなわち、赤字を生ずる月の翌月以降の納付能力に影響を及ぼさな

いこととし、特にその打切り額が大きい場合には、収支見込み自体に無理があること

から、再検討の上、所要の調整を行う。）。 

 

⒃ （省略） 

⒄ 「㉘ 地方税」欄は、原則として、将来発生見込みの地方税について記載するが、

滞納中の地方税で納付計画の定まっているものも含めて記載して差し支えない（⑹の

また書き参照）。 

   なお、その税額を正確に把握するため、可能な限り納税通知書等によって確認する

か又は納税者からの聞き取りによって調査する。 

⒅ 「㉚ 納付予定額」欄は、納税者から提出された添付書類等と「㉙ 納付可能資金」

欄の金額を基に納税者の実情に即して、おおむね「㉙ 納付可能資金」欄の金額に近

い額で具体的な納付可能金額を定め、その額を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見込みを再検討して、借入金その他での調整の可能性の有無を納税者と協議し、また、

それらの調整を行ってもなお引当金が必要な場合において、この納付計画の最初の月

までさかのぼって引き当てても不足するとき（納税の猶予等取扱要領の第７章第２節

２のなお書きにより保留した資金がある場合には、その資金を引き当ててもなお不足

するとき）には、納税者の了承を受けて、そこで計算を打ち切ることとする（すなわ

ち、赤字を生ずる月の翌月以降の納付能力に影響を及ぼさないこととし、特にその打

切り額が大きい場合には、収支見込み自体が無理であるから、再検討の上所要の調整

を行う。）。 

⒃ （同左） 

⒄ 「㉘ 地方税」欄は、原則として、将来発生見込みの地方税について記載するが、

滞納中の地方税で納付計画の定まっているものも含めて記載して差し支えない（⑹の

また書き参照）。 

   なお、その税額を正確に把握するため、できるだけ納税通知書等によって確認する

か又は納税者からの聞き取りによって調査する。 

⒅ ㉚ 納付予定額」欄は、納税者から提出された納付計画等と「㉙ 納付可能資金」

欄の金額を基として納税者と協議した上、おおむね「㉙ 納付可能資金」欄の金額に

近い額で具体的納付可能金額を定め、その額を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 25 - 

改
 
 
正
 
 
後
 
 

改
 
 
正
 
 
前
 
 

 
30
70
10

-0
03 

見
込
納
付
能
力
調
査
表
（
最
近
の
販
売
実
績
等
を
基
と
す
る
調
査
用
）
（
そ
の
２
）
 

 【
様
式
】
 

 

                         

 
30
70
10

-0
03 

見
込
納
付
能
力
調
査
表
（
最
近
の
販
売
実
績
等
を
基
と
す
る
調
査
用
）
（
そ
の
２
）
 

 【
様
式
】
 

 

                         

見込納 付能力調査表（最近の販売実績平を基とする調査 JII • その 2)
区分 ______ 

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

納⑬支払可能資金

付⑪生 活 費

可⑮臨時収入

⑯臨時支出

能
⑰匹 うl

資 （⑬一⑭十⑮一⑯）

金 ⑱ 不足資金引当金

⑲ h 税

/T)⑳ 地 方 税

計⑪訥 f寸 可 能資金
((—(—(—( I 

互
＠納 （寸 予定額

生
家 族 情 成 基準顎豆定法による場合 実紹額宜こ法によるヨ介

名 煎 年齢 続 柄 牛活費某準額の計策及び説明 生活費の項目 合顎 その他参葦，，，項

90 

費

の

91 

算

見込納付能力調査表（綬近の販売実績等を基とする潤査用 • その 2 )

区分 ----—• H 月 月 月 月 月 月 月 月 月 )1 月 )1 

納 ⑬支払可能賓金

付⑭生 計 費

可⑮臨時収入

⑯臨時支 tlI
能
⑰差 弓I

沃 （⑬一⑭十⑮一⑯）

金⑱ 不足資金 ~I 当金

⑬国 悦

の⑳地 方 悦

計。 納 付 可 能 資 金
(( —(—(—() 

算
〇 粕付予定額

生
家 族 情 成 生計費の計算の税明

必要生活贄 調整額 計
名 前 年齢 続 柄

計

費

の

計

算
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改  正  後  改  正  前  

307010-003 見込納付能力調査表（最近の販売実績等を基とする調査用）（その１） 

 見込納付能力調査表（最近の販売実績等を基とする調査用）（その２） 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

「見込納付能力調査表（最近の販売実績等を基とする調査用）」は、納付すべき税額

が一定金額（おおむね 500万円）を超える場合であって、その事業規模、財産及び収支

の状況、完納までに要する期間等を踏まえ、合理的かつ妥当な分割納付金額の正確な算

定のためにより詳細な調査が必要と認められる納税者について、帳簿等が整備され最近

の販売実績等が把握できる場合において、その実績を基として各月の納付可能資金額を

計算するために作成する。 

２ 調理要領 

⑴ 「調査日」欄は、次の区分に応じてそれぞれに定める日を記載する。 

① 通則法第 46条第２項若しくは第３項の規定による納税の猶予又は徴収法第 151

条の２第１項の規定による換価の猶予の申請があった場合 その申請に係る猶予

期間の始期の前日 

② 徴収法第 151条第１項の規定による換価の猶予をしようとする場合 署内資料の

確認、滞納者への聞き取り、滞納者の帳簿書類等の検査により調査を行った日 

⑵ 「調査期間」欄は、原則として、納税の猶予又は換価の猶予の申請等に係る猶予期

間を記載する。 

なお、販売実績等から支払可能資金を推定するための基準となるべき期間（以下「基

準期間」という。）は、原則として、調査日直前の３か月とするが、決算状況等に応

じて、適宜調査の容易な期間によることとして差し支えない。 

⑶ 「① 収益」欄及び「② 費用」欄は、基準期間内における各月ごとの収益及び費

用を勘定科目別に求めて記載する。 

この場合の収益又は費用は、例えば、貸倒引当金戻入益、評価益、減価償却費のよ

うに資金の収支を伴わないものを除き、また、所得計算上損金又は必要経費に算入さ

れる事業税、固定資産税等の国税又は地方税について、それぞれ「⑲ 国税」欄又は

307010-003 見込納付能力調査表（最近の販売実績等を基とする調査用）（その１） 

 見込納付能力調査表（最近の販売実績等を基とする調査用）（その２） 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

「見込納付能力調査表（最近の販売実績等を基とする調査用）」は、帳簿等が整備さ

れ最近の販売実績等が把握できる場合において、その実績を基として各月の納付可能資

金額を計算するために作成する。 

 

 

 

２ 調理要領 

⑴ 「調査日」欄は、原則として、臨場調査の日を記載する。ただし、納税の猶予の申

請があった場合は、その申請に係る猶予期間の始期の前日を記載する。 

 

 

 

 

⑵ 「調査期間」欄は、原則として、納税の猶予の申請等に係る猶予期間を記載する。 

    

なお、販売実績等から支払可能資金を推定するための基準となるべき期間（以下「基

準期間」という。）は、原則として、調査日直前の３か月とするが、決算状況等に応

じて、適宜調査の容易な期間によることとして差し支えない。 

⑶ 「① 収益」欄及び「② 費用」欄は、基準期間内における各月ごとの収益及び費

用を勘定科目別に求めて記載する。 

この場合の収益又は費用は、例えば、貸倒引当金戻入益、評価益、減価償却費のよ

うに資金の収支を伴わないものを除き、また、所得計算上損金又は必要経費に算入さ

れる地価税、事業税、固定資産税等の国税又は地方税について、それぞれ「⑲ 国税」
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改  正  後  改  正  前  

「⑳ 地方税」欄に計上するときは、この欄に記載しない。 

⑷ （省略） 

⑸ 「④ 臨時的収益」欄は、個人の場合には、退職所得、譲渡所得、一時所得又は雑

所得を記載し、法人の場合には、私財提供益又は債務免除益等を記載する。 

⑹ 「⑤ 臨時的費用」欄は、個人の場合には必要経費に算入した資産損失（所得税法

第 51条）等を記載し、法人の場合には災害損失金等を記載する。 

   また、経常的な費用のうち費用として認めることが適当でないもの（猶予通達 67

《支出見込金額等の調整》参照）がある場合には、その金額もこの欄に記載する。 

 

⑺ （省略） 

⑻ 「⑩ 差引支払可能資金」欄の算出に際しては、次に掲げるところによる。 

  イ・ロ （省略） 

⑼ 季節的に販売高等の変動が著しい業種については、季節別（月別）の資金繰りの状

況に応じて履行しやすい納付計画を立てるため、業種の特徴、売上及び仕入の季節的

なすう勢を参考として、次により月別の支払可能資金を算出して「⑫ 季節的に販売

高等の変動の著しい場合の月別支払可能資金の計算」欄に記載する。 

 

月平均支払可能資金× 

 

  （注）１ （省略） 

     ２ 各月の指数をどのように定めるかによって納付計画が大きく左右され、ひ

いては不履行の原因ともなるので、過去の資金状況等を参考としてその正確

性を図るほか、特に支障のない限り納税者の申出に近い指数により支払可能

資金額を求めて、確実に履行させることを考慮する。 

なお、現金取引又は月末に現金決済を行う業態等以外の業態にあっては、

販売等とそれに伴う資金の取得には時間的に相当のずれが生じるから、各月

の指数の算定に当たっては十分に注意する。 

     ３ （省略） 

欄又は「⑳ 地方税」欄に計上するときは、この欄に記載しない。 

⑷ （同左） 

⑸ 「④ 臨時的収益」欄は、個人の場合には、退職所得、譲渡所得、一時所得又は雑

所得を、法人の場合には、私財提供益又は債務免除益等を記載する。 

⑹ 「⑤ 臨時的費用」欄は、個人の場合には必要経費に算入した資産損失（所得税法

第 51条）等を、法人の場合には災害損失金等を記載する。 

   また、経常的な費用のうち費用として認めることが適当でないもの（猶予通達第７

章第３節１⑵《支出見込金額等の調整》参照）がある場合には、その金額もこの欄に

記載する。 

⑺ （同左） 

⑻ 「⑩ 差引支払可能資金」欄の算出し際しては、次に掲げるところによる。 

  イ・ロ （同左） 

⑼ 季節的に販売高等の変動が著しい業種については、季節別（月別）の資金繰りの状

況に応じて履行しやすい納付計画を立てるため、業種の特徴、売上及び仕入の季節的

なすう勢を参考として、次により月別の支払可能資金を算出して「⑫ 季節的に販売

高等の～支払可能資金の計算」欄に記載する。 

 

月平均支払可能資金× 

 

  （注）１ （同左） 

     ２ 各月の指数をどのように定めるかによって納付計画が大きく左右され、ひ

いては不履行の原因ともなるので、過去の資金状況等を参考としてその正確

性を図るほか、特に弊害のない限り納税者の申出に近い指数により支払可能

資金額を求めて、確実に履行させることを考慮する。 

なお、現金取引又は月末現金決済を行う業態等以外の業態にあっては、販

売等とそれに伴う資金の取得には時間的に相当のずれが生じるから、各月の

指数の算定に当たっては十分に注意する。 

     ３ （同左） 

その月の指数 

月平均指数 

その月の指数 

月平均指数 
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改  正  後  改  正  前  

⑽ 「⑬ 支払可能資金」欄は、「⑪ 月平均支払可能資金」欄又は「⑫ 季節的に販

売高等の変動の著しい場合の月別支払可能資金の計算」欄に記載した金額を記載す

る。 

⑾ 「⑭ 生活費」欄は、猶予通達 64⑵《生活の維持のために通常必要とされる費用の

額》により記載する。 

なお、納税者の事業等による収入などの状況を踏まえ、計算期間を超える期間のた

めに資金手当てをする必要がある場合には、必要最低限の所要資金を算出して「⑯ 

臨時支出」欄に記載する。 

 

 

⑿ 「⑮ 臨時収入」欄は、例えば、譲渡所得若しくは山林所得等の臨時収入、不要不

急資産の売却による収入、借入金、貸付金の回収による受入れ又は役員からの私財提

供等が見込まれる金額を記載する。この場合、不要不急資産の売却、借入金又は役員

若しくは親族等からの贈与等が見込まれるときには、納税者の実情に即してその実現

可能性について検討する。 

   なお、これらの明細は、「指数の説明及びその他参考事項」欄又は適宜の別紙に記

載する（以下、⑯欄及び⑱欄から⑳欄についても同様とする。）。 

⒀ （省略） 

⒁ 「⑱ 不足資金引当金」欄は、「⑰ 差引」欄の金額が月によって赤字となり、そ

の赤字金額が相当大きいことにより不足資金を補てんするための引当金を考慮する

必要がある場合において、その引き当てすべき金額を記載する。 

   この引当金は、その赤字の月の直前の月の「⑰ 差引」欄の金額から引き当て、な

お不足するときは、順次その前の月に遡って引き当てることとする（現在納付能力調

査で一定のつなぎ資金を控除することによりその金額が保留されている場合であっ

ても、事業運営のための資金繰りを考慮し、その金額は引き続き保留し、不足資金は

上記により引き当てることとして取り扱う。）。 

   なお、ある月の「⑰ 差引」欄の金額が赤字となる場合には、その月の前後の収支

見込みを再検討して、借入金その他での調整の可能性の有無を納税者と協議し、また、

⑽ 「⑬ 支払可能資金」欄は、「⑪ 月平均支払可能資金」欄又は「⑫ 季節的に販

売高等の～支払可能資金の計算」欄に記載した金額を記載する。 

 

⑾ 「⑭ 生計費」欄は、納税者及び納税者と生計を一にする者の数並びに一般的生計

費の額等を参考に、妥当と認められる金額を「生計費の計算」欄で算出の上記載する。

この場合、納税者又は納税者と生計を一にする者の中に、老年者、身体障害者、長期

間の病人、勉学のため下宿又は寮にいる学生等があって、通常以上の生計費等が必要

と認められる場合には、これを考慮して調整する。 

   また、冠婚葬祭等のため、あらかじめその支出について積み立てている場合におい

ては、妥当と認められる範囲で生計費に含めて差し支えない。 

⑿ 「⑮ 臨時収入」欄は、例えば、譲渡所得若しくは山林所得等の臨時収入、不要不

急資産の売却による収入、借入金、貸付金の回収による受入れ又は役員からの私財提

供等が見込まれる金額を記載する。この場合、不要不急資産の売却、借入金又は役員

若しくは親族等からの贈与等が見込まれるときには、納税者とその実現可能性につい

て十分協議する。 

   なお、これらの明細は、「指数の説明及びその他参考事項」欄又は適宜の別紙に記

載する（以下、⑯欄及び⑱欄から⑳欄についても同様とする。）。 

⒀ （同左） 

⒁ 「⑱ 不足資金引当金」欄は、「⑰ 差引」欄の金額が月によって赤字となり、そ

の赤字金額が相当大きく不足資金を補てんするための引当金を考慮する必要がある

場合において、その引き当てすべき金額を記載する。 

   この引当金は、その赤字の月の直前の月の「⑰ 差引」欄の金額から引き当て、な

お不足するときは、順次その前の月にさかのぼって引き当てることとする（現在納付

能力調査で一定のつなぎ資金を控除することによりその金額が保留されているが、事

業運営のための資金繰りを考慮して今後もこれは計算外として保留を続け、不足資金

は上記により引き当てることとして取り扱う。）。 

   なお、ある月の「⑰ 差引」欄の金額が赤字となる場合には、その月の前後の収支

見込みを再検討して、借入金その他での調整の可能性の有無を納税者と協議し、また、
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それらの調整を行ってもなお引当金が必要な場合において、この納付計画の最初の月

まで遡って引き当てても不足するとき（猶予通達 64《つなぎ資金》の注書きにより保

留した資金がある場合には、その資金を引き当ててもなお不足するとき）には、そこ

で計算を打ち切ることとする（すなわち、赤字を生ずる月の翌月以降の納付能力に影

響を及ぼさないこととし、特にその打切り額が大きい場合には、収支見込み自体に無

理があることから、再検討の上、所要の調整を行う。）。 

 

⒂ （省略） 

⒃ 「⑳ 地方税」欄は、原則として、将来発生見込みの地方税について記載するが、

滞納中の地方税で納付計画の定まっているものも含めて記載して差し支えない。 

   なお、その税額を正確に把握するため、可能な限り納税通知書等によって確認する

か又は納税者からの聞き取りによって調査する。 

⒄ 「㉒ 納付予定額」欄は、納税者から提出された添付書類等と「㉑ 納付可能資金」

欄の金額を基に納税者の実情に即して、おおむね「㉑ 納付可能資金」欄の金額に近

い額で具体的な納付可能金額を定め、その額を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それらの調整を行ってもなお引当金が必要な場合において、この納付計画の最初の月

までさかのぼって引き当てても不足するとき（猶予通達第７章第２節２《つなぎ資金》

のなお書きにより保留した資金がある場合には、その資金を引き当ててもなお不足す

るとき）には、納税者の了承を受けて、そこで計算を打ち切ることとする（すなわち、

赤字を生ずる月の翌月以降の納付能力に影響を及ぼさないこととし、特にその打切り

額が大きい場合には、収支見込み自体が無理であるから、再検討の上所要の調整を行

う。）。 

⒂ （同左） 

⒃ 「⑳ 地方税」欄は、原則として、将来発生見込みの地方税について記載するが、

滞納中の地方税で納付計画の定まっているものも含めて記載して差し支えない。 

   なお、その税額を正確に把握するため、できるだけ納税通知書等によって確認する

か又は納税者からの聞き取りによって調査する。 

⒄ 「㉒ 納付予定額」欄は、納税者から提出された納付計画等と「㉑ 納付可能資金」

欄の金額を基として納税者と協議した上、おおむね「㉑ 納付可能資金」欄の金額に

近い額で具体的納付可能金額を定め、その額を記載する。 
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307010-004 見込納付能力調査表（見込損益計算書を基とする調査用） 

 

【調理要領】 

「見込納付能力調査表（見込損益計算書を基とする調査用・その１）」 

１ 目 的 

 「見込納付能力調査表（見込損益計算書を基とする調査用・その１）」は、納付すべ

き税額が一定金額（おおむね 500万円）を超える場合であって、その事業規模、財産及

び収支の状況、完納までに要する期間等を踏まえ、合理的かつ妥当な分割納付金額の正

確な算定のためにより詳細な調査が必要と認められる納税者について、当該納税者が相

当の経理能力を持ち、かつ、帳簿書類を備えている場合に、あらかじめ見込損益計算書

を提出させ、その見込損益計算書に所要の修正及び調整を加えたものを基として各月の

資金額を計算するために使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 「過去の損益計算書」欄は、最近の申告等に係る損益計算書に基づき記載するが、

可能な限り賦課の調査によって修正されているものを使用する。 

⑵ （省略） 

⑶ 「調査による見込損益計算書の修正」欄は、次により記載する。 

   見込損益計算書を過去の損益計算書と対比し、納税者から見込損益計算書の根拠の

説明を聞いてその計算書の妥当性を検討し、修正を要する金額がある場合には、納税

者の実情に即して「修正損益計算書」欄で修正を行い、その理由等を「修正事項の説

明」欄に記載する。この場合において、金額の増減、各勘定の占める割合の適否を検

討することはもちろんであるが、特に、役員の報酬、賞与又は退職給与並びに経費そ

の他の支出については、猶予通達 67《支出見込金額等の調整》に掲げるところに留意

する。 

 

⑷ 「資金収支計算のための調整」欄は、次により記載する。 

  イ 減価償却費、貸倒引当損その他各種引当損等、税法上損金又は必要経費に算入さ

れているもののうち資金計算上は資金の支出を伴わないもの及び評価益、各種引当

307010-004 見込納付能力調査表（見込損益計算書を基とする調査用） 

 

【調理要領】 

「見込納付能力調査表（見込損益計算書を基とする調査用・その１）」 

１ 目 的 

 「見込納付能力調査表（見込損益計算書を基とする調査用・その１）」は、納税者が

相当の経理能力を持ち、かつ、帳簿書類を備えている場合に、あらかじめ見込損益計算

書を提出させ、その見込損益計算書に所要の修正及び調整を加えたものを基として各月

の資金額を計算するために使用する。 

 

 

 

２ 調理要領 

⑴ 「過去の損益計算書」欄は、最近の申告等に係る損益計算書に基づき記載するが、

できるだけ賦課の調査によって修正されているものを使用する。 

⑵ （同左） 

⑶ 「調査による見込損益計算書の修正」欄は、次により記載する。 

   見込損益計算書を過去の損益計算書と対比し、納税者から見込損益計算書の根拠の

説明を聞いてその計算書の妥当性を検討し、修正を要する金額がある場合には、納税

者と協議して「修正損益計算書」欄で修正を行い、その理由等を「修正事項の説明」

欄に記載する。 

   この場合において、金額の増減、各勘定の占める割合の適否を検討することはもち

ろんであるが、特に、役員の報酬、賞与又は退職給与並びに経費その他の支出につい

ては、猶予通達第７章第３節１⑵《支出見込金額等の調整》に掲げるところに留意す

る。 

⑷ 「資金収支計算のための調整」欄は、次により記載する。 

  イ 原価償却費、貸倒引当損その他各種引当損等、税法上損金又は必要経費に算入さ

れているもののうち資金計算上は資金の支出を伴わないもの及び評価益、各種引当
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金の繰戻し益等、税法上収益に算入されているもののうち資金計算上は資金の収入

を伴わないものを記載する。 

    この場合において、減価償却費等の資金の支出を伴わない損金又は必要経費の額

は所得金額に加算し、評価益等の資金の収入を伴わない収益の額は所得金額から減

算する。 

ロ （省略） 

  ハ 所得計算上損金又は必要経費に算入される事業税、固定資産税等の国税又は地方

税について記載する。 

なお、この金額は、「見込納付能力調査表（見込損益計算書を基とする調査用・

その２）」の「㉓ 国税」欄又は「㉔ 地方税」欄で調整する。 

⑸ 季節的に販売高等の変動が著しい業種については、季節別（月別）の資金繰りの状

況に応じて履行しやすい納付計画を立てるため、業種の特徴、売上及び仕入の季節的

なすう勢を参考として、次により月別の金額を算出して「季節的に販売高等の変動の

著しい金額の計算」欄に記載する。 

   この場合には、収益、費用のそれぞれについて月別の変動を算出する。すなわち、

全項目に一律の指数を使用することなく、例えば、売上の変動等の直接影響を受ける

費用と売上の変動等にかかわらず必ず必要な費用を区分する等、各項目それぞれに妥

当と認められる指数によって、その月別金額を算出する。 

 

月平均支払可能資金× 

   

（注）１ （省略） 

２ 各月の指数をどのように定めるかによって納付計画が大きく左右され、ひ

いては不履行の原因ともなるので、過去の状況等を参考としてその正確性を

図るほか、特に支障のない限り納税者の申出に近い指数により金額を求めて、

確実に履行させることを考慮する。 

３ （省略） 

 

金の繰戻し益等、税法上収益に算入されているもののうち資金計算上は資金の収入

を伴わないものを記載する。 

    この場合において、原価償却費等資金の支出を伴わない損金又は必要経費の額は

所得金額に加算し、評価益等資金の収入を伴わない収益の額は所得金額から減算す

る。 

ロ （同左） 

  ハ 所得計算上損金又は必要経費に算入される地価税、事業税、固定資産税等の国税

又は地方税について記載する。 

なお、この金額は、「見込納付能力調査表（見込損益計算書を基とする調査用・

その２）」の「㉓ 国税」欄又は「㉔ 地方税」欄で調整する。 

⑸ 季節的に販売高等の変動が著しい業種については、季節別（月別）の資金繰りの状

況に応じて履行しやすい納付計画を立てるため、業種の特徴、売上及び仕入の季節的

なすう勢を参考として、次により月別の金額を算出して「季節的に販売高等の～金額

の計算」欄に記載する。 

   この場合には、収益、費用のそれぞれについて月別の変動を算出する。すなわち、

全項目に一律の指数を使用することなく、例えば、売上の変動等の直接影響を受ける

費用と売上の変動等にかかわらず必ず必要な費用を区分する等、各項目それぞれに妥

当と認められる指数によって、その月別金額を算出する。 

 

月平均支払可能資金× 

   

（注）１ （同左） 

     ２ 各月の指数をどのように定めるかによって納付計画が大きく左右され、ひ

いては不履行の原因ともなるので、過去の状況等を参考としてその正確性を

図るほか、特に弊害のない限り納税者の申出に近い指数により金額を求め

て、確実に履行させることを考慮する。 

３ （同左） 

 

その月の指数 

月平均指数 

その月の指数 

月平均指数 
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「見込納付能力調査表（見込損益計算書を基とする調査用・その２）」 

１ （省略） 

２ 調理要領 

⑴ 「調査日」欄は、次の区分に応じて、それぞれに定める日を記載する。 

① 通則法第 46条第２項若しくは第３項の規定による納税の猶予又は徴収法第 151

条の２第１項の規定による換価の猶予の申請があった場合 その申請に係る猶予

期間の始期の前日 

② 徴収法第 151条第１項の規定による換価の猶予をしようとする場合 署内資料の 

確認、滞納者への聞き取り、滞納者の帳簿書類等の検査により調査を行った日 

⑵ 「調査期間」欄は、原則として、納税の猶予又は換価の猶予の申請等に係る猶予期

間を記載する。 

⑶～⒀ （省略） 

⒁ 「その他の支出」欄は、仕入代金の支払以外の経常的な支出について、売上の変動

等に直接影響を受ける費用と売上の変動等にかかわらず必要な費用とを区分し、それ

ぞれの各月における支払見込金額を月別に記載する。 

⒂ 「⑱ 生活費」欄は、猶予通達 64⑵《生活の維持のために通常必要とされる費用の

額》により記載する。 

なお、納税者の事業等による収入などの状況を踏まえ、計算期間を超える期間のた

めに資金手当てをする必要がある場合には、必要最低限の所要資金を算出して「臨時

支出」欄に記載する。 

 

 

⒃ 「臨時収入」欄は、例えば、譲渡所得若しくは山林所得等の臨時収入、不要不急資

産の売却による収入、借入金、貸付金の回収による受入れ又は役員からの私財提供等

が見込まれる金額を記載する。この場合、不要不急資産の売却、借入金又は役員若し

くは親族等からの贈与等が見込まれるときには、納税者の実情に即してその実現可能

性について検討する。 

⒄ （省略） 

「見込納付能力調査表（見込損益計算書を基とする調査用・その２）」 

１ （同左） 

２ 調理要領 

⑴ 「調査日」欄は、原則として、臨場調査の日を記載する。ただし、納税の猶予の申

請があった場合には、その申請に係る猶予期間の始期の前日を記載する。 

 

 

 

 

⑵ 「調査期間」欄は、原則として、納税の猶予の申請等に係る猶予期間を記載する。 

 

⑶～⒀ （同左） 

⒁ 「その他の支出」欄は、仕入代金の支払以外の経常的な支出について、売上の変動

等に直接影響を受ける費用と売上の変動等にかかわらず必要な費用とを区分し、それ

ぞれの各月における支払見込金額を記載する。 

⒂ 「⑱ 生計費」欄は、納税者及び納税者と生計を一にする者の数並びに一般的生計

費の額等を参考に、妥当と認められる金額を「生計費の計算」欄で算出の上記載する。

この場合、納税者又は納税者と生計を一にする者の中に、老年者、身体障害者、長期

間の病人、勉学のため下宿又は寮にいる学生等があって、通常以上の生計費等が必要

と認められる場合には、これを考慮して調整する。 

   また、冠婚葬祭等のため、あらかじめその支出について積み立てている場合におい

ては、妥当と認められる範囲で生計費に含めて差し支えない。 

⒃ 「臨時収入」欄は、例えば、譲渡所得若しくは山林所得等の臨時収入、不要不急資

産の売却による収入、借入金、貸付金の回収による受入れ又は役員からの私財提供等

が見込まれる金額を記載する。この場合、不要不急資産の売却、借入金又は役員若し

くは親族等からの贈与等が見込まれるときには、納税者とその実現可能性について十

分協議する。 

⒄ （同左） 
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改  正  後  改  正  前  

⒅ 「㉒ 不足資金引当金」欄は、「㉑ 差引」欄の金額が月によって赤字となり、そ

の赤字金額が相当大きいことにより不足資金を補てんするための引当金を考慮する

必要がある場合において、その引き当てすべき金額を記載する。 

  この引当金は、その赤字の月の直前の月の「㉑ 差引」欄の金額から引き当て、な

お不足するときは、順次その前の月に遡って引き当てることとする（現在納付能力調

査で一定のつなぎ資金を控除することによりその金額が保留されている場合であっ

ても、事業運営のための資金繰りを考慮し、その金額は引き続き保留し、不足資金は

上記により引き当てることとして取り扱う。）。 

   なお、ある月の「㉑ 差引」欄の金額が赤字となる場合には、その月の前後の収支

見込みを再検討して、借入金その他での調整の可能性の有無を納税者に確認し、また、

それらの調整を行ってもなお引当金が必要な場合において、この納付計画の最初の月

まで遡って引き当てても不足するとき（猶予通達 64《つなぎ資金》の注書きにより保

留した資金がある場合には、その資金を引き当ててもなお不足するとき）には、そこ

で計算を打ち切ることとする（すなわち、赤字を生ずる月の翌月以降の納付能力に影

響を及ぼさないこととし、特にその打切り額が大きい場合には、収支見込み自体に無

理があることから、再検討の上、所要の調整を行う。）。 

 

⒆ （省略） 

⒇ 「㉔ 地方税」欄は、原則として、将来発生見込みの地方税（所得計算上損金又は

必要経費に算入される事業税、固定資産税等を含む。）について記載するが、滞納中

の地方税で納付計画の定まっているものも含めて記載して差し支えない。 

  なお、その税額を正確に把握するため、可能な限り納税通知書等によって確認する

か又は納税者からの聞き取りによって調査する。 

(21) 「㉖ 納付予定額」欄は、納税者から提出された添付書類等と「㉕ 納付可能資金」

欄の金額を基として納税者の実情に即して、おおむね「㉕ 納付可能資金」欄の金額

に近い額で具体的な納付可能金額を定め、その額を記載する。 

 

 

⒅ 「㉒ 不足資金引当金」欄は、「㉑ 差引」欄の金額が月によって赤字となり、そ

の赤字金額が相当大きく不足資金を補てんするための引当金を考慮する必要がある

場合において、その引き当てすべき金額を記載する。 

  この引当金は、その赤字の月の直前の月の「㉑ 差引」欄の金額から引き当て、な

お不足するときは、順次その前の月にさかのぼって引き当てることとする（現在納付

能力調査で一定のつなぎ資金を控除することによりその金額が保留されているが、事

業運営のための資金繰りを考慮して今後もこれは計算外として保留を続け、不足資金

は上記により引き当てることとして取り扱う。）。 

   なお、ある月の「㉑ 差引」欄の金額が赤字となる場合には、その月の前後の収支

見込みを再検討して、借入金その他での調整の可能性の有無を納税者と協議し、また、

それらの調整を行ってもなお引当金が必要な場合において、この納付計画の最初の月

までさかのぼって引き当てても不足するとき（猶予通達第７章第２節２《つなぎ資金》

のなお書きにより保留した資金がある場合には、その資金を引き当ててもなお不足す

るとき）には、納税者の了承を受けて、そこで計算を打ち切ることとする（すなわち、

赤字を生ずる月の翌月以降の納付能力に影響を及ぼさないこととし、特にその打切り

額が大きい場合には、収支見込み自体が無理であるから、再検討の上所要の調整を行

う。）。 

⒆ （同左） 

⒇ 「㉔ 地方税」欄は、原則として、将来発生見込みの地方税（所得計算上損金又は

必要経費に算入される事業税、固定資産税等を含む。）について記載するが、滞納中

の地方税で納付計画の定まっているものも含めて記載して差し支えない。 

  なお、その税額を正確に把握するため、できるだけ納税通知書等によって確認する

か又は納税者からの聞き取りによって調査する。 

(21) 「㉖ 納付予定額」欄は、納税者から提出された納付計画等と「○25 納付可能資金」

欄の金額を基として納税者と協議した上、おおむね「㉕ 納付可能資金」欄の金額に

近い額で具体的納付可能金額を定め、その額を記載する。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-005 納税の猶予申請書 

 

【様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307010-005 納税の猶予申請書 

 

【様式】 
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改  正  後  改  正  前  

307010-005 納税の猶予申請書 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

 「納税の猶予申請書」は、通則法第 46条第２項又は同条第３項の規定による納税の

猶予を申請する場合に使用する。 

  

 

 

 

２ 調理要領 

⑴ この申請書には、次に掲げる書類を添付する。 

  なお、下記イ及びロについては、通則法第 46条第２項第１号、第２号又は第５号

（同項第１号若しくは第２号に該当する事実に類する場合に限る。）の規定による納

税の猶予を申請する場合において、申請者が提出することが困難であると税務署長が

認めるときは、添付する必要はない。 

 イ 猶予該当事実を証する書類（通則法第 46条第２項各号の納税の猶予を申請する

場合に限る。） 

 ロ 「財産目録」（様式 307010-005-1）及び「収支の明細書」（様式 307010-005-2）（猶

予を受けようとする金額（未確定の延滞税を除く。）が 100万円以下の場合は、こ

れらに代えて「財産収支状況書」（様式 307010-005-3）） 

 ハ 担保を提供する必要がある場合には、担保の提供に関する書類（通基通第 54条

関係参照） 

 ニ 必要がある場合には、徴収高計算書等の書類又は登録免許税の課税の原因となる

登録、特許、免許、認可、指定又は技能証明を明らかにする書類（通則令第 15条

第１項及び第３項参照） 

⑵ 申請者が法人である場合は、「申請者」欄に代表者の住所及び氏名を併せて記載す

る。 

307010-005 納税の猶予申請書 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

 「納税の猶予申請書」は、通則法第 46条第２項又は同条第３項の規定により、納税

者が納税の猶予を申請する場合に提出させる。 

 （注） 通則法第 46条第１項の規定により納税の猶予を申請する場合には、昭和 53年

６月 21日付官総４－21ほか９課共同「『災害被災者に対する租税の軽減免除、納

税の猶予等に関する取扱要領』の全部改正について」（事務運営指針）の別冊の

別紙様式第４号を使用させること。 

２ 調理要領 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 申請者が法人である場合は、「申請者」欄に代表者の住所及び氏名を併せて記載さ

せる。 
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改  正  後  改  正  前  

⑶ 「申請年月日」欄は、申請書を提出する日を記載する。 

⑷ 「※税務署整理欄」は、下記により処理する。 

イ 「通信日付印」欄は、通則法第 46条第３項の規定による納税の猶予申請書が郵

便又は信書便により提出された場合に、当該郵便物又は信書便物の通信日付により

表示された日を記載し、担当者印を押印する。 

ロ 「申請書番号」欄は、徴収システムの「猶予申請」画面において申請内容を入力

することにより自動付番される申請書番号を記載する。 

ハ 「処理年月日」欄は、納税の猶予申請に係る処理が終了した日を記載する。 

⑸ 「納付すべき国税」欄は、申請をするときにおいて未納となっている国税の年度、

税目、納期限及び金額を記載し、「備考」欄にその国税の年分、事業年度、課税期間

又は月分を記載の上、納税の猶予を受けようとするものを○印で囲む。 

⑹ 「納付すべき国税のうち、納税の猶予を受けようとする金額」欄は、「納付すべき

国税」欄に記載した国税の合計額から、「財産目録」の「３ 現在納付可能資金額」

欄の「③現在納付可能資金額（①－②）」欄の金額（猶予を受けようとする金額が 10

0万円以下の場合は、「財産収支状況書」の「２ 現在納付可能資金額」欄の「現在納

付可能資金額」欄の金額）を差し引いた金額を記載する。 

⑺ 「猶予該当事実の詳細」欄は、通則法第 46条第２項の規定により申請する場合に

おいて、同項各号のいずれかに該当する事実の詳細を記載する。 

  なお、通則法第 46条第３項の規定により申請する場合は、この欄の記載は不要で

ある。ただし、やむを得ない理由により猶予を受けようとする国税の納期限後に申請

書を提出する場合には、そのやむを得ない理由をこの欄に記載する。 

 

 

⑻ 「一時に納付することができない事情の詳細」欄は、猶予該当事実があったことに

より、納税者が資金の支出をし、又は損失を受け、その支出又は損失があることが一

時に納付することができないことの原因になっている事情の詳細を具体的に記載す

る。 

⑼ 「納付計画」欄は、「財産収支状況書」の「４ 分割納付計画」欄の「分割納付金

（新設） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

⑵ 「納付すべき国税」欄は、納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額を記載さ

せ、「備考」欄にその国税の事業年度、年分又は月分を記載の上納税の猶予を受けよ

うとするものを○印で囲ませる。 

（新設） 

 

 

 

 

⑶ 「納税の猶予を受けようとする理由」欄は、次に掲げる事項を簡記させる。 

  イ 通則法第 46条第２項の規定による場合には、同項各号に掲げる具体的事実及び

国税を一時に納付することが困難な事情 

  ロ 通則法第 46条第３項の規定による場合には、国税を一時に納付することが困難

な事情 

    なお、やむを得ない理由により国税の納期限までに納税の猶予申請ができなかっ

た場合には、そのやむを得ない理由を記載させる。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

額」（猶予を受けようとする金額が 100万円を超える場合は、「収支の明細書」の「７

 分割納付年月日及び分割納付金額」欄の「納付年月日」及び「⑤分割納付金額（①

＋②＋③－④」）を転記する。 

⑽ 「猶予期間」欄は、猶予期間の始期及び終期（納付計画の最終日）並びにその期間

を記載する。 

  なお、猶予期間の始期は、申請書を提出する日を原則とし、次に掲げる場合に該当

するときは、それぞれに掲げる日とする。 

 イ 申請書を提出する日が猶予を受けようとする国税の納期限よりも前である場合

納期限の翌日 

 ロ 災害等のやむを得ない事情により申請書を提出することができなかった場合 

猶予該当事実が生じた日 

⑾ 「担保」欄は、猶予を受けるに当たり、担保を提供する必要がある場合には「□有」

に、担保を提供する必要がない場合は「□無」にチェックを付ける。 

  なお、担保を提供する必要がない場合は、次のいずれかに該当する場合である。 

 イ 猶予を受ける金額が 100万円以下である場合 

 ロ 猶予を受ける期間が３月以内である場合 

 ハ 担保を提供することができない特別の事情がある場合 

⑿ 「担保財産の詳細又は提供できない特別の事情」欄は、次により記載する。 

イ 担保を提供する必要がある場合は、担保として提供する財産の種類、数量、価額

及び所在等を記載する。 

ロ 担保を提供する必要がない場合において、上記⑾イ又はロに該当する場合には、

「―」を記載し、上記⑾ハに該当するときは、担保を提供することができない特別

の事情を記載する。 

（削除） 

 

 

⒀ この申請書を税理士又は税理士法人が税務代理により作成した提出する場合は、

「税理士署名押印」欄に氏名又は名称を記載し押印する。この場合は、税理士法第 3

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 猶予申請税額が 50万円を超える場合は、「担保」欄に、提供しようとする担保の種

類、数量、価額及び所在その他担保に関して参考となる事項若しくは担保を提供する

ことができない特別の事情を記載させる。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

⑸ この申請書は、該当する場合に限り、担保に関する書類（通基通第 54条関係参照）

及び徴収高計算書等の書類（通則令第 15条第４項及び同条第６項参照）を添付させ

る。 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

0条の規定に基づき税務代理権限証書を提出する必要がある。 

⒁ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹ （同左） 
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改  正  後  改  正  前  

307010-005-1 財産目録 

 

【様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

307010-005-1 財産目録 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

 「財産目録」は、次に掲げる場合において、納税の猶予申請書若しくは換価の猶予申

請書又は分割納付計画書に添付するときに使用する。 

① 納税者が通則法第 46 条第２項若しくは第３項の規定による納税の猶予又は徴収法

第 151条の２第１項の規定による換価の猶予、又はそれらの猶予期間の延長の申請を

する場合において、その猶予又は猶予期間の延長を受けようとする金額（未確定の延

滞税を除く。）が 100万円を超えるとき 

② 納税者が徴収法第151条第１項の規定による換価の猶予又はその猶予期間の延長を

するために必要であるとして税務署長から「分割納付計画書」の提出を求められた場

合において、その分割納付しようとする金額（未確定の延滞税を除く。）が 100 万円

を超えるとき 

２ 調理要領 

 ⑴ 「１ 住所・氏名等」欄は、納税者の住所（所在地）及び氏名（名称）を記載する。 

なお、納税者が法人である場合には、その代表者の氏名を併せて記載する。 

 ⑵ 「２ 財産の状況」欄は、この書類を提出する日（以下「作成日」という。）にお

ける状況を記載する。 

  イ 「⑴ 預貯金等の状況」欄 

   (ｲ) 提出日において自宅や事務所等に保管している手持ち現金の額を記載する。 

   (ﾛ) 預貯金については、その預け先金融機関等の名称・支店名、預貯金等の種類（普

通、当座、定期、貯蓄等）及び金額を記載する。 

   (ﾊ) 現金及び預貯金等の額の合計を「預貯金等合計(Ａ)」欄に記載する。 

      (注) 預貯金等のうち借入の担保になっているものについては、「⑶ その他

の財産の状況」欄の「その他財産」欄に記載する。 

  ロ 「⑵ 売掛金・貸付金等の状況」欄 

    売掛先等の名称・住所、種類（売掛金、貸付金、未収金等）、回収予定日（手形

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

の場合は支払期日）、回収方法（現金、振込、手形、小切手等）及び金額を記載す

る。 

  ハ 「⑶ その他の財産の状況」欄 

(ｲ) 国債・株式等の有価証券、不動産等、車両など、「⑴ 預貯金等の状況」及び「⑵ 

売掛金・貸付金の状況」に記載した財産のほかに所有している財産を具体的に記

載する。 

なお、「その他財産」欄は、敷金、保証金、保険等のほか、預貯金等のうち、借

入の担保になっているものを記載する。 

(ﾛ) 「担保等」欄は、記載された財産に抵当権等の担保権が設定されている場合に

チェック（☑）する。 

(ﾊ) 「直ちに納付に充てられる金額」欄は、記載した財産のうち、現金化すること

が容易で直ちに納税に充てられる財産の金額を記載し、その合計金額を「合計

(Ｂ)」欄に記載する。 

  ニ 「⑷ 借入金・買掛金の状況」欄 

 借入先等の名称、借入総額、月額返済額、返済終了（支払）年月、追加借入の可

否及び担保提供財産等を記載する。 

 ⑶ 「３ 現在納付可能資金額」欄 

  イ 「①当座資金額（(Ａ)＋(Ｂ)）」欄 

    次の金額の合計額を記載する。 

   (ｲ) 「２⑴ 預貯金等の状況」欄の「預貯金等合計(Ａ)」欄の金額 

   (ﾛ) 「２⑶ その他の財産の状況」欄の「合計(Ｂ)」欄の金額 

  ロ 「②当面の必要資金額（(Ｃ)）」欄 

    次のとおり、「『②当面の必要資金額』の内容」欄において計算した金額を記載す

る。 

   (ｲ) 「事業支出」欄 

提出日からおおむね１月以内に支出する、納税者の事業の継続のために必要不

可欠な金額及びその主な内容を記載する。 

     なお、提出日からおおむね１月を超える期間における支出のために資金手当て
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改  正  後  改  正  前  

をしておかなければ、その事業を継続することができなくなると認められる場

合等においては、必要最小限度の範囲内の所要資金を算定して、この欄の金額

に含める。 

     (注)１ 納税者が給与所得者、年金所得者などの事業を行っていない個人であ

る場合は、この欄の金額は０円となる。 

      ２ 提出日から１月以内において、資金繰りが最も窮屈になると見込まれ

る日が明らかである場合は、その日までの支出見込金額を記載して差し

支えない。 

   (ﾛ) 「生活費」欄（個人の場合のみ） 

猶予通達 64⑵《生活の維持のために通常必要とされる費用の額》により記載す

る。 

(ﾊ) 「収入見込」欄 

提出日からおおむね１月以内に入金予定の事業収入、給与収入その他の収入金

額及びその主な内容（給与収入の場合は支給者の名称・所在地、事業収入の場合

は取引先の名称・所在地等）を記載する。 

    (注) 提出日から１月以内において、資金繰りが最も窮屈になると見込まれる日

が明らかである場合は、その日までの収入見込金額を記載して差し支えな

い。 

(ﾆ) 「（支出見込）－（収入見込）(Ｃ)」欄 

次により計算した金額（マイナスの場合は、０円とする。）を記載し、この欄

の金額を「②当面の必要資金額」欄に転記する。 

    「事業支出」欄の金額  ＋  「生活費」欄の金額  －  「収入見込」

欄の金額  

  ハ 「③現在納付可能資金額（①－②）」欄 

    「①当座資金額（(Ａ)＋(Ｂ)）」欄から「②当面の必要資金額（(Ｃ)）」欄の金額

を差し引いた金額を記載する。 

 ⑷ 各欄に記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載する。 

 ⑸ この書類を受理したときは、総務課に回付して、収受日付印の押なつを受ける。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-005-2 収支の明細書 

 

【様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  
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改  正  後  改  正  前  

307010-005-2 収支の明細書 

【調理要領】 

１ 目 的 

 「収支の明細書」は、次に掲げる場合において、納税の猶予申請書若しくは換価の猶

予申請書又は分割納付計画書に添付するときに使用する。 

① 納税者が通則法第 46 条第２項若しくは第３項の規定による納税の猶予又は徴収法

第 151条の２第１項の規定による換価の猶予、又はそれらの猶予期間の延長の申請を

する場合において、その猶予又は猶予期間の延長を受けようとする金額（未確定の延

滞税を除く。）が 100万円を超えるとき 

② 納税者が徴収法第 151 条第１項の規定による換価の猶予又はその猶予期間の延長

をするために必要であるとして税務署長から「分割納付計画書」の提出を求められた

場合において、その分割納付しようとする金額（未確定の延滞税を除く。）が 100 万

円を超えるとき 

２ 調理要領 

 ⑴ 「１ 住所・氏名等」欄は、納税者の住所（所在地）及び氏名（名称）を記載する。 

なお、納税者が法人である場合には、その代表者の氏名を併せて記載する。 

 ⑵ 「２ 直前１年間における各月の収入及び支出の状況」欄は、提出日の直前１年間

における各月ごとの「①総収入金額」、「②総支出金額」及び「③差額（①－②）」を

記載する。 

   なお、臨時的な収入や支出があった月については、備考欄にその内容を記載する。 

 ⑶ 「３ 今後の平均的な収入及び支出の見込金額（月額）」欄は、猶予期間中におけ

る月単位の平均的な収入及び支出の見込金額を、それらに係る入金及び出金の時を基

準に記載する。 

イ 「収入」欄は、売上収入その他の経常的な収入を記載する。 

  ロ 「支出」欄は、次により記載する。 

  (ｲ) 事業に係る支出 

仕入、給与・役員給与（人件費）、家賃等、諸経費、借入返済その他の支出の

内容を記載する。 

 （新設） 
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改  正  後  改  正  前  

なお、これらの支出は、事業の継続のために真に必要と認められるものに限ら

れる。 

  (ﾛ) 生活費（納税者が個人の場合のみ） 

    猶予通達 64⑵《生活の維持のために通常必要とされる費用の額》により記載す

る。 

なお、納税者の事業等による収入などの状況を踏まえ、計算期間を超える期間

のために資金手当てをする必要がある場合には、必要最低限の所要資金を算出し

て「臨時支出」欄に記載する。 

  ハ 「③納付可能基準額（①－②）」欄 

「①収入合計」欄の金額から「②支出合計」欄の金額を差し引いた金額を記載す

る。 

 ⑷ 「４ 今後１年以内における臨時的な収入及び支出の見込金額」欄は、今後おおむ

ね１年以内における臨時的な収入及び支出について記載する。 

  イ 「臨時収入」欄 

    例えば、譲渡所得若しくは山林所得等の臨時収入、不要不急資産の売却による収

入、借入金、貸付金の回収による受入れ又は役員からの私財提供等が見込まれる金

額を記載する。この場合、不要不急資産の売却、借入金又は役員若しくは親族等か

らの贈与等が見込まれるときには、納税者の実情に即してその実現可能性について

検討する。 

  ロ 「臨時支出」欄 

    例えば、災害の復旧費、盗難等のための代替品の購入費、医療費等のうち、やむ

を得ない支出、事業維持のためのやむを得ない新型機械の買入れのための支出、従

業員確保のためのやむを得ない福利厚生費の支出又は事業の継続のためのやむを

得ない債務の弁済等が見込まれる金額を記載する。 

 ⑸ 「５ 今後１年以内に納付すべきことが見込まれる国税及び地方税等」欄は、今後 

１年以内に納付すべきことが見込まれる国税、地方税、社会保険料等について、そ 

の納付すべきこととなる年月、税目及び金額を記載する。 

 ⑹ 「６ 家族（役員）の状況」欄は、次により記載する。 
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改  正  後  改  正  前  

  イ 納税者が法人の場合 

    全ての役員について、その役職、氏名、生年月日、月の報酬額及び所有財産等を

記載する。 

  ロ 納税者が個人の場合 

    生計を一にする親族について、続柄、氏名、生年月日、収入金額（専従者給与を

含む）、職業及び所有財産等を記載する。 

 ⑺ 「７ 分割納付年月日及び分割納付金額」欄 

  イ 「納付年月日」欄 

    猶予期間中の各月の納付年月日を記載する。 

  ロ 「①納付可能基準額」欄 

    「３ 今後の平均的な収入及び支出の見込金額（月額）」欄の「③納付可能基準

金額（①－②）」欄に記載した金額を記載する。 

  ハ 「②季節変動等に伴う増減額」欄 

    「２ 直前１年間における各月ごとの収入及び支出の状況」欄を基に、季節変動

等に伴う「①納付可能基準額」に対する増減額を記載する。 

    なお、減額する場合には、金額の前に「▲」を記載する。 

  ニ 「③臨時的入出金額」欄 

    「４ 今後１年以内における臨時的な収入及び支出の見込金額」欄を基に、納付

年月における臨時的入出金額の合計額を記載する。 

    なお、臨時的支出額が多い場合には、金額の前に「▲」を表示する。 

  ホ 「④国税等納付額」欄 

    「５ 今後１年以内に納付すべきことが見込まれる国税及び地方税等」欄に記載

した、納付年月における国税等の納付見込額の合計額を記載する。 

  ヘ 「⑤分割納付金額（①＋②＋③－④）」欄 

    「①納付可能基準額」から、「②季節変動等に伴う増減額」、「③臨時的入出金額」

及び「④国税等納付額」を加算又は減算した金額を記載する。 

 ⑻ 各欄に記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載する。 

 ⑼ この書類を受理したときは、総務課に回付して、収受日付印の押なつを受ける。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-005-3 財産収支状況書 

 

【様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

307010-005-3 財産収支状況書 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

  「財産収支状況書」は、次に掲げる場合において、納税の猶予申請書若しくは換価の

猶予申請書又は分割納付計画書に添付するときに使用する。 

① 納税者が通則法第 46 条第２項若しくは第３項の規定による納税の猶予又は徴収法

第 151条の２第１項の規定による換価の猶予、又はそれらの猶予期間の延長の申請を

する場合において、その猶予又は猶予期間の延長を受けようとする金額（未確定の延

滞税を除く。）が 100万円以下であるとき 

② 納税者が徴収法第 151条第１項の規定による換価の猶予又はその猶予期間の延長を

するために必要であるとして税務署長から「分割納付計画書」の提出を求められた場

合において、その分割納付しようとする金額（未確定の延滞税を除く。）が 100 万円

以下であるとき 

２ 調理要領 

 ⑴ 「１ 住所・氏名等」欄は、納税者の住所（所在地）及び氏名（名称）を記載する。 

なお、納税者が法人である場合には、その代表者の氏名を併せて記載する。 

⑵ 「２ 現在納付可能資金額」欄 

イ 「現金及び預貯金等」欄は、手持ち現金のほか、次の内容を記載する。 

(ｲ) 提出日において預貯金等がある金融機関等の名称、支店名 

(ﾛ) 上場株式など売却が容易な財産の名称、数量 

ロ 「預貯金等の種類」欄は、預貯金について、普通、当座、定期、貯蓄等の種類を

記載する。 

ハ 「預貯金等の額」欄は、提出日において自宅や事務所等に保管している手持ちの

現金の金額及び預貯金等の金額を記載する。 

ニ 「納付可能金額」欄は、提出日において納付することが可能な金額を記載する。 

ホ 「納付に充てられない事情」欄は、預貯金等の額のうち、納付できない事情があ

る場合には、当てはまるものにチェックを付ける。 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

なお、「その他」にチェックを付けた場合には、その事情を記載する。 

ヘ 「現在納付可能資金額」欄は、納付に充てることができるものとして「納付可 

能金額」欄に記載した金額の合計額を記載する。 

 ⑶ 「３ 今後の平均的な収入及び支出の見込金額（月額）」欄は、猶予期間中におけ

る月単位の平均的な収入及び支出の見込金額を、それらに係る入金及び出金の時を基

準に記載する。 

  イ 「収入」欄は、売上収入その他の経常的な収入を記載する。 

  ロ 「支出」欄は、次により記載する。 

  (ｲ) 事業に係る支出 

仕入、給与、役員給与（人件費）、家賃等、諸経費、借入返済その他の支出の 

内容を記載する。 

なお、これらの支出は、事業の継続のために真に必要と認められるものに限ら

れる。 

  (ﾛ) 生活費（納税者が個人の場合のみ） 

    猶予通達 64⑵《生活の維持のために通常必要とされる費用の額》により記載す

る。 

なお、納税者の事業等による収入などの状況を踏まえ、計算期間を超える期間

のために資金手当てをする必要がある場合には、必要最低限の所要資金を算出し

て「４ 分割納付計画」欄の各月の「分割納付金額」から減算し、その旨を「備

考」欄に記載する。 

ハ 「③納付可能基準額（①－②）」欄 

    「①収入合計」欄の金額から「②支出合計」欄の金額を差し引いた金額を記載す

る。 

 ⑷ 「４ 分割納付計画」欄 

  イ 「月」欄 

    猶予期間中の全ての月を記載する。 

  ロ 「分割納付金額」欄 

    「③納付可能基準額（①－②）」欄に記載した納付可能基準額を基に、各月の収
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改  正  後  改  正  前  

入及び支出の増減見込額（発生予定の国税等を含む）を考慮した納付見込額を記載

する。 

  ハ 「備考」欄 

    「分割納付金額」を、「③納付可能基準額（①－②）」の金額に加算又は減算した

金額とする場合に、その理由を記載する。 

    例えば、不要不急資産の売却、新規借入、貸付金の回収等の臨時的な収入や、災

害の復旧費や医療費等のやむを得ない支出、事業維持のためのやむを得ない設備・

機械の購入等による臨時的な支出のほか、納付計画期間中において発生予定の国税

の内容を記載する。 

 ⑸ 「５ 財産等の状況」欄 

  イ 「⑴ 売掛金・貸付金等の状況」欄 

    売掛先等の名称・住所、金額、回収予定日（手形の場合は支払期日）、種類（売

掛金、貸付金、未収金等）及び回収方法（現金、振込、手形、小切手等）を記載す

る。 

  ロ 「⑵ その他の財産の状況」欄 

不動産、国債・株式等の有価証券及び自動車など、所有している財産の種類、数 

量、所在地等を記載する。「その他（保険等）」欄には、敷金、保証金、保険等の財 

産を記載する。 

なお、速やかに売却して納付に充てることができるものとして上記⑵の「２ 現

在納付可能資金額」欄に記載した財産については、この欄に記載する必要はない。 

  ハ 「⑶ 借入金・買掛金の状況」欄 

    借入先等の名称、借入総額、月額返済額、返済終了（支払）年月、追加借入の可

否及び担保提供財産等を記載する。 

 ⑹ 各欄に記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載する。 

 ⑺ この書類を受理したときは、総務課に回付して、収受日付印の押なつを受ける。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-005-4 納税の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知決議書 

307010-005-5 納税の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知書 

 

【調理要領】 

「納税の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知決議書」 

１ 目 的 

  「納税の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知決議書」は、次に掲げる場合にお

いて、通則法第 46条の２第７項の規定に基づき、納税者に対して納税の猶予申請書又

はその添付書類の補正を求めるときに使用する。 

① 納税の猶予申請書又はその添付書類の記載に不備がある場合 

② 納税の猶予申請書の添付書類の全部又は一部について提出がない場合 

２ 調理要領 

⑴ 「補正を求める書類」欄には、徴収システムにおける「補正通知書作成」画面で選

択した補正を求める書類の名称（納税の猶予申請書、財産収支状況書、財産目録、収

支の明細書、猶予該当事実を証する書類、担保関係書類）を表示する。 

⑵ 「補正内容」欄には、「補正通知書作成」画面で入力した補正を求める内容を表示

する。 

なお、補正を求める内容は、明確かつ具体的なものとする。 

   (注) 補正を求める事項の件数がこの欄を超える場合は、別紙「補正事項」に補正

を求める書類及び内容が表示される。 

【例】 

 ① 納税の猶予申請書又はその添付書類の記載に不備がある場合 

補正を求める

書類 
補正内容 

納税の猶予申

請書 

「猶予該当事実の詳細」欄が記載されていないため、同封した

書類の該当欄に記載して提出してください。 

収支の明細書 
「３ 今後の平均的な収入及び支出の見込金額（月額）」欄の

記載がされていないため、同封した書類の該当欄に記載して提出

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

してください。 

② 納税の猶予申請書の添付書類の全部又は一部について提出がない場合 

補正を求める

書類 
補正内容 

財産目録 
申請書に添付して提出する書類であるため、提出してくださ

い。 

担保関係書類 
保証人○○様の印鑑証明書の添付がありませんので、提出して

ください。 

 

 

「納税の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知書」 

１ 目 的 

  「納税の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知書」は、上記により納税の猶予申

請書又はその添付書類の補正を求める場合において、通則法第 46条の２第８項の規定

によりその旨を納税者に通知するために使用する。 

２ 調理要領 

各欄の記載要領は、上記「納税の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知決議書」

に準ずる。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-005-6 納税の猶予申請のみなし取下げ通知決議書 

307010-005-7 納税の猶予申請のみなし取下げ通知決議書（副本） 

307010-005-8 納税の猶予申請のみなし取下げ通知書 

 

【調理要領】 

「納税の猶予申請のみなし取下げ通知決議書」 

１ 目 的 

  「納税の猶予申請のみなし取下げ通知決議書」は、通則法第 46条の２第９項の規定

により、納税の猶予申請を取り下げたものとみなされた場合に使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 「納税の猶予申請のみなし取下げ通知決議書（副本）」は、管理運営部門に回付す

る。 

⑵ 「納付すべき国税等」欄は、帳票作成年月日において納税者が納付すべき国税を表

示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

⑶ 「補正がされなかった事項」欄は、「別紙のとおり」と表示されるため、徴収シス

テムの様式ファイルダウンロードからダウンロードした「補正がされなかった事項

（別紙）」（事前に送付した「納税の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知書」に

より補正を求めた事項のうち）に補正がされなかった事項を記載して添付する。 

 

「納税の猶予申請のみなし取下げ通知書」 

１ 目 的 

  「納税の猶予申請のみなし取下げ通知書」は、通則法第 46条の２第９項の規定によ

り、納税の猶予申請を取り下げたものとみなされた旨を納税者に通知するために使用す

る。 

２ 調理要領 

各欄の記載要領は、上記「納税の猶予申請のみなし取下げ通知決議書」に準ずる。 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

307010-005-9  納税の猶予申請の取下げ回付決議書 

307010-005-10 納税の猶予申請の取下げ回付決議書（副本） 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

  「納税の猶予申請の取下げ回付決議書」は、納税者が納税の猶予申請を取り下げた旨

（納税の猶予申請のみなし取下げの場合を除く。）を管理運営部門に連絡する場合に使

用する。 

 

２ 調理要領 

⑴ 「納税の猶予申請の取下げ回付決議書（副本）」は、管理運営部門に回付する。 

⑵ 「納付すべき国税等」欄は、帳票作成年月日において納税者が納付すべき国税を表

示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

307010-007 納税の猶予期間延長申請書 

 

【様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307010-007 納税の猶予期間延長申請書 

 

【様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|艶糧壽サI I 
●●,, 

⑮ 
． 

納税の猶予期 間延長申請書 匿
討

税務署艮殿
こI

1!1悦過!Ill法雰46条情1項の規定により以 Fのとおり納税の＂予閉問 9)琶長を11請しよす
拿

,,, ili住に所地 "UI年月 [l 平成 年 月 n 
電枯量It [ ) 撰暑電藝 I I 

i● 
コ 垣 工I

1t J9 名
:i ..... 

名称 "' 
疇●●●● = 
鍾疇皐JIIB 拿：

納 亭賓 悦• 納胃濯 ぷ投 鳩",. ほ蝙悦 樹了佼 漕納迅分費 偏量
ふ

盆
ょ

a い り ,t ~・シ會瓢 ト Ill ’ 19 に↓凸會•I ._. 

の : i 薔
＂ 
干 ぶ
劉

: 霰'"' ← 
長 ＝ 念,,, 榊 忠シ ご・

: 言

ャ州_j． 印！ お"' 

ー乏 に
土

輯
'.Il 

岳~

: l 
ょー’

出 コ 巨―

域 底a-、’．:、： と ＝ 

匡

i き

ヰ ＿て

ゃ

距 磁
匿 」

:n 

納綱金霞Tr・•l "な間受内けにた 中
,. -・― を納付す 梨 ：コ =~ 

ることがでさ s 拿l
ない遅11!

お
曇 硲 --... 
s 

工

柔
今•n ..., 

§ コ
帳 コ

ふ

と 千
匿 工

‘ 、'"" 納It金額 年月。 納tt金鯛 年）in 訥付彙顧
， 

＂ 
苺

公芦妥拓 広 己ビは賃S ト

畜 ヱ i 
平成 91平成 I’l ギ成 円 極 ； 

納 キ9•I 
平成 ＂平成 ＂ギ成 円

&• § 
9ト ロ
画 嶺 g 

平成 円平成 n 平成
＂ ボ

そ．̀, さ z 区+立 ・↑ヨ
平成 ＂平成 ＂平成 円

ロ一 互 峯 囀→風 町・! 
輩長馴慣l 平成 甲 月 日から 平`成 年 II 日よで 月111

出ュ
酎芭iゃs控： 工

＝愕gコ云ヰ
e 三• 土• O 

□有 恒債：It噸9川9纏li.i3 乏出竺 叶 と 士 硲臣むヤ
111,. 

口薫 彎慎できない特"f/)•憤

① 
こ• [':5 ;, 如 ,f-玩 匡 禎 屯 a江記匿 孟字士這 ヨ孟 S心 .l,J

税糧 i
l "'| 

I 添付する呂類襴 I 

芥名~I （電枡雷号 I □匹匹 口叡支の剛•“
ID 伐哩七廿：窮肉条の昌面畏 Iiif:i I 口財＆収女状況● 0 -lfl作悶ほ曇類



 

- 65 - 

改  正  後  改  正  前  

307010-007 納税の猶予期間延長申請書 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

「納税の猶予期間延長申請書」は、通則法第 46条第７項の規定による納税の猶予期

間の延長を申請する場合に使用する。 

 

２ 調理要領 

⑴ この申請書には、次に掲げる書類を添付する。 

  なお、下記イについては、通則法第 46条第２項第１号、第２号又は第５号（同項

第１号若しくは第２号に該当する事実に類する場合に限る。）の規定による納税の猶

予期間の延長を申請する場合において、納税者が提出することが困難であると税務署

長が認めるときは、添付する必要はない。 

イ 「財産目録」（様式 307010-005-1）及び「収支の明細書」（様式 307010-005-2）（猶

予を受けようとする金額が 100万円以下の場合は、これらに代えて「財産収支状況

書」（様式 307010-005-3）） 

ロ 担保を提供する必要がある場合には、担保の提供に関する書類（通基通第 54条

関係参照） 

⑵ 申請者が法人である場合は、「申請者」欄に代表者の住所及び氏名を併せて記載す 

る。 

 ⑶ 「申請年月日」欄は、申請書を提出する日を記載する。 

 ⑷ 「※税務署整理欄」は、下記により処理する。 

イ 「通信日付印」欄は、申請書が郵便又は信書便により提出された場合に、当該郵

便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を記載し、担当者印を押印す

る。 

ロ 「申請書番号」欄は、徴収システムの「猶予申請」画面において申請内容を入力

することにより自動付番される申請書番号を記載する。 

ハ 「処理年月日」欄は、納税の猶予期間延長申請に係る処理が終了した日を記載す

307010-007 納税の猶予期間延長申請書 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

「納税の猶予期間延長申請書」は、通則法第 46条第７項の規定により、納税者が納

税の猶予期間の延長を申請する場合に提出させる。 

 

２ 調理要領 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 申請者が法人である場合は、「申請者」欄に代表者の住所及び氏名を併せて記載さ

せる。 

（新設） 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

る。 

⑸ 「納税の猶予期間延長申請税額」欄は、猶予期間の延長を受けようとする国税の年

度、税目、納期限及び金額を記載し、「備考」欄にその国税の年分、事業年度、課税

期間又は月分を記載する。 

⑹ 「猶予期間内に猶予を受けた金額を納付することができない理由」欄は、納税の猶

予期間内に猶予を受けた国税を納付することができない理由を、具体的に記載する。 

⑺ 「納付計画」欄は、「収支の明細書」の「７ 分割納付年月日及び分割納付金額」

欄の「納付年月日」及び「⑤分割納付金額（①＋②＋③－④）」（猶予を受けようとす

る金額が 100万円以下の場合は、「財産収支状況書」の「４ 分割納付計画」欄の「分

割納付金額」）を転記する。 

⑻ 「延長期間」欄は、延長期間の始期及び終期（納付計画の最終日）並びにその期間

を記載する。 

なお、延長期間の始期は、当初の納税の猶予期間の終期の翌日とする。 

 ⑼ 「担保」欄は、猶予期間の延長を受けるに当たり、新たに担保を提供する必要があ

る場合には「□有」に、新たに担保を提供する必要がない場合は「□無」にチェック

を付ける。 

   なお、新たに担保を提供する必要がない場合は、次のいずれかに該当する場合であ

る。 

  イ 既に担保が提供されている場合 

  ロ 猶予を受ける金額が 100万円以下である場合 

  ハ 猶予を受ける期間が３月以内である場合 

  ニ 担保を提供することができない特別の事情がある場合 

⑽ 「担保財産の詳細又は提供できない特別の事情」欄は、次により記載する。 

イ 担保を提供する必要がある場合は、担保として提供する財産の種類、数量、価額

及び所在等を記載する。 

ロ 担保を提供する必要がない場合において、上記⑼イ、ロ又はハに該当するときは、

「―」を記載し、上記⑼ニに該当するときは、担保を提供することができない特別

の事情を記載する。 

 

⑵ 「猶予期間延長申請税額」欄は、猶予期間の延長を受けようとする国税の年度、税

目、納期限及び金額を記載させる。 

 

⑶ 「納税の猶予の期間延長を受けようとする理由」欄は、納税の猶予期間内に猶予国

税を納付することができない理由を簡記させる。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

⑷ 「担保」欄は、新たに担保提供をしようとする場合は、その担保の種類、数量、価

額及び所在その他担保に関して参考となる事項を、担保を提供することができない特

別の事情がある場合にはその事情を記載させる。 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

（削除） 

 

⑾ この申請書を税理士又は税理士法人が税務代理により作成した場合は、「税理士署

名押印」欄に氏名又は名称を記載し押印する。 

この場合は、税理士法第 30条の規定に基づき税務代理権限証書を提出する必要が

ある。 

⑿ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ この申請書は、該当する場合に限り、担保に関する書類（通基通第 54条関係参照）

を添付させる。 

 （新設） 

 

 

 

⑹ （同左） 
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改  正  後  改  正  前  

307010-007-1 納税の猶予期間延長申請書及び添付書類に関する補正通知決議書 

307010-007-2 納税の猶予期間延長申請書及び添付書類に関する補正通知書 

 

【調理要領】 

「納税の猶予期間延長申請書及び添付書類に関する補正通知決議書」 

１ 目 的 

  「納税の猶予期間延長申請書及び添付書類に関する補正通知決議書」は、次に掲げる

場合において、通則法第 46条の２第７項の規定に基づき、納税者に対して納税の猶予

期間延長申請書又はその添付書類の補正を求めるときに使用する。 

① 納税の猶予期間延長申請書又はその添付書類の記載に不備がある場合 

② 納税の猶予期間延長申請書の添付書類の全部又は一部について提出がない場合 

２ 調理要領 

⑴ 「補正を求める書類」欄には、徴収システムにおける「補正通知書作成」画面で選

択した補正を求める書類の名称（納税の猶予期間延長申請書、財産収支状況書、財産

目録、収支の明細書、担保関係書類）を表示する。 

⑵ 「補正内容」欄には、「補正通知書作成」画面で入力した補正を求める内容を表示

する。 

なお、補正を求める内容は、明確かつ具体的なものとする。 

   (注) 補正を求める事項の件数がこの欄を超える場合は、別紙「補正事項」に補正

を求める書類及び内容が表示される。 

【例】 

 ① 納税の猶予期間延長申請書又はその添付書類の記載に不備がある場合 

補正を求める書類 補正内容 

納税の猶予期間延長申請書 

「猶予期間内に猶予を受けた金額を納付す

ることができない理由」欄が記載されていな

いため、同封した書類の該当欄に記載して提

出してください。 

収支の明細書 「３ 今後の平均的な収入及び支出の見込

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

金額（月額）」欄の記載がされていないため、

同封した書類の該当欄に記載して提出してく

ださい。 

② 納税の猶予期間延長申請書の添付書類の全部又は一部について提出がない場合 

補正を求める書類 補正内容 

財産収支状況書 
申請書に添付して提出する書類であるた

め、提出してください。 

 

「納税の猶予期間延長申請書及び添付書類に関する補正通知書」 

１ 目 的 

「納税の猶予期間延長申請書及び添付書類に関する補正通知書」は、上記により納税

の猶予期間延長申請書又はその添付書類の補正を求める場合において、通則法第 46条

の２第８項の規定によりその旨を納税者に通知するために使用する。 

２ 調理要領 

各欄の記載要領は、上記「納税の猶予期間延長申請書及び添付書類に関する補正通知

決議書」に準ずる。 
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【
様
式
】
 

                         

（
新
設
）

 

                           

納税の猶予期間延長申耕のみなし取下げ通知決謙害 年 月 B 

llf~ぷ務官

年通 II Df求中で次た納の名税が行杓っ，，約間下廷げ役9)絹請ft己"＂‘R由請添にi中ついては、 年 JI U1•t 『納税の貸国f・期悦問延則只法第山m占及灸び添2第f,＂”員に
規関する補if.);11~」により め の 予・翔 虻申 及びその よ類の籍花が期限までにされなかったことから． 辿 4 6 の 9項(IJ

とにより ． 年 月 日付で几 り たものとみなされたため．その廿を納税ギに面知したい

納 仕 ili
（所（£遁）

税 氏名

行 （名称）

納 年 度 悦 g 納珊囚 ＊ 税． 加貸艮 虻阿悦 111 子税 漕納処分 9 蠣 巧・

f•t ＂ 
戸 ‘...し・ょ↓童• Fl 可』•；ーよ曇童· F 

す ！ 

ベ I 

＇ ＇ さ ！ 
g I 

税 i 
干 i 

別紙(/)とぉり

補正がされな

かった事 項

・ら ：『薦納氾分贄 J ●i• 島i"こ彙●I土．二の！t霜•作Aの n 史でのもので・1 | 
|守坦運営か1へmt年）lu |行JlJj運営町1受細 ,1 | 
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（
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|航傭柘品E印等
I管翌運猛祁門整旺鳴l
1年月 U| 9 , 1 

1月 I~ I 

納税の猶予期間延長申請のみなし取下げ通知決議苫 （岳1/本） 年 月 ． 
財B#B官

年 月 nf求寸で次の納項税が行剪った納税の癌予財閲紅艮R請訴については怖正． 年 月 n付「納視の紺予閉税間逗艮m謂書及び栢付書禎に
規11111る情正通知書Iにより めた の T•閉間延げ長m岱書及びなそさの f•”"員の が納期限税よでにさ口れしなかったことから． I国 lliWJ!t笞46条の2第 9項の

だにより 什 月 ui中で欣り下たものとみ れたためその竹を 行に通 よした

納 仕 Jli
税 （所1,地）

氏名

行 （名杵）

納年度 税 H 糾刃l 限 ＊ 悦 加算税 編 滞 悦 !II -{ II! 滞納処分賣 fl 苓

f.t ロ拿遭しt｀章• F 
門噂噌 巳-よ＊曾~ r 

す

ベ

さ

口

税

ヰ

別紙のとおり

llliかiIっがたさ事れ項な

霞島： 「●納鬼分● 1 ●i" 昂；『た彙●ヽ.!.この炊讚•作貞のn 虫でのも 1/Jで ·f . | 
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（
新
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▽ 

千^
t* 
i 

h亀
年 月 ll 

に^， 納税の猶予期間延長［月出のみな し取下げ通知書

"’ 
財務，19惰tT

年 月補 知町•t であなた求（貴吐）納が行った納悦の組予期間逗氏 m 請については 年 月 nf,t「納税の聞干期制税廷氏白請書反び条
沿付序寛類に閲すろ 正通 言」により めた 税の鎧 T・期取間逗長Irmi'，會及びその添 Iよ•t害頚の檜正が期知駅よでにされなかったことから．同 ；；；um；屯46 
IT) 2 ,tAの規定により． 年 Ji n1•rで り下たものとみなされ したので通 しよす

なお、あなた（貸ftlが納付すぺさ国税算Iiド記のとおりです9)で、直らに納付Lてください

納年度 税 El 納闊 m 本 佼 加重税 姑清税 ~I 干税 滞納処分只 Iii 考

付 ＂＇ 
" til, 鸞9サヽ I• .. ＂喰渭とよ... ~ 

す i 

ベ

9. 

国

税

等

別紙のとおり

舶正がされな

か っ た 事項

鑽.,''轟納迅分費l囀：一鴫；fた＊鬱t:..こ，，，疇麺書仔戌のU事でのしダ）です．

） | 連絡先 （ 認
△ 
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改  正  後  改  正  前  

307010-007-3 納税の猶予期間延長申請のみなし取下げ通知決議書 

307010-007-4 納税の猶予期間延長申請のみなし取下げ通知決議書（副本） 

307010-007-5 納税の猶予期間延長申請のみなし取下げ通知書 

 

【調理要領】 

「納税の猶予期間延長申請のみなし取下げ通知決議書」 

１ 目 的 

  「納税の猶予期間延長申請のみなし取下げ通知決議書」は、通則法第 46条の２第９

項の規定により、納税の猶予期間延長申請を取り下げたものとみなされた場合に使用す

る。 

２ 調理要領 

⑴ 「納税の猶予期間延長申請のみなし取下げ通知決議書（副本）」は、管理運営部門

に回付する。 

⑵ 「納付すべき国税等」欄は、帳票作成年月日において納税者が納付すべき国税を表

示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

⑶ 「補正がされなかった事項」欄は「別紙のとおり」と表示されるため、徴収システ

ムの様式ファイルダウンロードからダウンロードした「補正がされなかった事項（別

紙）」（事前に送付した「納税の猶予期間延長申請書及び添付書類に関する補正通知書」

により補正を求めた事項のうち）に補正がされなかった事項を記載して添付する。 

 

「納税の猶予期間延長申請のみなし取下げ通知書」 

１ 目 的 

  「納税の猶予期間延長申請のみなし取下げ通知書」は、通則法第 46条の２第９項の

規定により、納税の猶予期間延長申請を取り下げたものとみなされた旨を納税者に通知

するために使用する。 

２ 調理要領 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

各欄の記載要領は、上記「納税の猶予期間延長申請のみなし取下げ通知決議書」に準

ずる。 
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納税の猶予期間延長申請の取下げ回付決謡書
年 ll n 

財務出務t

年月 日付で次の．，Itがtr.,た納役の射干閉間延艮●請についてI:!. 年月 日付で納税ドにより駁り fげられたため、貸咤蘊

営郎門にその旨を遠絡 しfL..

納仕所

税 （氏所IF.名I患）

名 （名杵）

納年度 税 H 納 nl 限 本 投 加 n /l1. “ilf 税 111 /・税 清納処分負 纏 衿

f,t ,~ エ慮●9 Aし＊＂ ＂ Fl鳴胄：よ●會● 佑

1 
l・

ペ

き

国

税

写

編毒： （襴納患分． ．に掲，fた壷●は この決訊骨n絨のnJ:でP も9)でャ＿ | 
|胃翌述暉1"lへ印・t年月 "I Immm虹叫 | 
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に閂 | l肝管月旺U運l営祁門整理Ill

闘日

納税の猶予期間延長申請の取下げ回付決議書（副本）
t,: n A 

財務年惰t

年月 HItで次の者が行った納税のil・fl日間緬長巾請についてI!、 年月 H付で納税行により応り 9げられ 9した．

納仕ポ

税 （所在1日）

氏名
名（名11')

納年積 佼 H 納”’以 卒 税 m R 税 編 漕 役 利（税 滑納処分賃 纏 考

付 t 肇囀ー贔る＊• F 
＇ヨ

嘔漕9』↓●● F 

す

ベ

き

国

税

笞

胄言： r驀納氾分會 ●；ー鼻ifた彙蝙1:1、-9)次●●作繊の＂主での1.,のです I 
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改  正  後  改  正  前  

307010-007-6 納税の猶予期間延長申請の取下げ回付決議書 

307010-007-7 納税の猶予期間延長申請の取下げ回付決議書（副本） 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

  「納税の猶予期間延長申請の取下げ回付決議書」は、納税者が納税の猶予期間延長申

請を取り下げた旨（納税の猶予期間延長申請のみなし取下げを除く。）を管理運営部門

に連絡する場合に使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 「納税の猶予期間延長申請の取下げ回付決議書（副本）」は、管理運営部門に回付

する。 

⑵ 「納付すべき国税等」欄は、帳票作成年月日において納税者が納付すべき国税を表

示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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| I 

納税 の 猫 予許可決魂苫 年 n A 

財務＊務訂

I, n n1中で納税の択T・旧謂があった次の行のm税笞について 下記のとお り芥 u「し そのr『を納税ぶこ通知したいず

納 il．所

積• f秤 /,JI!)

ll. 名

行 （名It,)

11! 年瓜 税 B 納 期 汲 本 良 加算税 “、濡佼 利 1・ 投 濡納氾ク）費 偏 考

・ i 闘●Lよ●働● ・ ＂ 纏： L~ 着量● ● 

T* ： 
！ 

役 ! 

： 
霞

l 

| ：鯛[• 

年月 □ 金 額 年月 n 金 顎
噌’ r•II E 金 IR 年月 n 金 蒙

糟 干 期 間 年月 Rから 年月 nまで 月間

該当条項 l'i税通Ill注第46条 第項 巧 g ( 8ICばする事m |担 保 I

●囀 謄馴灼サ賣J●i” 鼻げた鍮●は 二の食綱書作貞のHえでのもので十．

| | 
|守JII!遅付郭門へ同f・t年nu| In運営郎門そ如91

納税の 猶 予許可決議書 h 月 R 

,p 仕ポ

（所/fl
•’’ 氏名

行 （名杵）

癌 年度 税 r 納刈 凩 ぷ 税 加算税 溢濡税 利 （ 税 滞納処分行 Ill 肯

" i I 11 •に』；枷●疇 月 碍 ...』羞．． ＂

i 
"(・ 

！ 

税
！ 
l 

開
l 
i 

納付計幽

年月 E 金 欝l 年月日 金 額 年月日 金 額 ＂月 n 金 額

’’ 

!II T・ I~ ml り. J) Aから 年月 nまで n関

は当条項 I~税通J!l!L 第 4 6条 第項 m g （ 乃に碩するポaII祖 保 1

蠣 彎； r疇納綱分If 漕l•II,f ト童•u この表．．Jt成naまで#lt’””・
| | 

|管哩遍賞潤l"1へ[n[吋 月□I |腎J!I!遍営祁門受如1|
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三
納税の猶予許可決議占（副本）

年月 A

財務tB1T

uuT̀  “の糟了f1 9/9があった次の名のI~ 柑、 について下皇のト上｀り " に泊知 しtした"

月

麟

蝙＊ ： ●”虹分●1囀9●●9fr..は．この●識●9鐵の99虚マのものでヤ．

連絡入 ( ヨ
話

但
屯

納税の猶予許可決議書（副本） 年 月 1J

印庄所

請 （所＃）

氏名
F （名I',)

蟻 年 度 税 g 納剛隕 ＊ 税 加軍視 延滞税 !I 7 税 滞納処分費 t言 巧

＂ ： ’’ 畢 ＇曇 •II 嗣 ・ll；よ曇... 鋼

千•
I 
i 

役
l 
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韻
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納年月 [l 金 額 年月 I] 金 額 年月 日 ；； 額 年月 n 食 籟

付

it 

"i 

聾 f・聞閥 T 月 nから 年月 nとで 片贋］

u、i粂項囚税遍u,I江雰46条 ”項 笠け( .,に類する事m)|担 {ぇ|

| 
遵絡$¥. ( 

電話
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▽ 

皐〒
あなた 9胄 U)が，ーダ＞納艮り） l'I'f序可 I"ついて下駁があるとさ u,

こ 99疇•←受 ‘ "1 日の翌 UJ， ．ら gJI し て 2nun ：と ． に”する鼻鴫申立て
J-111 段 F囚冨糟序畏 1~ 計する冨 lJ.. II 戌 レの＼ 9 ずれかを璽駅する二 K ができ文す

長HI先
●たli 言亀国投畜＂官
t‘“· この比分；えりする行攣高巳の蜀1:n日•9• る事項;.？....,いて il ．裏爾をご覧くださ

" 
納税 の 猶 予許可通知苔

, r 月 n 

＂ 名． 

財積＊内1'r

年 月 1:1 付で納税の柑千申神があったあなた（白 M:) の国税峠i・ついて、別紙の「処分還m 」 1• より｀申誼に係る日佼埠X IiJり期の 祁を

凶 r会.(,下3R’のJf'rト,お1こ紬IJ;i3ャu .i.、たか直： らJ：囚お9'兄)洒',Jかulり fiし叫、て•:9’ 心 I}.) A 9以圧.:..よ¥―i’L血 しl.,よヽ そヽ・ださし、

11111~;ビ C L ・ 'ti I 1 1~ ':tc ・マ-J o ..1 1- • 
＇ 

• • lさ I~ , . 閉が短際さ分 7 ことがあり主す

賽 年度 税 日 納闘隕 本 税 /JJ 算 税 廷漕税 利 了 佼 怖納処分費 伍l 折
a I ， ド戌置よふ＊・ ト 呵，．，よふ書~ ド

了・ i 

l 
投 i 

額
I 
！ 

I! 長

年月" 金 額 年月 H 金 額 年月 H 金 額 年月 H 企： 郎
,. 

← 卜

絹 予期 1111 年 JI nから 年月 日tで 月間
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改  正  後  改  正  前  

307010-010 納税の猶予許可決議書 

307010-011 納税の猶予許可決議書（副本） 

307010-012 納税の猶予許可通知書（教示文あり） 

307010-013 納税の猶予許可通知書（教示文なし） 

 

【調理要領】 

「納税の猶予許可決議書」 

１ （省略） 

２ 調理要領 

⑴・⑵ （省略） 

⑶ 「分割納付すべき金額及びその納付期限」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面

で入力した分割納付計画を表示する。 

なお、分割納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付

する。 

⑷ 「猶予期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した猶予期間を表示す

る。 

⑸ （省略） 

⑹ 提供されている担保があるときは、「担保」欄に「別紙財産目録のとおり」と表示

されるため、「財産目録（別紙）」に担保財産又は保証人の内容を記載して添付する。 

⑺ 一部許可（猶予通達 38⑴の注書き）を行う場合は、定型文言が以下のとおり表示さ

れるため、「処分理由（別紙）」を添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

307010-010 納税の猶予許可決議書 

307010-011 納税の猶予許可決議書（副本） 

307010-012 納税の猶予許可通知書（教示文あり） 

307010-013 納税の猶予許可通知書（教示文なし） 

 

【調理要領】 

「納税の猶予許可決議書」 

１ （省略） 

２ 調理要領 

⑴・⑵ （同左） 

⑶ 「納付計画」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した納付計画を表示す 

る。 

なお、納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付する。 

 

⑷ 「猶予期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した猶予する（猶予を

受けようとする）期間を表示する。 

⑸ （同左） 

⑹ この帳票には、「財産目録」を添付する。 

 

⑺ 一部許可を行う場合における処分理由については、定型文が以下のとおり表示され

るため、その後に「ただし、別紙『処分理由』により、猶予申請に係る国税のうち一

部の国税については納税の猶予を許可できません。」と附記し、別紙を添付する。 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日付で納税の猶予申請があった次の者の国税等について、別

紙の「処分理由」により、申請に係る国税等又は期間の一部を除き下記のとおり

許可し、その旨を納税者に通知したい。 

  年  月  日付で納税の猶予申請があったあなた（貴社）の国税につ

いては下記のとおり許可しましたから、国税通則法第 47条第１項の規定により

通知します。 

--- - - - -
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改  正  後  改  正  前  

「納税の猶予許可通知書」 

１ （省略） 

２ 調理要領 

⑴ 一部許可を行う場合は、「処分理由（別紙）」を添付する。 

⑵ 他の各欄の記載要領は、上記「納税の猶予許可決議書」に準ずる。 

⑶ 裏面には、「猶予の取消し等に関する注意喚起文」（様式 307010-113）が表示される

（行手法第 35条第２項）。 

   なお、一部許可を行う場合には、表面に行審法第 57条の規定による教示が表示さ

れ、裏面に「不服申立て又は取消しの訴えの提起に関するお知らせ」及び注意喚起文

が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「納税の猶予許可通知書」 

１ （同左） 

２ 調理要領 

（新設） 

⑴ 各欄の記載要領は、上記「納税の猶予許可決議書」に準ずる。 

⑵ 「納税の猶予許可通知書」は、裏面に「不服申立て又は取消しの訴えの提起に関す

るお知らせ」が表示される。 

  ただし、「納税の猶予申請書」のとおりに許可する場合には、「納税の猶予許可通知

書」に表示する行審法第 57条による教示と「不服申立て又は取消しの訴えの提起に

関するお知らせ」添付は不要である。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-014 納税の猶予許可通知決議書（保証人等用） 

307010-015 納税の猶予許可通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

「納税の猶予許可通知決議書（保証人等用）」 

１ 目 的 

  「納税の猶予許可通知決議書（保証人等用）」は、通則法第 46条第２項又は同条第３

項の規定により納税の猶予を許可する場合において、提供されている担保が第三者の所

有財産（保証人による保証の場合を含む。）であるときに使用する。 

２ 調理要領 

 ⑴ 定型文言中の日付は、猶予の申請日を表示する。 

   なお、猶予の申請日と担保の提供を受けた日が異なる場合は、手書きにより、担保

の提供を受けた日に訂正する。 

 

⑵ （省略） 

⑶ 「分割納付すべき金額及びその納付期限」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面

で入力した分割納付計画を表示する。 

なお、分割納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付

する。 

⑷ 「猶予期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した猶予期間を表示す

る。 

⑸ （省略） 

⑹ 「担保」欄は、「別紙財産目録のとおり」と表示されるため、「財産目録（別紙）」

を添付する。 

  

「納税の猶予許可通知書（保証人等用）」 

１ 目 的 

「納税の猶予許可通知書（保証人等用）」は、上記の場合において、納税の猶予を許

307010-014 納税の猶予許可通知決議書（保証人等用） 

307010-015 納税の猶予許可通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

 （新設） 

１ 目 的 

  「納税の猶予許可通知書（保証人等用）」は、通則法第 46条第２項又は同条第３項の

規定により、納税の猶予を許可する場合に、保証人及び担保財産の権利者に通知する場

合に作成する。 

２ 調理要領 

 ⑴ 「処分理由」欄は、「平成○年○月○日付であなたが担保提供又は（連帯して）納

税保証され、下記納税者から納税の猶予の申請があった国税については、下記のとお

り許可しましたので通知します。」と表示する。 

   なお、文言中の年月日は、先行の猶予申請の申請年月日を表示する。 

⑵ （同左） 

 ⑶ 「納付計画」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した納付計画を表示す

る。 

 

 

⑷ 「猶予期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した猶予する（猶予を

受けようとする）期間を表示する。 

⑸ （同左） 

⑹ この帳票には、「財産目録」を添付する。 

 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

可した旨を担保財産の所有者である第三者又は保証人に通知するために使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 「住所（所在地）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又

は保証人の住所又は所在地を表示する。 

⑵ 「氏名（名称）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又は

保証人の氏名又は名称を表示する。 

⑶ 他の各欄の記載要領は、上記「納税の猶予許可通知決議書（保証人等用）」に準ず

る。 
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射 年度 役 H 納閉 以 ＊ 税 加算役 祉滞税 ·11l ，• 投 清納処分費 II ち•

＇ 
,.戴鶉，よ贔董"' 『 刀遣 F̀ヽ暑遍＂ 「

T・

巾

＇ 
芯

税

裏i

イ＜

汗―---•一•—--------•----•-•—-----•------•--—---•----------•--------------------•--—------••• ••一—--•------------•--------•-
• I -•- -••-• ... - ...... •一一．．．．．．．ー•ー・ー•-·-·一・～・—•一••-....--•ー・・-·-·一ー・～ •-·····-······．．．．-···-····-·-··-·-·一ー・—•一•...．．“-•一ー・-··-·---•←

覗 ．．一 —•一• ----•一•---•-- --•—---------•一•-----•-----ー--------・ •-----•---•--------•一· •一ー·-------•-----• 
山

鍮芍 ：1識納鬼勺・ •r嶋げた侵● l2..:. ，，良綱書ff!.t:nn史でのし，，です | 
I廿踵遂忙罰l"I迫叫lu| 1"述和証1受鎖日J | 

納税の猶予不許 可決諮書 り 月 「I

申住所
(,行任）

謂 氏名

言 （名裕）

|；年度

悦 II 納 1111 限 本 桟 加算佼 編滑税 ふl （税 滞納処分9l 編 巧
胃 門•鶴，：』 L量•尼 F'1..亀.:H•■ l'I 

, 
予

m 
！ 

i# I 

税 ！ 

額 i 
ィ
汗―-•- -• - -•- •一••-•一•一·-----•一•一•--• -----• --........--••• ••一•--•一• -• -- -•----- •一•一

•f -- ---- 一·ビ••一ヨ●●●--------------------- " .... -- 一・ -•• ⇔—•一-----------·-·----·-· -"・ ．．．．．． ・-一 -- ......ヨ

鰻 ．ー•-•一ー--------------•一•------••一•--•一•一•一 --•一
由

曇巧 ：『層珀鴫分• 1111ヽ1Clrた仇鯛(!,.:の決綱書tl'tiltのnJ!でのt,nでヤ→ | 
|守遅遂竹郎門へ日付年nuI |m痙運m匂 l受如,1 I I 
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（
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本
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ピ罐認官印1| m作/lmHlmJlll"I”J!I!f11| l 

開日

納税の猶予不許可決識苦 （副木） 年 月 B 

J1j窮't<l,¥1T

年 月 II付で納税の柑いのm隋があった次の項のm柑切について1--t ド記のとおり納税の州＋をイ3芥 "1とし +(l)Hを枯税者に通知しtした

納 II、 所

税 （所在地）

氏名

" （名衿l

猶年度税 H 納刃瓜本 税 加鉢悦延滞税 111-f 悦清納処分負 禰 巧

T・ 鳥 ，． I 馳 ●鴨：J 贔奮● ド

i 
中 I i I 

噴． ， ， 

！ 
税 i， 

Iii i I 

イ＜

汗

•I..-•一•- -•一•" ＂＂＂.... -...---••.. ．＂.....―"．．ー・＿＿．．．．．＂”．＂”

遅．．··-··•-·············．．．...........•... -●●●●●● ●●ー・・・一．．．．．． ー・----•··············•···-·······•一•一•-•ー・—...．．．．．．．．...．．．．-•••—●● ●● --•ー ・ー•一．．．．．．．．．．． ．ー・←

III 

•”:Imm兄勺賣 ■l-1111げた“̀ 2 こ”"”nnt.で叫がで L | 
速絡ll. ( m 屯砧 ） 

「＇謡1||rm””" 確か印 i'f-JI HI 

日日

巾 住 I所
油 （所／←l

氏名
8 （名称）

納税の猶予不許可決議蓄（副本） 年 月 B 

f 年度 税 H 納期 I~ 4' 税 加＂税延溝税利＋税漕納処分負 11 与

ヨ’＇： 't1•• Iも●● IS

州T・ ' ' 

,μ ． i 

請

税

顧 ；
不

訂

可--一.-- - - ---- - - --- ----- ---- - - -- -- - ----.. --- -- - -

J'I! ..．．．ー・ •一．．．．．．...・--•-...．．．--•ー・←••一•--．．．．．．．．-.．．．......―.........．ー••••.....・―•一• -•一•••...- --•一ー•一．．．．．．．．．．．..........•←・...............ーー•••-......--•-．．...-•-•ー・—

出

" r"IJI迅勺賣 ●に鼻心盪鯛は こ＂た11•匹ml tでのも0でャ． I 
連絡先 ( m 電~ ) 
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▽ 

韮〒
あなた (JIIl19919 :.u}納硯のmFFF可I―ついて下駅があるとき9よ':.の鴫細を

受i9た日ll)}ZI』からと算して2A以内:-, 1-qする具扇中立て
tm畏T-閏召＂阿 Iiこ鯖する冨6窪北レのいずれ力 を選択吋る二とができ土→

閃•漬．
またI'!-, 目鳥国良畜糟官
とお，このそ分L-ff f" る行鍼耐匠m関心―閏 rる事•:111- ついて □ 裏面をご覧くださ

"・ 
．． 年 月 R 

｀賽
納 税の狛予不許可通知害

財務事1llt・

第47条第T2項の)規i定によniI寸)で涵納知税しのま盪す 1‘"口訊があったあな た（貴吐）の旧税苓については 卜記の遵円により f'fPfしないこととしたため 因税禎則法

猶り・度 伐 H 納閉隕 ＊ 悦 加算税 廷嘩伐 (|l 千況 漕納処分費 嶋 与

予

，.． i 

巾

請

桟

額

4ヽ
m •一-·-·•一"”" ～ ----•••-•ロ・-··一-·--··-·-··-··-----··-·-·---•一•一ー·”~””ー・ー·ー・"_ _.....-＂～ー-

可 •一• -•一▲~~ •一ー·▲▲← ▲~~ ▲▲ --•• ▲← •• -• ← •—• -• -•—••~ --•••..••• ~-- - •••- -•····-·············・~―▲―•~·.―●←.-▲•一●-●-●-▲―▲-▲ •·.——~-~•• ←▲~~一―●

週．．一．．．．．••--•- -•••••一•一 9999•-- -•••• ．．．~ー ・骨●●十•+—·9 9-•, ．十•• ••• - .....-• ●●→ 一， ．．＿．．＂ー••··- ．鴫•~→ •~ •~ ---•.,.. '”9- -•9,.. .. ＂ - ．』-• •~ ” ,.... ＂"' '●. •-· •-· ・-・・・ - ．.. .. ,,, 
帽＊ 漕綱饂勺會 ●1こ闘げた會●は この通鯰●作東nu直でのしのでヤ | 

連絡先 ( 註 |訥悦 •I 第 日
△ 

▽ 

i 
あなた（●社）が．この納悦の8T1寸釘可rついて下Ill:があるとさ lJ

.:.の遍緬を畳Itた1"’)翌IIからe算して2,U}りに 1:.計する員鵬＊立て

とm覗r"冨精柑艮↓―討-t・る冨“鱗ぶトのいずれカ・ん霞訳するこ卜ができ烹す
羹99』火
上た92, 言憾円侵畜綱冑
なお .:..nl,',i'I" ii 1-~”"責耐此＂羹にド膚 I る事項r ついて 1よ ．iiiをご覧くださ

ザ )I n 

納税の猶子不許可通知書

r税迅i剛年社零 4J7I 条_事__n 2f項,Jでり）納規役定のに州．t千nのiiII申知請しが七あすっ． たあなた （貸叶）の国併 ・地方｝l'l野税について仕 下盆の□nI:.t')n '"I!~ t:-t!ん＾

|：の 年度

税 g 納期国 4. 税 加軍税 延清税 ~I 干悦 濡納処分費

“ 
巧

'' ， 内峯•こよる I.· r• 

窮

り

請

税

印

イこ

許 ―― ―•-•一••一一ー·-----•一•---•一•--------·―----

可 ．．．.... --·-··--·-•一•-•---··----·····-·-·---·····-·一0 い・--------···-·—·--·-••で—---··一”_....···--•-•一•一--····--·········- --·—·· ••-··一•-•-····•一-·-······- - --·-．．．．．-•一-い••—··

剋 ＿ •一•ー•一•一ー·---·····．．．．ー•一•-•一•- •一••-•--•• ●-····--一•一ー...••一• -• --•- ••一• -• --•一•••一•··--····一•- •一•一• -•一．．．．．． ．．． ••一•-·--●●●●●—●●●●
巾

.,: 澤嗣紀分賣．・r鳥 9た金鯛；.!,この●臼富作パの日までのものです．

連絡先 ( 話 |.,..骨l 晒 •I 

△ 
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改  正  後  改  正  前  

307010-021 納税の猶予不許可決議書 

307010-022 納税の猶予不許可決議書（副本） 

307010-023 納税の猶予不許可通知書 

 

【調理要領】 

「納税の猶予不許可決議書」 

１ 目 的 

  「納税の猶予不許可決議書」は、通則法第 46条第２項又は第３項の規定により納税

の猶予を不許可とする場合に使用する。 

２ 調理要領 

⑴ （省略） 

⑵ 「猶予申請税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」画面で 

選択した国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

⑶ 「不許可理由」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した納税の猶予を不 

許可とする理由を表示する。 

なお、納税の猶予の不許可の理由については、明確かつ具体的に入力する。 

 

 

 

 

「納税の猶予不許可通知書」 

１ 目 的 

  「納税の猶予不許可通知書」は、上記により納税の猶予を不許可とした場合において、

通則法第 47条第２項の規定によりその旨を納税者に通知するために使用する。 

２ 調理要領 

（削除） 

307010-021 納税の猶予不許可決議書 

307010-022 納税の猶予不許可決議書（副本） 

307010-023 納税の猶予不許可通知書 

 

【調理要領】 

「納税の猶予不許可決議書」 

１ 目 的 

  「納税の猶予不許可決議書」は、納税の猶予申請を不許可とする場合に作成する。 

 

２ 調理要領 

⑴ （同左） 

⑵ この帳票は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付する。 

 

 

 

⑶ 定型文言については、以下のとおり記載し、「不許可理由」欄に不許可とした理由

を明確かつ具体的に記載する。 

 

 

 

 

 

「納税の猶予不許可通知書」 

１ 目 的 

  「納税の猶予不許可通知書」は、上記により納税の猶予申請を不許可とした場合に、

通則法第 47条第２項の規定によりその旨を納税者に通知するために作成する。 

２ 調理要領 

⑴ 「処分理由」欄の年月日は、先行の猶予申請決議の申請年月日を表示する。 

  年  月  日付で納税の猶予の申請があったあなた（貴社）の国税につ

いては、下記の理由により許可できません。 

国税通則法第 47条第２項の規定により通知します。 
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改  正  後  改  正  前  

⑴ （省略） 

⑵ 表面には行審法第 57条の規定による教示が表示され、裏面には「不服申立て又は 

取消しの訴えの提起に関するお知らせ」が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ （同左） 

⑶ 「納税の猶予不許可通知書」は、裏面に「不服申立て又は取消しの訴えの提起に関 

するお知らせ」が印字される。 
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約税の猶予不許可通知決議苦
り Jl n 

財務事務t

年 月 n付であなた (R社）がm＿保岱供又は (i亨搭して）納税保征され 下記の納税宕から納税の招T・のm精があった！可税笞については
下記のとお •) ^,;•『 '’l と 9...'} ヒ し r.:..V.J L頂U力Iし-,:;・-t 

納 i1 所

税 （が在地

U; 名＂ （名杵）

n年度 投 H 納閉国 ＊ 柑． 屑 n 税 編滞投． 利 子 悦 漕納俎分費 蝙 巧

" I ！ 
,...澪よ＊●“ 艮l 門壇●よ...“ 艮

f• 

i 
ぃ l 
謂 I 

i 
税

i 
葛 l 
イ

許

•r .-•-•--”... -•-•••• ••• ・ー・-•-•-• --•..........一―················-···············-·····--·•一••-····················-

鰻； ー•一一ー- - --•一•
由

雷 '~ :『膚納鵡分● l ●1· ,1111r t:. 1!● は ：の決綱●『直のntでのもので', | 

納税の猶予不許可通知決議む
年 月 u 

納 It 所

税 償j在）

氏名
名（名!<)

|：9) 年 度

f~、 目 納期隕 本 税 潤算悦 廷滞授 ~I 7- 税 滞納処分胃 儒 景

！ 
. "よ●●● ●●9ー.●●

！ 
沼

！ 
了・

i 巾

19 
i 

税 ト― 」i ト―

額

ィ<
守 ~．．．．．． -..．．..．．-- --.. - - -. ... 

nr .-•一゜”●●•一•-·-·--•—•一．． ．．．----···-—••ー・.. ··•··•···----·-·•—· - —· •• --•~• •·· -.. -·ー•- •_...,... -．響囀 •・・噸 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 _． .. ’’ 

歴．．――------•-•---•-·--
m 

●号 ： 膚納紀分● J 圃9 • 島 l "セ伍鯛i .: 厨.:.の次讀書作貞9) II 直 での l9yです ． | 

In述公町1へ同付年月 El lw縄ll!,<町 1交笥印1 I ， 
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▽ 

|膏• X ． T 

r I I ロ
氏名

納税の猶予 不許可通知苦.. 
財務ギ務t

.’'のと年 、 月
日付であなた（自吐）が托保提供又は（速存して）納税保紅され、 t記の納税6から納税の州チの中請があった国税芍について1t.

納 It,斤

役 （所／1印l

氏 名
i・ （名；；）

獨年 度 悦 B 納期悶 4; 税 加算悦 蘊溝校 利 子 税 粛納処分R 侃 号
~ 門拿憎によ贔ヽ ● 円

1・ 

巾

＂ 
I 

税

額

不
許 ●ー・一．．．．．．．．．ー．．．．．．．．....ー・ー・.......．．．．ー・・...．．．．-•ー・..........・..................... ........................．ー・—..... ...-•... - ．．．...．．．．ー．．．―．．．...- ..—•ー・ー・ー・........

可•-—---—~•-·----•----•―--·-··--···-·--•-•-•一ロ

開 ．一•一•一ー--ー・—------―――-------------------------•—-· •一
巾

冑可 層納魁分冑纏1-11!,dt-倫量『J,、り）逼冒●作Anu.tでのものです

l I 連絡先 （ 訟

▽ 

,＂： ［ I' 

年 月 u 

納税 0)猶予不許 可通知杏

納住所

税 （所在）

氏 名
g. （名祢）

［ 年 度

税 目 納閉 1l! ^ 税 加 n 柑． 紅 II! 税 利千投 111/i処分口 債 膏
柘 i → II'●こょ↓會糟 ャl

i 
l 

T・ 

中

閉

税

額

ポ

許•一-·-·-・----·-----•一•••--·-·--··-----···-

可 ー一•一••• ---·-·-·一ー•-----・ •一 •••一•---・ •--•一•--•ー・ー•一•一ー•一· •••一•--•- •一•←—

糧．＿-·一•一••• -·-·--••----····----··-・ー ・ー・-・・--・-・-．．---・・・＂・ー・--・・・・・・-・・・----・・・・・-
lil 
緬膏： ii納迅{). .....畠げた奄鵬I! この●鱈量ト成./)nよでのものです

連絡先 はi ） △ 
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改  正  後  改  正  前  

307010-024 納税の猶予不許可通知決議書（保証人等用） 

307010-025 納税の猶予不許可通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

「納税の猶予不許可通知決議書（保証人等用）」 

１ 目 的 

  「納税の猶予不許可通知決議書（保証人等用）」は、通則法第 46条第２項又は第３項

の規定による納税の猶予を不許可とする場合において、提供されている担保が第三者の

所有財産（保証人による保証の場合を含む。）であるときに使用する。 

２ 調理要領 

 ⑴ 定型文言中の日付は、猶予の申請日を表示する。 

   なお、猶予の申請日と担保の提供を受けた日が異なる場合は、手書きにより、担保

の提供を受けた日に訂正する。 

（削除） 

 

⑵ 「猶予申請税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」画面で

選択した国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

 ⑶ 「不許可理由」欄は、手書きにより斜線を引く。 

 （削除） 

 

「納税の猶予不許可通知書（保証人等用）」 

１ 目 的 

  「納税の猶予不許可通知書（保証人等用）」は、上記の場合において、納税の猶予を

不許可とした旨を担保財産の所有者である第三者又は保証人に通知するために使用す

る。 

２ 調理要領 

307010-024 納税の猶予不許可通知決議書（保証人等用） 

307010-025 納税の猶予不許可通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

 （新設） 

１ 目 的 

  「納税の猶予不許可通知書（保証人等用）」は、提供された担保が第三者の所有財産

（保証人による保証の場合を含む。）である場合に、納税の猶予申請を不許可とする旨

を当該第三者又は保証人に通知するために使用する。 

２ 調理要領 

 （新設） 

 

 

⑴ 「送付先」欄は、保証人の氏名（名称）及び住所（所在地）又は担保財産の所有者

である第三者の氏名（名称）及び住所（所在地）を表示する。 

 （新設） 

 

 

 

⑵ 「不許可理由」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した理由を表示する。 

⑶ この帳票は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付する。 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

⑴ 「住所（所在地）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又

は保証人の住所又は所在地を表示する。 

⑵ 「氏名（名称）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又は

保証人の氏名又は名称を表示する。 

⑶ 他の各欄の記載要領は、上記「納税の猶予不許可通知決議書（保証人等用）」に準

ずる。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-031 納税の猶予取消決議書 

307010-032 納税の猶予取消決議書（副本） 

307010-033 納税の猶予取消通知書 

 

【調理要領】 

「納税の猶予取消決議書」 

１ （省略） 

２ 調理要領 

⑴ （省略） 

（削除） 

⑵ 「猶予取消税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」画面で 

選択した国税を表示する。 

   なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

 ⑶ 「該当条項」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で選択した適用条項を表示す

る。 

 ⑷ 「取消理由」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した納税の猶予の取消

しの理由を表示する。  

   なお、納税の猶予の取消しの理由は、明確かつ具体的に入力する。 

  

 

 

 

 

「納税の猶予取消通知書」 

１ 目 的 

  「納税の猶予取消通知書」は、上記により納税の猶予を取り消した場合において、通

則法第 49条第３項の規定によりその旨を納税者に通知するために使用する。 

307010-031 納税の猶予取消決議書 

307010-032 納税の猶予取消決議書（副本） 

307010-033 納税の猶予取消通知書 

 

【調理要領】 

「納税の猶予取消決議書」 

１ （同左） 

２ 調理要領 

⑴ （省略） 

⑵ 「処分理由」欄の年月日は、先行の猶予許可の決議年月日を表示する。 

⑶ この帳票は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付する。 

  

 

 

 （新設） 

 

⑷ 定型文言については、以下のとおり記載し、「取消理由」欄に取消しとした理由を

明確かつ具体的に記載する。 

 

 

 

 

 

 

「納税の猶予取消通知書」 

１ 目 的 

  「納税の猶予取消通知書」は、上記により納税の猶予を取り消した場合に、通則法第

49条第３項の規定によりその旨を納税者に通知する場合に作成する。 

  年  月  日付で納税の猶予を許可しましたあなた（貴社）の国税につ

いては、下記のとおり納税の猶予を取り消しましたから直ちに納付してくださ

い。 

国税通則法第 49条第３項の規定により通知します。 
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２ 調理要領 

⑴ （省略） 

⑵ 表面には行審法第 57条の規定による教示が表示され、裏面には「不服申立て又は 

取消しの訴えの提起に関するお知らせ」が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 調理要領 

 ⑴ （同左） 

⑵ 納税者に対する「納税の猶予取消通知書」は、裏面に「不服申立て又は取消しの訴 

えの提起に関するお知らせ」が印字される。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-034 納税の猶予取消通知決議書（保証人等用） 

307010-035 納税の猶予取消通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

「納税の猶予取消通知決議書（保証人等用）」 

１ 目 的 

  「納税の猶予取消通知決議書（保証人等用）」は、通則法第 49条第１項各号の規定に

より納税の猶予を取り消す場合において、提供されている担保が第三者の所有財産（保

証人による保証の場合を含む。）であるときに使用する。 

２ 調理要領 

 （削除） 

 

⑴ 定型文言中の日付は、猶予の申請日を表示する。 

   なお、猶予の申請日と担保の提供を受けた日が異なる場合は、手書きにより、担保

の提供を受けた日に訂正する。 

⑵ 「猶予取消税額」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で選択した国税を表示す

る。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

⑶ 「該当条項」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で選択した適用条項を表示す

る。 

⑷ 「取消理由」欄は、手書きにより斜線を引く。 

 

 

「納税の猶予取消通知書（保証人等用）」 

１ 目 的 

「納税の猶予取消通知書（保証人等用）」は、上記の場合において、納税の猶予を取

り消した旨を担保財産の所有者である第三者又は保証人に通知するために使用する。 

307010-034 納税の猶予取消通知決議書（保証人等用） 

307010-035 納税の猶予取消通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

 （新設） 

１ 目 的 

  「納税の猶予取消通知書（保証人等用）」は、提供された担保が第三者の所有財産（保

証人による保証の場合を含む。）である場合に、納税の猶予を取り消す旨を当該第三者

又は保証人に対して通知するために使用する。 

２ 調理要領 

 ⑴ 「送付先」欄は、徴収システムにおける保証人の氏名（名称）及び住所（所在地）、

又は担保財産の所有者である第三者の氏名（名称）及び住所（所在地）を表示する。 

（新設） 

 

 

⑵ 「納税の猶予取消税額」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で選択した国税を

表示する。 

   なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

 ⑶ 「当該条項」欄は、通則法第 49 条第１項第１号から同項第４号までのいずれかを

表示する。 

 ⑷ 「取消理由」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した理由を表示する。 

   例：納付不履行への再三の催告にもかかわらず、納付がないため。 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

２ 調理要領 

⑴ 「住所（所在地）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又

は保証人の住所又は所在地を表示する。 

⑵ 「氏名（名称）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又は

保証人の氏名又は名称を表示する。 

⑶ 他の各欄の記載要領は、上記「納税の猶予取消通知決議書（保証人等用）」に準ず

る。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-041 納税の猶予期間延長許可決議書 

307010-042 納税の猶予期間延長許可決議書（副本） 

307010-043 納税の猶予期間延長許可通知書（教示文あり） 

307010-044 納税の猶予期間延長許可通知書（教示文なし） 

 

【調理要領】 

「納税の猶予期間延長許可決議書」 

１ 目 的 

「納税の猶予期間延長許可決議書」は、通則法第 46条第７項の規定により、納税の

猶予期間延長を許可する場合に使用する。 

２ 調理要領 

⑴ （省略） 

⑵ 「猶予期間延長税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」画

面で選択した国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

⑶ 「分割納付すべき金額及びその納付期限」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面

において入力した分割納付計画を表示する。 

なお、分割納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付

する。 

⑷ 「延長期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で設定した猶予期間を表示す

る。 

⑸ 提供されている担保があるときは、「担保」欄に「別紙財産目録のとおり」と表示

されるため、「財産目録（別紙）」に担保財産又は保証人の内容を記載して添付する。 

⑹ 「処分理由」欄は、納税者の申請に基づき猶予期間の延長を許可する場合は、手書

きにより斜線を引く。 

なお、一部許可（猶予通達 38⑴の注書き）を行う場合は、定型文言が以下のとお

り表示されるため、「処分理由（別紙）」を添付する。 

307010-041 納税の猶予期間延長許可決議書 

307010-042 納税の猶予期間延長許可決議書（副本） 

307010-043 納税の猶予期間延長許可通知書（教示文あり） 

307010-044 納税の猶予期間延長許可通知書（教示文なし） 

 

【調理要領】 

「納税の猶予期間延長許可決議書」 

１ 目 的 

「納税の猶予期間延長許可決議書」は、通則法第 46条第７項の規定により、納税の

猶予期間延長を許可する場合に作成する。 

２ 調理要領 

⑴ （同左） 

⑵ 「納税の猶予期間延長税額」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で選択した国

税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

⑶ 「納付計画」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面において入力した納付計画を

表示する。 

なお、納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付する。 

 

⑷ 「延長期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で設定した猶予する（猶予を

受けようとする）期間を表示する。 

（新設） 

 

⑸ 一部延長許可を行う場合における処分理由については、定型文が以下のとおり表示

されるため、その後に「ただし、別紙『処分理由』により、 年 月 日から 年 月 

日までの期間については納税の猶予期間の延長を許可できません。」又は「ただし、

別紙『処分理由』により、猶予申請に係る国税のうち一部の国税については納税の猶
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改  正  後  改  正  前  

 

 

 

 

 

 

 

「納税の猶予期間延長許可通知書」 

１ （省略） 

２ 調理要領 

⑴ 一部許可を行う場合は、「処分理由（別紙）」を添付する。 

⑵ 他の各欄の記載要領は、上記「納税の猶予期間延長許可決議書」に準ずる。 

⑶ 裏面には、「猶予の取消し等に関する注意喚起文」（様式 307010-113）が表示される

（行手法第 35条第２項）。 

なお、一部許可を行う場合には、表面に行審法第 57条の規定による教示が表示さ

れ、裏面に「不服申立て又は取消しの訴えの提起に関するお知らせ」及び注意喚起文

が表示される。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予期間の延長を許可できません。」などの文言を附記し、別紙を添付する。 

 

 

 

 

 

 

「納税の猶予期間延長許可通知書」 

１ （同左） 

２ 調理要領 

（新設） 

⑴ 各欄の記載要領は、上記「納税の猶予期間延長許可決議書」に準ずる。 

⑵ 「納税の猶予期間延長許可通知書」は、裏面に「不服申立て又は取消しの訴えの提

起に関するお知らせ」が印字される。 

⑶ 「納税の猶予期間延長申請書」のとおりに許可する場合には 、「納税の猶予期間延

長許可通知書」に表示する行審法第 57 条による教示と「不服申立て又は取消しの訴

えの提起に関するお知らせ」は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日付で納税の猶予期間延長の申請があった次の者の国税等につ

いて、別紙の「処分理由」により、申請に係る国税等又は期間の一部を除き下記の

とおり許可し、その旨を納税者に通知したい。 

  年  月  日付で納税の猶予期間延長の申請があったあなた（貴社）の国

税については、下記のとおり許可しましたから、国税通則法第 47 条第１項の規定

により通知します。 

- - -

-=-
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改  正  後  改  正  前  

307010-045 納税の猶予期間延長許可通知決議書（保証人等用） 

307010-046 納税の猶予期間延長許可通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

「納税の猶予期間延長許可通知決議書（保証人等用）」 

１ 目 的 

  「納税の猶予期間延長許可通知決議書（保証人等用）」は、通則法第 46条第７項の規

定により納税の猶予期間延長を許可する場合において、提供されている担保が第三者の

所有財産（保証人による保証の場合を含む。）であるときに使用する。 

２ 調理要領 

 （削除） 

  

⑴ 定型文言中の日付は、猶予の申請日を表示する。 

  なお、猶予の申請日と担保の提供を受けた日が異なる場合は、手書きにより、担保

の提供を受けた日に訂正する。 

⑵ 「猶予期間延長税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」画

面で選択した国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙 猶予税額）」を添付

する。 

⑶ 「分割納付すべき金額及びその納付期限」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面

において入力した分割納付計画を表示する。 

なお、分割納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付

する。 

⑷ 「延長期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面において設定した猶予期間を

表示する。 

（削除） 

 

 

307010-045 納税の猶予期間延長許可通知決議書（保証人等用） 

307010-046 納税の猶予期間延長許可通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

 （新設） 

１ 目 的 

  「納税の猶予期間延長許可通知書（保証人等用）」は、提供のあった担保が第三者の

所有財産（保証人による保証の場合を含む。）である場合に納税の猶予期間延長を許可

する旨を当該第三者又は保証人に通知するために使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 「送付先」欄は、徴収システムにおける保証人の氏名（名称）及び住所（所在地）、

又は担保財産の所有者である第三者の氏名（名称）及び住所（所在地）を表示する。 

（新設） 

 

 

⑵ 「納付の猶予期間延長税額」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で選択した国

税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙 猶予税額）」を添付

する。 

⑶ 「納付計画」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面において入力した納付計画を

表示する。 

なお、納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付する。 

 

⑷ 「延長期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面において設定した猶予する（猶

予を受けようとする）期間を表示する。 

⑸ 「期間延長の理由」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した理由を表示

する。 

   例：分納期限までに納付できないやむを得ない事情がある。 
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改  正  後  改  正  前  

⑸ 「担保」欄は、「別紙財産目録のとおり」と表示されるため、「財産目録（別紙）」

を添付する。 

⑹ 「処分理由」欄は、手書きにより斜線を引く。 

 

「納税の猶予期間延長許可通知書（保証人等用）」 

１ 目 的 

  「納税の猶予期間延長許可通知書（保証人等用）」は、上記の場合において、納税の

猶予期間延長を許可した旨を担保財産の所有者である第三者又は保証人に通知するた

めに使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 「住所（所在地）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又

は保証人の住所又は所在地を表示する。 

⑵ 「氏名（名称）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又は

保証人の氏名又は名称を表示する。 

⑶ 他の各欄の記載要領は、上記「納税の猶予期間延長許可通知決議書（保証人等用）」

に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

307010-047 納税の猶予期間延長不許可決議書 

307010-048 納税の猶予期間延長不許可決議書（副本） 

307010-049 納税の猶予期間延長不許可通知書 

 

【調理要領】 

「納税の猶予期間延長不許可決議書」 

１ 目 的 

「納税の猶予期間延長不許可決議書」は、通則法第 46条第７項の規定による納税の

猶予期間延長を不許可とする場合に使用する。 

 

２ 調理要領 

⑴ （省略） 

⑵ 「猶予期間延長申請税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」

画面で選択した国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

⑶ 「不許可理由」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した納税の猶予期間

の延長を不許可とする理由を表示する。 

なお、納税の猶予期間延長の不許可の理由については、明確かつ具体的に入力する。 

  

 

 

 

「納税の猶予期間延長不許可通知書」 

１ 目 的 

「納税の猶予期間延長不許可通知書」は、納税の猶予期間延長を不許可とした場合に、

通則法第 47条第２項の規定によりその旨を納税者に通知するために使用する。 

 

307010-047 納税の猶予期間延長不許可決議書 

307010-048 納税の猶予期間延長不許可決議書（副本） 

307010-049 納税の猶予期間延長不許可通知書 

 

【調理要領】 

「納税の猶予期間延長不許可決議書」 

１ 目 的 

「納税の猶予期間延長不許可決議書」は、納税の猶予期間延長申請を不許可とする場

合に作成する。 

 

２ 調理要領 

⑴ （同左） 

⑵ 「納税の猶予期間延長申請税額」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で選択し

た国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

⑶ 定型文言については以下のとおり記載し、「不許可理由」欄に不許可とした理由を

明確かつ具体的に記載する。 

 

 

 

 

 

「納税の猶予期間延長不許可通知書」 

１ 目 的 

「納税の猶予期間延長不許可通知書」は、納税の猶予期間延長申請を不許可とした場

合に、通則法第 47条第２項の規定によりその旨を納税者に通知するために使用する。 

 

  年  月  日付で納税の猶予期間延長の申請があったあなた（貴社）の

国税については、下記の理由により許可できません。 

国税通則法第 47条第２項の規定により通知します。 
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改  正  後  改  正  前  

２ 調理要領 

⑴ （省略） 

⑵ 表面には行審法第 57条の規定による教示が表示され、裏面には「不服申立て又は

取消しの訴えの提起に関するお知らせ」が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 調理要領 

⑴ （同左） 

⑵ 「納税の猶予期間延長不許可通知書」は、裏面に「不服申立て又は取消しの訴えの

提起に関するお知らせ」が印字される。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-050 納税の猶予期間延長不許可通知決議書（保証人等用） 

307010-051 納税の猶予期間延長不許可通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

「納税の猶予期間延長不許可通知決議書（保証人等用）」 

１ 目 的 

  「納税の猶予期間延長不許可通知決議書（保証人等用）」は、通則法第 46条第７項の

規定による納税の猶予期間延長を不許可とする場合において、提供されている担保が第

三者の所有財産（保証人による保証を含む。）であるときに使用する。 

２ 調理要領 

 （削除） 

 

⑴ 定型文言中の日付は、猶予の申請日を表示する。 

   なお、猶予の申請日と担保の提供を受けた日が異なる場合は、手書きにより、担保

の提供を受けた日に訂正する。 

⑵ 「猶予期間延長申請税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」

画面で選択した国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

⑶ 「不許可理由」欄は、手書きにより斜線を引く。 

 

 

「納税の猶予期間延長不許可通知書（保証人等用）」 

１ 目 的 

「納税の猶予期間不許可通知書（保証人等用）」は、上記の場合において、納税の猶

予期間延長を不許可とした旨を担保財産の所有者である第三者又は保証人に通知する

ために使用する。 

 

307010-050 納税の猶予期間延長不許可通知決議書（保証人等用） 

307010-051 納税の猶予期間延長不許可通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

 （削除） 

１ 目 的 

  「納税の猶予期間延長不許可通知書（保証人等用）」は、提供された担保が第三者の

所有財産（保証人による保証を含む。）である場合に、納税の猶予期間延長申請を不許

可とした旨を当該第三者又は保証人に通知するために使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 「送付先」欄は、徴収システムにおける保証人の氏名（名称）及び住所（所在地）、

又は担保財産の所有者である第三者の氏名（名称）及び住所（所在地）を表示する。 

（新設） 

 

 

⑵ 「納税の猶予期間延長申請税額」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で選択し

た国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超えるときは「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

⑶ 「不許可理由」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した理由を表示する。 

   例：納付資力が回復しており、納付困難と認められない。 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

２ 調理要領 

⑴ 「住所（所在地）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又

は保証人の住所又は所在地を表示する。 

⑵ 「氏名（名称）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又は

保証人の氏名又は名称を表示する。 

⑶ 他の各欄の記載要領は、上記「納税の猶予期間延長不許可通知決議書（保証人等

用）」に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 127 - 

改
 
 
正
 
 
後
 
 

改
 
 
正
 
 
前
 
 

3
0
70
10

-0
52 

納
税
（
換
価
）
の
猶
予
期
間
短
縮
決
議
書

 

 

【
様
式
】
 

                         

3
0
70
10

-0
52 

納
税
（
換
価
）
の
猶
予
期
間
短
縮
決
議
書

 

 

【
様
式
】
 

                         

| 

納税 （換価） の猶予期間短縮決議掛
年 n A 

財務事務rr

年月 Mtで納税（換Iii)の州十をした次の名の1!1税等について、 ド記のとおり州十期閲を俎棺し｀その竹を納税'llIこ油知したい

納~｛ヤ所 I 
税 氏名 I
廿 （名称）

9阿 拭 沖 用 Ill 役

附 f•m11J I 年月 Aから 年 n Aよで n関 If f Aから 年月 Aまで 月喝

•; If JI u 金 額 If II U 金 額 年）I U 金 顧 !f)J u 金 Ill 
勺 曇 今

1 J 

a ， 
f 

f 
~ 

＂＇ 

8 " 
，． 

g隕

合 計 介 at 

姐 保

期間短 111 ------ - - - - - - - ・  
思 1h 

l w鍔遅代部門へ回f•坪n n | |管頂述常部門虹叫 | 

| 

I 

納税（換価）の猶予期問短紀決議蓄 年 n A 

納 11. ：所， 1
校 （市、＇

氏 £1
/'; (名祢 l

当 1/J 嵐 編 後

州f開叫 ザ月 Fから ザ月 Bよで月 1ffl 年月 nから 年月 ＂よで 月濁

納 年 ）I O 金 !ll 年月口 金 薗 年 II n 全 額 年月 n 金 II 

＂ ＂ 

f.t 

計

“ 合 計 合 It 

阻 保

聞閉氾椛i
-------------------------------------------------------------------―------------------------------------------------------------------------------―-----------------------------―-----------------------

覗 I I I 

|符99遍常祁門へl叫寸年月 111 |符F9遍営郭ば細1| | 
| 

l 



 

- 128 - 

改
 
 
正
 
 
後
 
 

改
 
 
正
 
 
前
 
 

3
0
70
10

-0
53 

納
税
（
換
価
）
の
猶
予
期
間
短
縮
決
議
書
（
副
本
）

 

 

【
様
式
】
 

                         

3
0
70
10

-0
53 

納
税
（
換
価
）
の
猶
予
期
間
短
縮
決
議
書
（
副
本
）

 

 

【
様
式
】
 

                         

ピ砿却~ I ”:年11H運|'/!;部1"1"Ill

II-It |I-It 門
納税（換価） の猶予期間短縮決議書（副本） ＂ n B 

財務49務汀

午 H u 付で納視（換Iii) の !MT・をした次の KのI~税⇒について下詑のとおり籟T・期間を柑鯨し その行を納税名に通知し tした^

納 住所 | 
(1i!ik曲 9

税 氏名 | 
.i;- (ク，柑）

9デ 幻 ぷ9 閉 跨陵

窮＂＂ol 年月 nから 年月 nまで月閲 年月 nから 年月 nまで月欣

; 9 什• H E 金額 •r 9I D 金瓢 り'91 日金額年 H n 金額

, 9 

そ

” す
舶

， 閲

.＇,. 
こ遭

祖 保

期開ガ鰈

覆巾

合計 合計

—•—----——•- -----•····-----——------_•—--- ----------------ー~—---------~ —•——• —------------•--•——----- -.. .ー~一言ー＿ _•—---—•-——-- ---- - -— →--- --------- -----＋・— •—-- ---------•- ------一— →-—→ ····-----—------

連絡'A. ( 柑心当 ） | 

- -

納悦 （住所 (f.祈) | 
氏名 | 

名（名 祢 ）

rと8ふ1 :mm部PqmII

JI ISi 
納税 （換価） の猶予期間短縮決講苫 (ii¥11本） 年 n A 

当 りJ 紐柑後

舷T・期間1 年月日から 年月 IHで月庄 年月日から 年月日tで月閏

91 JI O 金割り JIn 金額 9f JI n 金 II(9f. n n 金顎

納 • → 

付

計

繭

担 氏

介計 介計

湖巴厨尻---—―-· --―------•---- ——--..—-—·---—- -
月由

連絡先 ( m ¢ ) | 

' 



 

- 129 - 

改
 
 
正
 
 
後
 
 

改
 
 
正
 
 
前
 
 

3
0
70
10

-0
54 

納
税
（
換
価
）
の
猶
予
期
間
短
縮
通
知
書

 

 

【
様
式
】
 

                         

3
0
70
10

-0
54 

納
税
（
換
価
）
の
猶
予
期
間
短
縮
通
知
書

 

 

【
様
式
】
 

                         

▽ 

T あなた（胄It}が -m訥税 り帳慟iのS千隕閃圧編につ19て1鳳があると書は

［［ .:.II).知l-1:けた[IdI聾nから駐IllL-"t. 2月以内に 1：対する具●＋立て

tm糟T隣冨＂馬員じ針する冨 “躙ぶとのいず,~力{.ill!!I"することがでさ t す．
控n直

ょたは， iJ膚［り悦•"直
な＄;,この必分に ijIる＂政鳶鯰の伍虻 I-11!19る事屯↓一ついては 裏墓とこ・贄くださ,.. 

．． 納税（換価）の猶予期問短縮通知宙 ,,, 月 n 

t芥

＂務 39務官

.tr- u ,コu .9,＂ ' Uい～~‘,r, 幽マ．た l 卜か iヽに f 門とい ）Im己 喰 ” ^ ャ` 下ウm レな n齢 T'旧 I1 尤虹玲 l l,... +ぐ｀r,和 ／ ・,I・ 
fPお .lfJ -f• 一{ , ,.ai’)レr.-:IJ.̀” -マキケ1キ 91の 1l孔そで― ”",ti/r ャュ、
,I, t・ 究面に祀 欝 六 I t-、ろ官出にii1'tすろJI;¥合こ』： 納IQ （内面の相T•が Jji り f 勺I IJ:舷 T旧期が伍胴夕れ .i=,:―レがあ nしす

灼 鱈曲灼縮悛

沼卜川叫 年月 IIから 年月 11ま で月閏 年月 Hから 年月 IIまで月間

&‘’: ll u 金額‘’;: JI u <t 額,. {,: nu 金額 F ‘’'J-1 □ 全鼈l= 

u 

そ

I J) ， 
納

り＂ 
：・-. 

合計 合計

れ保

期罰虹 Ill _.-------------------
拌出

速Ill 先 （ かかi ） 
I I " 叶

—• 

▽ 

' ' ...,バ9が．口心● 9●●9 ●●...．つい-＿．． ．．．と●U

": .:m●日 ,e..受 i9 た 199)翌 1it• らと●して 2 "以1'11:. に訂する員鹸＊立て

七口投下麗冨"1'f長に対噴る冒 amA との19 ずれも•‘’"1するこトができ文-f

所 喪出真先とは、 盲畢国艮暮綱IT

fヽお この紀~I―町ヤる行峠ぷ配 r,f:tlfl:I" 膚する事項rついては， ．画をご覧 くだミ

氏 ’̀・ 
名 納税（換価）の猶予期間短縮通知書 '"・ JJ n 

.＂ h＂ ャj 籟後

窮予l¥lllll!I 年月 IIから 年 JI IHで月獣 年月 1jから 年月し1まで月眈

年月 日 金 瓢，r II 0 金 額年月 U 金 額，r． J1 日金 額

納 .. " 

f,t 

針

百i
合計 合計

fll. I呆

聞閃短桁••一•••一·—•-····—·_... --------------------------
坪出

連絡先 ( :~~ ;a ) | 

I I "サ|
△ I 



 

- 130 - 

改  正  後  改  正  前  

307010-052 納税（換価）の猶予期間短縮決議書 

307010-053 納税（換価）の猶予期間短縮決議書（副本） 

307010-054 納税（換価）の猶予期間短縮通知書 

 

【調理要領】 

「納税（換価）の猶予期間短縮決議書」 

１ 目 的 

「納税（換価）の猶予期間短縮決議書」は、次に掲げる場合に使用する。 

① 通則法第 49条第１項の規定により、通則法第 46条第２項又は第３項の規定による

納税の猶予の期間を短縮する場合 

② 徴収法第 152条第３項（通則法第 49条第１項（第５号に係る部分を除く。）準用）

の規定により、徴収法第 151条第１項の規定による換価の猶予の期間を短縮する場合 

③ 徴収法第 152条第４項（通則法第 49条第１項準用）の規定により、徴収法第 151

条の２第１項の規定による換価の猶予の期間を短縮する場合 

２ 調理要領 

⑴ 上記１①の場合は、「納税（換価）の猶予期間短縮決議書（副本）」を管理運営部門

に回付する。 

⑵ （省略） 

⑶ 「猶予期間」欄の「短縮前」欄については、当初の「納税（換価）の猶予決議」画

面において設定した猶予期間、「短縮後」欄については、「猶予決議・猶予取消決議」

画面で入力した短縮後の猶予期間を表示する。 

⑷ 「分割納付すべき金額及びその納付期限」欄の「短縮前」欄については、当初の「納

税（換価）の猶予決議」画面において設定した納付計画、「短縮後」欄については、「猶

予決議・猶予取消決議」画面で入力した分割納付計画を表示する。 

なお、分割納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付

する。 

⑸ 提供されている担保があるときは、「担保」欄に「別紙財産目録のとおり」と表示

されるため、「財産目録（別紙）」に担保財産又は保証人の内容を記載して添付する。 

307010-052 納税（換価）の猶予期間短縮決議書 

307010-053 納税（換価）の猶予期間短縮決議書（副本） 

307010-054 納税（換価）の猶予期間短縮通知書 

 

【調理要領】 

「納税（換価）の猶予期間短縮決議書」 

１ 目 的 

「納税（換価）の猶予期間短縮決議書」は、通則法第 49条第１項又は徴収法第 152

条の規定により、納税の猶予期間又は換価の猶予期間を短縮する場合に使用する。 

 

 

 

 

 

２ 調理要領 

⑴ 「納税（換価）の猶予期間短縮決議書（副本）」は、管理運営部門に回付する。 

 

⑵ （同左） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

⑶ この帳票は、「財産目録（別紙）」及び「猶予決議（別紙納付計画）」を添付する。 
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改  正  後  改  正  前  

 ⑹ 「期間短縮理由」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した期間短縮した

理由を表示する。 

   なお、期間短縮の理由については、明確かつ具体的に入力する。 

 

 

 

「納税（換価）の猶予期間短縮通知書」 

１ 目 的 

「納税（換価）の猶予期間短縮通知書」は、上記により納税の猶予期間又は換価の猶

予期間を短縮した場合に、通則法第 47条第１項及び第 49条第３項又は徴収法第 152条

第３項（通則法第 47条第１項及び同法第 49条第３項準用）若しくは第４項（通則法第

47条第１項及び同法第 49条第３項準用）の規定によりその旨を納税者に通知するため

に使用する。 

２ 調理要領 

⑴ （省略） 

⑵ 表面には行審法第 57条の規定による教示が表示され、裏面には、「猶予の取消し等

に関する注意喚起文」（様式 307010-113）（行手法第 35条第２項）及び「不服申立て

又は取消しの訴えの提起に関するお知らせ」が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑷ 定型文言については、以下のとおり記載し、「期間短縮理由」欄に期間短縮した理

由を明確かつ具体的に記載する。 

 

 

 

 

「納税（換価）の猶予期間短縮通知書」 

１ 目 的 

「納税（換価）の猶予期間短縮通知書」は、上記により納税の猶予期間又は換価の猶

予期間を短縮した場合に、通則法第 49条第３項又は徴収法第 152条の規定によりその

旨を納税者に通知するために使用する。 

 

 

２ 調理要領 

⑴ （同左） 

⑵ 「納税（換価）の猶予期間短縮通知書」は、裏面に「不服申立て又は取消しの訴え

の提起に関するお知らせ」が印字される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日付で納税（換価）の猶予をしたあなた（貴社）の国税につ

いて、下記のとおり猶予期間を短縮しましたから通知します。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-055 納税（換価）の猶予期間短縮通知決議書（保証人等用） 

307010-056 納税（換価）の猶予期間短縮通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

「納税（換価）の猶予期間短縮通知決議書（保証人等用）」 

１ 目 的 

  「納税（換価）の猶予期間短縮通知決議書（保証人等用）」は、納税の猶予又は換価

の猶予の期間を短縮する場合において、提供されている担保が第三者の所有財産（保証

人による保証の場合を含む。）であるときに使用する。 

２ 調理要領 

 ⑴ （省略） 

 （削除） 

 

⑵ 定型文言中の日付は、猶予の申請日を表示する。 

   なお、猶予の申請日と担保の提供を受けた日が異なる場合は、手書きにより、担保

の提供を受けた日に訂正する。 

 （削除） 

 

 

 

 

 

⑶ 「猶予期間」欄の「短縮前」欄については当初の「納税（換価）の猶予決議」画面

において設定した猶予期間、「短縮後」欄については「猶予決議・猶予取消決議」画

面で入力した短縮後の猶予期間を表示する。 

  

 

 

307010-055 納税（換価）の猶予期間短縮通知決議書（保証人等用） 

307010-056 納税（換価）の猶予期間短縮通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

 （新設） 

１ 目 的 

  「納税（換価）の猶予期間短縮通知書（保証人等用）」は、提供された担保が第三者

の所有財産（保証人による保証の場合を含む。）である場合に、納税の猶予期間を短縮

した旨を当該第三者又は保証人に対して通知するために使用する。 

２ 調理要領 

⑴ （同左） 

⑵ 「送付先」欄は、徴収システムにおける保証人の氏名（名称）及び住所（所在地）、 

又は担保財産の所有者である第三者の氏名（名称）及び住所（所在地）を表示する。 

（新設） 

 

 

⑶ 定型文言については、以下のとおり記載し、「期間短縮理由」欄に期間短縮した理

由を明確かつ具体的に記載する。 

 

 

 

 

⑷ 納付計画等は次のとおり表示する。 

   なお、納付計画がこの欄を超える場合は「猶予決議(別紙納付計画）(期間短縮)」

を添付する。 

  イ 「当初」 

「猶予期間」欄及び「納付計画」欄は、先行の納税（換価）の猶予決議画面に

おいて設定した猶予する（猶予を受けようとする）期間及び納付計画を表示す

  年  月  日付であなたが担保提供又は（連帯して）納税保証され、下

記納税者に対し納税（換価）の猶予を許可した国税については、下記のとおり猶

予期間を短縮しましたので通知します。 
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改  正  後  改  正  前  

 

 

 

 

 

⑷ 「分割納付すべき金額及びその納付期限」欄の「短縮前」欄については当初の「納

税（換価）の猶予決議」画面において設定した分割納付計画、「短縮後」欄について

は「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した分割納付計画を表示する。 

なお、納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付する。 

⑸ 「担保」欄は、「別紙財産目録のとおり」と表示されるため、「財産目録（別紙）」

を添付する。 

⑹ 「期間短縮理由」欄には、手書きにより斜線を引く。 

 

「納税（換価）の猶予期間短縮通知書（保証人等用）」 

１ 目 的 

  「納税（換価）の猶予期間短縮通知書（保証人等用）」は、上記の場合において納税

の猶予又は換価の猶予の期間を短縮した旨を担保財産の所有者である第三者又は保証

人に通知するために使用する。 

２ 調理要領 

 ⑴ 「住所（所在地）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又

は保証人の住所又は所在地を表示する。 

 ⑵ 「氏名（名称）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又は

保証人の氏名又は名称を表示する。 

⑶ 他の各欄の記載要領は、上記「納税（換価）の猶予期間短縮通知決議書（保証人等

用）」に準ずる。 

 

 

 

る。 

  ロ 「短縮後」 

「猶予期間」欄及び「納付計画」欄は、猶予決議・猶予取消決議（納税の猶予期

間短縮）画面において設定した猶予する（猶予を受けようとする）期間及び納付計

画を表示する。 

 （新設） 

 

 

 

⑸ この帳票には、「財産目録」を添付する。 

  

（新設） 

 

（新設） 
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納税 （換価） の 猶 予の納 付 計 画変更決議害

財吝亨務官

年月 u1中で納税 (lf"-/;IJ;、(T)討T・をした次の名の同税等について 下記のとおり納f.t)t"を交訂し その行を納悦名に込知したい

納伐 1（ヤ所1£ 地所） 

氏名
~ (名祢）
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納税（換価）の猶予の納付計画変更決讚吉（副本）
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年 R "I中で納税（換(llti) の州 T・んした次の名のI~!文字について 下記のとおり的•tl"しをで更し その行を柏税名に通知し9した

納 住所

税 （所在地）

氏名
-It (名 II<)

豹 f・ 期 In 、1. JI n から ’’, JI " よで 月閲
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▽ 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-1 納税（換価）の猶予の納付計画変更決議書 

307010-056-2 納税（換価）の猶予の納付計画変更決議書（副本） 

307010-056-3 納税（換価）の猶予の納付計画変更通知書 

 

【調理要領】 

「納税（換価）の猶予の納付計画変更決議書」 

１ 目 的 

「納税（換価）の猶予の納付計画変更決議書」は、次に掲げる場合に使用する。 

 ① 通則法第 46条第９項の規定により、通則法第 46条第２項又は第３項の規定による

納税の猶予の分割納付期限及び分割納付金額を変更する場合 

 ② 徴収法第 152条第３項（通則法第 46条第９項準用）の規定により、徴収法第 151

条第１項の規定による換価の猶予の分割納付期限及び分割納付金額を変更する場合 

 ③ 徴収法第 152条第４項（通則法第 46条第９項準用）の規定により、徴収法第 151

条の２第１項の規定による換価の猶予の分割納付期限及び分割納付金額を変更する

場合 

２ 調理要領 

⑴ 上記１①の場合は、「納税（換価）の猶予の納付計画変更決議書（副本）」が作成さ

れるものの、徴収システムにより管理連絡されないことから、管理運営部門への回付

は要しない。 

⑵ 「納税（換価）」の文言は、決議の別に応じて、不要部分を二重線で抹消する。 

⑶ 「猶予期間」欄は、当初の「納税（換価）の猶予決議」画面において設定した猶予

期間を表示する。 

⑷ 「分割納付すべき金額及びその納付期限」欄の「変更前」欄については、当初の「納

税（換価）の猶予決議」画面において設定した分割納付計画、「変更後」欄について

は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した分割納付計画を表示する。 

  なお、分割納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付

する。 

⑸ 提供されている担保があるときは、「担保」欄に「別紙財産目録のとおり」と表示

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

されるため、「財産目録（別紙）」に担保財産又は保証人の内容を記載して添付する。 

 

「納税（換価）の猶予の納付計画変更通知書」 

１ 目 的 

「納税（換価）の猶予の納付計画変更通知書」は、上記により納税の猶予又は換価の

猶予の分割納付計画を変更した場合において、通則法第 47条第１項又は徴収法第 152

条第３項（通則法第 47条第１項準用）若しくは第４項（通則法第 47条第１項準用）の

規定によりその旨を納税者に通知するために使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 各欄の記載要領は、上記「納税（換価）の猶予の納付計画変更決議書」に準ずる。 

⑵ 裏面には、「猶予の取消し等に関する注意喚起文」（様式 307010-113）が表示される

（行手法第 35条第２項）。 

⑶ 納税者に不利益となる分割納付計画の変更を行う場合には、次のイからハまでの処

理を行う。 

  イ 定型文言が以下のとおり表示されるため、下線部分を手書きで挿入する。 

 年 月 日付で納税（換価）の猶予をしたあなた（貴社）の国税等について、

別紙「処分理由」により、下記のとおり納付計画を変更しましたから通知します。 

 なお、猶予に係る金額は、下記のとおり分割してそれぞれの納付期限までに納

付してください。 

 また、裏面に記載されている事由に該当する場合には、納税（換価）の猶予が

取り消され、又は猶予期間が短縮されることがあります。 

  ロ 徴収システムの様式ダウンロードからダウンロードした「別紙『処分理由』」に

分割納付計画の変更をした理由を、明確かつ具体的に記載して添付する。 

  ハ 表面に行審法第 57 条の規定による教示を手書きで記載し、徴収システムの様式

ファイルダウンロードからダウンロードした「教示文」を添付する（「教示文」（様

式 504000-005）の「２ 調理要領」参照）。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-4 納税（換価）の猶予の納付計画変更通知決議書（保証人等用） 

307010-056-5 納税（換価）の猶予の納付計画変更通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

「納税（換価）の猶予の納付計画変更通知決議書（保証人等用）」 

１ 目 的 

  「納税（換価）の猶予の納付計画変更通知決議書（保証人等用）」は、次に掲げる場

合において、提供されている担保が第三者の所有財産（保証人による保証の場合を含

む。）であるときに使用する。 

① 通則法第 46条第９項の規定により、通則法第 46条第２項又は第３項の規定による

納税の猶予の分割納付期限及び分割納付金額を変更する場合 

② 徴収法第 152条第３項（通則法第 46条第９項準用）の規定により、徴収法第 151

条第１項の規定による換価の猶予の分割納付期限及び分割納付金額を変更する場合 

③ 徴収法第 152条第４項（通則法第 46条第９項準用）の規定により、徴収法第 151

条の２第１項の規定による換価の猶予の分割納付期限及び分割納付金額を変更する

場合 

２ 調理要領 

 ⑴ 「納税（換価）」の文言は、決議の別に応じて、不要部分を二重線で抹消する。 

⑵ 定型文言中の日付は、上記１①又は③の場合は猶予申請年月日を、上記②の場合は、 

担保提供年月日を表示する。 

   なお、上記１①又は③の場合において、猶予申請年月日と担保提供年月日が異なる

場合は、担保提供年月日に手書きで訂正する。 

 ⑶ 「猶予期間」欄は、当初の「納税（換価）の猶予決議」画面において設定した猶予

期間を表示する。 

 ⑷ 「分割納付すべき金額及びその納付期限」欄の「変更前」欄については当初の「納

税（換価）の猶予決議」画面において設定した分割納付計画、「変更後」欄について

は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した分割納付計画を表示する。 

   なお、分割納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

する。 

 ⑸ 「担保」欄は、「別紙財産目録のとおり」と表示されるため、「財産目録（別紙）」

を添付する。 

 

「納税（換価）の猶予の納付計画変更通知書（保証人等用）」 

１ 目 的 

  「納税（換価）の猶予の納付計画変更通知書（保証人等用）」は、上記の場合におい

て、納税の猶予又は換価の猶予の分割納付計画を変更した旨を担保財産の所有者である

第三者又は保証人に通知するために使用する。 

２ 調理要領 

 ⑴ 「住所（所在地）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又

は保証人の住所又は所在地を表示する。 

⑵ 「氏名（名称）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又は 

保証人の氏名又は名称を表示する。 

⑶ 他の各欄の記載要領は、上記「納税（換価）の猶予の納付計画変更通知決議書（保 

証人等用）」に準ずる。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-6 換価の猶予申請書 

 

【様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-6 換価の猶予申請書 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

 「換価の猶予申請書」は、徴収第 151条の２第１項の規定による換価の猶予を申請す

る場合に使用する。 

２ 調理要領 

⑴ この申請書には、次に掲げる書類を添付する。 

 イ 「財産目録」（様式 307010-005-1）及び「収支の明細書」（様式 307010-005-2）（猶

予を受けようとする金額（未確定の延滞税を除く。）が 100万円以下の場合は、こ

れに代えて「財産収支状況書」（様式 307010-005-3）） 

 ロ 担保を提供する必要がある場合には、担保の提供に関する書類（通基通第 54条

関係参照） 

⑵ 申請者が法人である場合は、「申請者」欄に代表者の住所及び氏名を併せて記載す 

る。 

⑶ 「申請年月日」欄は、申請書を提出する日を記載する。 

⑷ 「※税務署整理欄」は、下記により処理する。 

イ 「通信日付印」欄は、申請書が郵便又は信書便により提出された場合に、当該郵

便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を記載し、担当者印を押印す

る。 

ロ 「申請書番号」欄は、徴収システムの「猶予申請」画面において申請内容を入力

することにより自動付番される申請書番号を記載する。 

ハ 「処理年月日」欄は、換価の猶予申請に係る処理が終了した日を記載する。 

⑸ 「納付すべき国税」欄は、申請をするときにおいて未納となっている国税の年度、

税目、納期限及び金額を記載し、「備考」欄にその国税の年分、事業年度、課税期間

又は月分を記載の上、換価の猶予を受けようとするものを○印で囲む。 

⑹ 「納付すべき国税のうち、換価の猶予を受けようとする金額」欄は、「納付すべき

国税」欄に記載した国税の合計額から、「財産目録」の「３ 現在納付可能資金額」

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

欄の「③現在納付可能資金額（①－②）」欄の金額（猶予を受けようとする金額が 100

万円以下の場合は、「財産収支状況書」の「２ 現在納付可能資金額」欄の「現在納

付可能資金額」欄の金額）を差し引いた金額を記載する。 

⑺ 「一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細」

欄は、国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情

を、具体的に記載する。 

⑻ 「納付計画」欄は、「収支の明細書」の「７ 分割納付年月日及び分割納付金額」

欄の「納付年月日」及び「⑤分割納付金額（①＋②＋③－④）」（猶予を受けようとす

る金額が 100万円以下の場合は、「財産収支状況書」の「４ 分割納付計画」欄の「分

割納付金額」）を転記する。 

⑼ 「猶予期間」欄は、猶予期間の始期及び終期（納付計画の最終日）並びにその期間

を記載する。 

  なお、猶予期間の始期は、申請書を提出する日を原則とし、申請書を提出する日が

猶予を受けようとする国税の法定納期限よりも前である場合は、法定納期限の翌日を

猶予期間の始期とする。 

⑽ 「担保」欄は、猶予を受けるに当たり、担保を提供する必要がある場合には「□有」

に、担保を提供する必要がない場合は「□無」にチェックを付ける。 

  なお、担保を提供する必要がない場合は、次のいずれかに該当する場合である。 

 イ 猶予を受ける金額が 100万円以下である場合 

 ロ 猶予を受ける期間が３月以内である場合 

 ハ 担保を提供することができない特別の事情がある場合 

⑾ 「担保財産の詳細又は提供できない特別の事情」欄は、次により記載する。 

イ 担保を提供する必要がある場合は、担保として提供する財産の種類、数量、価額

及び所在等を記載する。 

ロ 担保を提供する必要がない場合において、上記⑽イ又はロに該当するときは、 

「―」を記載し、上記⑽ハに該当するときは、担保を提供することができない特別

の事情を記載する。 

⑿ この申請書を税理士又は税理士法人が税務代理により作成した場合は、「税理士署
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改  正  後  改  正  前  

名押印」欄に氏名又は名称を記載し押印する。この場合は、税理士法第 30条の規定

に基づき税務代理権限証書を提出する必要がある。 

⒀ この申請書を受理したときは、総務課に回付して、収受日付印の押なつを受ける。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-7 換価の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知決議書 

307010-056-8 換価の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知書 

 

【調理要領】 

「換価の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知決議書」 

１ 目 的 

  「換価の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知決議書」は、次に掲げる場合にお

いて、滞納者に対して、徴収法第 152条第４項（通則法第 46条の２第７項準用）の規

定に基づき、換価の猶予申請書又はその添付書類の補正を求めるときに使用する。 

① 換価の猶予申請書又はその添付書類の記載に不備がある場合 

② 換価の猶予申請書の添付書類の全部又は一部について提出がない場合 

２ 調理要領 

⑴ 「補正を求める書類」欄には、徴収システムにおける「補正通知書作成」画面で選

択した補正を求める書類の名称（換価の猶予申請書、財産収支状況書、財産目録、収

支の明細書、担保関係書類）を表示する。 

⑵ 「補正内容」欄には、｢補正通知書作成｣画面で入力した補正を求める内容を表示す 

る。 

なお、補正を求める内容は、明確かつ具体的なものとする。 

(注) 補正を求める事項の件数がこの欄を超える場合は、別紙「補正事項」に補正

を求める書類及び内容が表示される。 

【例】 

 ① 換価の猶予申請書又はその添付書類の記載に不備がある場合 

補正を求める

書類 
補正内容 

換価の猶予申

請書 

「一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難

となる事情の詳細」欄が記載されていないため、同封した書類の

該当欄に記載して提出してください。 

収支の明細書 「３ 今後の平均的な収入及び支出の見込金額（月額）」欄の記

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

載がされていないため、同封した書類の該当欄に記載して提出し

てください。 

② 換価の猶予申請書の添付書類の全部又は一部について提出がない場合 

補正を求める

書類 
補正内容 

財産目録 申請書に添付して提出する書類のため、提出してください。 

担保関係書類 
保証人○○様の印鑑証明書の添付がありませんので、提出して

ください。 

 

「換価の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知書」 

１ 目 的 

  「換価の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知書」は、上記により換価の猶予申

請書又はその添付書類の補正を求める場合において、徴収法第 152条第４項（通則法第

46条の２第８項準用）の規定によりその旨を滞納者に通知するために使用する。 

２ 調理要領 

各欄の記載要領は、上記「換価の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知決議書」

に準ずる。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-9   換価の猶予申請のみなし取下げ通知決議書 

307010-056-10 換価の猶予申請のみなし取下げ通知書 

 

【調理要領】 

「換価の猶予申請のみなし取下げ通知決議書」 

１ 目 的 

  「換価の猶予申請のみなし取下げ通知決議書」は、徴収法第 152条第４項（通則法第

46条の２第９項準用）の規定により、換価の猶予申請を取り下げたものとみなされた場

合に使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 「納付すべき国税等」欄は、帳票作成年月日において滞納者が納付すべき国税を表

示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

⑵ 「補正がされなかった事項」欄は「別紙のとおり」と表示されるため、徴収システ

ムの様式ファイルダウンロードからダウンロードした「補正がされなかった事項（別

紙）」（事前に送付した「換価の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知書」により

補正を求めた事項のうち）に補正がされなかった事項を記載して添付する。 

 

「換価の猶予申請のみなし取下げ通知書」 

１ 目 的 

  「換価の猶予申請のみなし取下げ通知書」は、徴収法第 152条第４項（通則法第 46

条の２第９項準用）の規定により、換価の猶予申請を取り下げたものとみなされた旨を

滞納者に通知するために使用する。 

２ 調理要領 

各欄の記載要領は、上記「換価の猶予申請のみなし取下げ通知決議書」に準ずる。 

 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-11 換価の猶予申請の取下げ確認決議書 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

  「換価の猶予申請の取下げ確認決議書」は、滞納者が換価の猶予申請を取り下げた旨

（換価の猶予申請のみなし取下げの場合を除く。）を確認する場合に使用する。 

 

２ 調理要領 

「納付すべき国税等」欄は、帳票作成年月日において滞納者が納付すべき国税を表示 

する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-12 換価の猶予期間延長申請書 

 

【様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-12 換価の猶予期間延長申請書 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

「換価の猶予期間延長申請書」は、徴収法第 152条第４項（通則法第 46条第７項準

用）の規定による換価の猶予期間の延長を申請する場合に使用する。 

２ 調理要領 

⑴ この申請書には、次に掲げる書類を添付する。 

イ 「財産目録」（様式 307010-005-1）及び「収支の明細書」（様式 307010-005-2）（猶

予を受けようとする金額（未確定の延滞税を除く。）が 100万円以下の場合は、こ

れに代えて「財産収支状況書」（様式 307010-005-3）） 

ロ 担保を提供する必要がある場合には、担保の提供に関する書類（通基通第 54条

関係参照） 

⑵ 申請者が法人である場合は、「申請者」欄に代表者の住所及び氏名を併せて記載す 

る。 

⑶ 「申請年月日」欄は、申請書を提出する日を記載する。 

⑷ 「※税務署整理欄」は、下記により処理する。 

イ 「通信日付印」欄は、申請書が郵便又は信書便により提出された場合に、当該郵

便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を記載し、担当者印を押印す

る。 

ロ 「申請書番号」欄は、徴収システムの「猶予申請」画面において申請内容を入力

することにより自動付番される申請書番号を記載する。 

ハ 「処理年月日」欄は、換価の猶予期間延長申請に係る処理が終了した日を記載す

る。 

⑸ 「換価の猶予期間延長申請税額」欄は、猶予期間の延長を受けようとする国税の年

度、税目、納期限及び金額を記載し、「備考」欄にその国税の年分、事業年度、課税

期間又は月分を記載する。 

⑹ 「猶予期間内に猶予を受けた金額を納付することができない理由」欄は、換価の猶

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

予期間内に猶予を受けた国税を納付することができない理由を、具体的に記載する。 

⑺ 「納付計画」欄は、「収支の明細書」の「７ 分割納付年月日及び分割納付金額」

欄の「納付年月日」及び「⑤分割納付金額（①＋②＋③－④）」（猶予を受けようとす

る金額が 100万円以下の場合は、「財産収支状況書」の「４ 分割納付計画」欄の「分

割納付金額」）を転記する。 

⑻ 「延長期間」欄は、延長期間の始期及び終期（納付計画の最終日）並びにその期間

を記載する。 

なお、延長期間の始期は、当初の納税の猶予期間の終期の翌日とする。 

⑼ 「担保」欄は、猶予期間の延長を受けるに当たり、新たに担保を提供する必要があ

る場合には「□有」に、新たに担保を提供する必要がない場合は「□無」にチェック

を付ける。 

   なお、新たに担保を提供する必要がない場合は、次のいずれかに該当する場合であ

る。 

  イ 既に担保を提供している場合 

ロ 猶予を受ける金額が 100万円以下である場合 

  ハ 猶予を受ける期間が３月以内である場合 

  ニ 担保を提供することができない特別の事情がある場合 

⑽ 「担保財産の詳細又は提供できない特別の事情」欄は、次により記載する。 

イ 担保を提供する必要がある場合は、担保として提供する財産の種類、数量、価額

及び所在等を記載する。 

ロ 担保を提供する必要がない場合において、上記⑼イ、ロ又はハに該当するときは、

「―」を記載し、上記⑼ニに該当するときは、担保を提供することができない特別

の事情を記載する。 

⑾ この申請書を税理士又は税理士法人が税務代理により作成した場合は、「税理士署

名押印」欄に氏名又は名称を記載し押印する。この場合は、税理士法第 30条の規定

に基づき税務代理権限証書を提出する必要がある。 

⑿ この申請書を受理したときは、総務課に回付して、収受日付印の押なつを受ける。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-13 換価の猶予期間延長申請書及び添付書類に関する補正通知決議書 

307010-056-14 換価の猶予期間延長申請書及び添付書類に関する補正通知書 

 

【調理要領】 

換価の猶予期間延長申請書及び添付書類に関する補正通知決議書」 

１ 目 的 

  「換価の猶予期間延長申請書及び添付書類に関する補正通知決議書」は、次に掲げる

場合において、徴収法第 152条第４項（通則法第 46条の２第７項準用）の規定に基づ

き、滞納者に対して換価の猶予期間延長申請書又はその添付書類の補正を求めるときに

使用する。 

① 換価の猶予期間延長申請書又はその添付書類の記載に不備がある場合 

② 換価の猶予期間延長申請書の添付書類の全部又は一部について提出がない場合 

 

２ 調理要領 

⑴ 「補正を求める書類」には、徴収システムにおける「補正通知書作成」画面で選択

した補正を求める書類の名称（換価の猶予期間延長申請書、財産収支状況書、財産目

録、収支の明細書、担保関係書類）を表示する。 

⑵ 「補正内容」欄には、「補正通知書作成」画面で入力した補正を求める内容を表示

する。 

なお、補正を求める内容は、明確かつ具体的なものとする。 

(注) 補正を求める事項の件数がこの欄を超える場合は、別紙「補正事項」に補正

を求める書類及び内容が表示される。 

【例】 

 ① 換価の猶予期間延長申請書又はその添付書類の記載に不備がある場合 

補正を求める書類 補正内容 

換価の猶予期間延長

申請書 

「猶予期間内に猶予を受けた金額を納付することが

できない理由」欄が記載されていないため、同封した書

類の該当欄に記載して提出してください。 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

収支の明細書 

「３ 今後の平均的な収入及び支出の見込金額（月

額）」欄の記載がされていないため、同封した書類の該

当欄に記載して提出してください。 

② 換価の猶予期間延長申請書の添付書類の全部又は一部について提出がない場合 

補正を求める書類 補正内容 

財産収支状況書 
申請書に添付して提出する書類であるため、提出して

ください。 

 

「換価の猶予期間延長申請書及び添付書類に関する補正通知書」 

１ 目 的 

「換価の猶予期間延長申請書及び添付書類に関する補正通知書」は、上記により換価

の猶予期間延長申請書又はその添付書類の補正を求める場合において、徴収法第 152条

第４項（通則法第 46条の２第８項準用）の規定により、その旨を滞納者に通知するた

めに使用する。 

２ 調理要領 

各欄の記載要領は、上記「換価の猶予期間延長申請書及び添付書類に関する補正通知

決議書」に準ずる。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-15 換価の猶予期間延長申請のみなし取下げ通知決議書 

307010-056-16 換価の猶予期間延長申請のみなし取下げ通知書 

 

【調理要領】 

「換価の猶予期間延長申請のみなし取下げ通知決議書」 

１ 目 的 

  「換価の猶予期間延長申請のみなし取下げ通知決議書」は、徴収法第 152条第４項（通

則法第 46条の２第９項準用）の規定により、換価の猶予期間延長申請を取り下げたも

のとみなされた場合に使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 「納付すべき国税等」欄は、帳票作成年月日において滞納者が納付すべき国税を表

示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

⑵ 「補正がされなかった事項」欄は「別紙のとおり」と表示されるので、徴収システ

ムの様式ファイルダウンロードからダウンロードした「補正がされなかった事項（別

紙）」（事前に送付した「換価の猶予期間延長申請書及び添付書類に関する補正通知書」

により補正を求めた事項のうち）に補正がされなかった事項を記載して添付する。 

 

「換価の猶予期間延長申請のみなし取下げ通知書」 

１ 目 的 

  「換価の猶予期間延長申請のみなし取下げ通知書」は、徴収法第 152条第４項（通則

法第 46の２第９項準用）の規定により、換価の猶予期間延長申請を取り下げたものと

みなされた旨を滞納者に通知するために使用する。 

２ 調理要領 

各欄の記載要領は、上記「換価の猶予期間延長申請のみなし取下げ通知決議書」に準

ずる。 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-17 換価の猶予期間延長申請の取下げ確認決議書 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

  「換価の猶予期間延長申請の取下げ確認決議書」は、滞納者が換価の猶予期間延長申

請を取り下げた旨（換価の猶予期間延長申請のみなし取下げの場合を除く。）を確認す

る場合に使用する。 

２ 調理要領 

「納付すべき国税等」欄は、帳票作成年月日において滞納者が納付すべき国税を表示

する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-18 換価の猶予許可決議書 

307010-056-19 換価の猶予許可通知書（教示文あり） 

307010-056-20 換価の猶予許可通知書（教示文なし） 

 

【調理要領】 

「換価の猶予許可決議書」 

１ 目 的 

「換価の猶予許可決議書」は、徴収法第 151条の２第１項の規定により、換価の猶

予を許可する場合に使用する。 

 

２ 調理要領 

⑴ 「猶予税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」画面で選択

した国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

⑵ 「分割納付すべき金額及びその納付期限」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面

で入力した分割納付計画を表示する。 

なお、分割納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付

する。 

⑶ 「猶予期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した猶予期間を表示す

る。 

⑷ 提供されている担保があるときは、「担保」欄に「別紙財産目録のとおり」と表示

されるため、「財産目録（別紙）」に担保財産又は保証人の内容を記載して添付する。 

⑸ 一部許可（猶予通達 38⑴の注書き）を行う場合は、定型文言が以下のとおり表示さ

れるため、「処分理由（別紙）」を添付する。 

 

 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

 

 

 

 

 

「換価の猶予許可通知書」 

１ 目 的 

「換価の猶予許可通知書」は、上記により換価の猶予を許可した場合に、徴収法第

152条第４項（通則法第 47条第１項準用）の規定によりその旨を滞納者に通知する

ために使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 一部許可を行う場合は、「処分理由（別紙）」別紙を添付する。 

⑵ 他の各欄の記載要領は、上記「換価の猶予許可決議書」に準ずる。 

⑶ 裏面には、「猶予の取消し等に関する注意喚起文」（様式 307010-113）が表示さ

れる（行手法第 35条第２項）。 

   なお、一部許可を行う場合には、表面に行審法第 57条の規定による教示が表示さ

れ、裏面に「不服申立て又は取消しの訴えの提起に関するお知らせ」及び注意喚起文

が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日付で換価の猶予申請があった次の者の国税等について、別

紙の「処分理由」により、申請に係る国税等又は期間の一部を除き下記のとおり

許可し、その旨を滞納者に通知したい。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-21 換価の猶予許可通知決議書（保証人等用） 

307010-056-22 換価の猶予許可通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

「換価の猶予許可通知決議書（保証人等用）」 

１ 目 的 

  「換価の猶予許可通知決議書（保証人等用）」は、徴収法第 151条の２第１項の規定

により換価の猶予を許可する場合において、提供されている担保が第三者の所有財産

（保証人による保証を含む。）であるときに使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 定型文言中の日付は、猶予の申請日を表示する。 

   なお、猶予の申請日と担保の提供を受けた日が異なる場合は、手書きにより、担保

の提供を受けた日に訂正する。 

⑵ 「猶予税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」画面で選択

した国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

⑶ 「分割納付すべき金額及びその納付期限」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面

で入力した分割納付計画を表示する。 

なお、分割納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付

する。 

⑷ 「猶予期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した猶予期間を表示す

る。 

⑸ 「担保」欄は、「別紙財産目録のとおり」と表示されるため、「財産目録（別紙）」

を添付する。 

 

「換価の猶予許可通知書（保証人等用）」 

１ 目 的 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

「換価の猶予許可通知書（保証人等用）」は、上記の場合において、換価の猶予を許

可した旨を担保財産の所有者である第三者又は保証人に通知するために使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 「住所（所在地）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又

は保証人の住所又は所在地を表示する。 

⑵ 「氏名（名称）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又は

保証人の氏名又は名称を表示する。 

⑶ 他の各欄の記載要領は、上記「換価の猶予許可通知決議書（保証人等用）」に準ず

る。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-23 換価の猶予不許可決議書 

307010-056-24 換価の猶予不許可通知書 

 

【調理要領】 

「換価の猶予不許可決議書」 

１ 目 的 

  「換価の猶予不許可決議書」は、徴収法第 152条第４項の規定により、換価の猶予を

不許可とする場合に使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 「猶予申請税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」画面で

選択した国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

⑵ 「不許可理由」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した換価の猶予を不

許可とする理由を表示する。 

   なお、換価の猶予の不許可の理由については、明確かつ具体的に入力する。 

 

「換価の猶予不許可通知書」 

１ 目 的 

  「換価の猶予不許可通知書」は、上記により換価の猶予を不許可とした場合において、

徴収法第 152条第４項（通則法第 47条第２項準用）の規定によりその旨を滞納者に通

知するために使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 各欄の記載要領は、上記「換価の猶予不許可決議書」に準ずる。 

⑵ 表面には行審法第 57条の規定による教示が表示され、裏面には「不服申立て又は 

取消しの訴えの提起に関するお知らせ」が表示される。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-25 換価の猶予不許可通知決議書（保証人等用） 

307010-056-26 換価の猶予不許可通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

「換価の猶予不許可通知決議書（保証人等用）」 

１ 目 的 

  「換価の猶予不許可通知決議書（保証人等用）」は、徴収法第 151条の２第１項の規

定による換価の猶予を不許可とする場合において、提供されている担保が第三者の所有

財産（保証人による保証の場合を含む。）であるときに使用する。 

２ 調理要領 

 ⑴ 定型文言中の日付は、猶予の申請日を表示する。 

   なお、猶予の申請日と担保の提供を受けた日が異なる場合は、手書きにより、担保

の提供を受けた日に訂正する。 

⑵ 「猶予申請税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」画面で 

選択した国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す 

る。 

 ⑶ 「不許可理由」欄は、手書きにより斜線を引く。 

 

「換価の猶予不許可通知書（保証人等用）」 

１ 目 的 

「換価の猶予不許可通知書（保証人等用）」は、上記の場合において、換価の猶予を

不許可とした旨を担保財産の所有者である第三者又は保証人に通知するために使用す

る。 

２ 調理要領 

⑴ 「住所（所在地）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又

は保証人の住所又は所在地を表示する。 

⑵ 「氏名（名称）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又は

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

保証人の氏名又は名称を表示する。 

⑶ 他の各欄の記載要領は、上記「換価の猶予不許可通知決議書（保証人等用）」に準

ずる。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-27 換価の猶予期間延長許可決議書 

307010-056-28 換価の猶予期間延長許可通知書（教示文あり） 

307010-056-29 換価の猶予期間延長許可通知書（教示文なし） 

 

【調理要領】 

「換価の猶予期間延長許可決議書」 

１ 目 的 

「換価の猶予期間延長許可決議書」は、徴収法第 152条第４項（通則法第 46条第７

項準用）の規定により、換価の猶予の期間延長を許可する場合に作成する。 

２ 調理要領 

⑴ 「猶予期間延長税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」画

面で選択した国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

⑵ 「分割納付すべき金額及びその納付期限」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面

において入力した分割納付計画を表示する。 

なお、分割納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付

する。 

⑶ 「延長期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で設定した猶予期間を表示す

る。 

⑷ 提供されている担保があるときは、「担保」欄に「別紙財産目録のとおり」と表示

されるため、「財産目録（別紙）」に担保財産又は保証人の内容を記載して添付する。 

⑸ 「処分理由」欄は、納税者の申請に基づき猶予期間の延長を許可する場合は、手書

きにより斜線を引く。 

なお、一部許可（猶予通達 38⑴の注書き）を行う場合は、定型文言が以下のとおり

表示されるため、「処分理由（別紙）」を添付する。 

 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

 

 

 

 

 

「換価の猶予期間延長許可通知書」 

１ 目 的 

「換価の猶予期間延長許可通知書」は、上記により換価の猶予期間延長を許可した場

合に、徴収法第 152条第４項（通則法第 47条第１項準用）の規定によりその旨を滞納

者に通知するために使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 一部許可を行う場合は、「処分理由（別紙）」を添付する。 

⑵ 他の各欄の記載要領は、上記「換価の猶予期間延長許可決議書」に準ずる。 

⑶ 裏面には、「猶予の取消し等に関する注意喚起文」（様式 307010-113）が表示される

（行手法第 35条第２項）。 

なお、一部許可を行う場合には、表面に行審法第 57条の規定による教示が表示さ

れ、裏面に「不服申立て又は取消しの訴えの提起に関するお知らせ」及び注意喚起文

が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日付で換価の猶予期間延長の申請があった次の者の国税等に

ついて、別紙の「処分理由」により、申請に係る国税等又は期間の一部を除き下

記のとおり許可し、その旨を滞納者に通知したい。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-30 換価の猶予期間延長許可通知決議書（保証人等用） 

307010-056-31 換価の猶予期間延長許可通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

「換価の猶予期間延長許可通知決議書（保証人等用）」 

１ 目 的 

  「換価の猶予期間延長許可通知決議書（保証人等用）」は、徴収法第 152条第４項の

規定により換価の猶予期間延長を許可する場合において、提供されている担保が第三者

の所有財産（保証人による保証の場合を含む。）であるときに使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 定型文言中の日付は、猶予期間延長の申請日を表示する。 

  なお、猶予の申請日と担保の提供を受けた日が異なる場合は、手書きにより、担保

の提供を受けた日に訂正する。 

⑵ 「猶予期間延長税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」画

面で選択した国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙 猶予税額）」を添付

する。 

⑶ 「分割納付すべき金額及びその納付期限」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面

において入力した分割納付計画を表示する。 

なお、分割納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付

する。 

⑷ 「延長期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面において設定した猶予期間を

表示する。 

⑸ 「担保」欄は、「別紙滞納税金目録のとおり」と表示されるため、「財産目録（別紙）」

を添付する。 

⑹ 「処分理由」欄は、手書きにより斜線を引く。 

 

「換価の猶予期間延長許可通知書（保証人等用）」 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

１ 目 的 

  「換価の猶予期間延長許可通知書（保証人等用）」は、上記の場合において、換価の

猶予期間延長を許可した旨を担保財産の所有者である第三者又は保証人に通知するた

めに使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 「住所（所在地）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又

は保証人の住所又は所在地を表示する。 

⑵ 「氏名（名称）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又は

保証人の氏名又は名称を表示する。 

⑶ 他の各欄の記載要領は、上記「換価の猶予期間延長許可通知決議書（保証人等用）」

に準ずる。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-32 換価の猶予期間延長不許可決議書 

307010-056-33 換価の猶予期間延長不許可通知書 

 

【調理要領】 

「換価の猶予期間延長不許可決議書」 

１ 目 的 

「換価の猶予期間延長不許可決議書」は、換価の猶予期間延長を不許可とする場合に

使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 「換価の猶予期間延長申請税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取

消決議」画面で選択した国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

⑵ 「不許可理由」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した換価の猶予期間

の延長を不許可とする理由を表示する。 

なお、換価の猶予期間の延長の不許可の理由については、明確かつ具体的に入力す

る。 

 

「換価の猶予期間延長不許可通知書」 

１ 目 的 

「換価の猶予期間延長不許可通知書」は、換価の猶予期間延長を不許可とした場合に、

徴収法第 152条第４項（通則法第 47条第２項準用）の規定によりその旨を滞納者に通

知するために使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 各欄の記載要領は、上記「換価の猶予期間延長不許可決議書」に準ずる。 

⑵ 表面には行審法第 57条の規定による教示が表示され、裏面には「不服申立て又は 

取消しの訴えの提起に関するお知らせ」が表示される。 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

307010-056-34 換価の猶予期間延長不許可通知決議書（保証人等用） 

307010-056-35 換価の猶予期間延長不許可通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

「換価の猶予期間延長不許可通知決議書（保証人等用）」 

１ 目 的 

  「換価の猶予期間延長不許可通知書（保証人等用）」は、徴収法第 152条第４項（通

則法 46条第７項準用）の規定による換価の猶予期間延長を不許可とする場合において、

提供されている担保が第三者の所有財産（保証人による保証を含む。）であるときに使

用する。 

２ 調理要領 

⑴ 定型文言中の日付は、猶予期間延長の申請日を表示する。 

   なお、猶予の申請日と担保の提供を受けた日が異なる場合は、手書きにより、担保

の提供を受けた日に訂正する。 

⑵ 「猶予期間延長申請税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」

画面で選択した国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付す

る。 

⑶ 「不許可理由」欄は、手書きにより斜線を引く。 

 

「換価の猶予期間延長不許可通知書（保証人等用）」 

１ 目 的 

「換価の猶予期間延長不許可通知書（保証人等用）」は、上記の場合において、換価

の猶予期間延長を不許可とした旨を担保財産の所有者である第三者又は保証人に通知

するために使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 「住所（所在地）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又

は保証人の住所又は所在地を表示する。 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

⑵ 「氏名（名称）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又は

保証人の氏名又は名称を表示する。 

⑶ 他の各欄の記載要領は、上記「換価の猶予期間延長不許可通知決議書（保証人等

用）」に準ずる。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-062 納税の猶予の取消し（期間短縮）に対する弁明を求めるためのお知らせ 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

  「納税の猶予の取消し（期間短縮）に対する弁明を求めるためのお知らせ」は、納税

の猶予を受けている者につき、その後の資力の状況の変化等により納税の猶予の取消し

又は猶予期間の短縮を行うに当たって、あらかじめ納税者の弁明の機会を与えるためそ

の旨の通知をするために作成する。 

 

２ 調理要領 

 ⑴ 「宛先」欄は、納税者の住所（所在地）（連絡先が登録されている場合は、当該連

絡先）及び氏名（名称）を表示する。 

 ⑵ 「整理番号」欄は、納税者の整理番号を表示する。 

 ⑶～⑼ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307010-062 納税の猶予の取消し（期間短縮）に対する弁明を求めるためのお知らせ 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

  「納税の猶予の取消し（期間短縮）に対する弁明を求めるためのお知らせ」は、納税

の猶予許可を受けている者につき、その後の資力の状況の変化等により納税の猶予の取

消し若しくは猶予期間の変更又は短縮を行うに当たって、あらかじめ納税者の弁明の機

会を与えるためその旨の通知をするために作成する。 

 

２ 調理要領 

 ⑴ 「あて先」欄は、滞納者の住所（所在地）（連絡先が登録されている場合は、当該

連絡先）及び氏名（名称）を表示する。 

 ⑵ 「整理番号」欄は、滞納者の整理番号を表示する。 

 ⑶～⑼ （同左） 
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改  正  後  改  正  前  

307010-063-1 分割納付計画書 

 

【様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|””| | | ..” 
分割納付 計 画 書

税務署長 殿

納けすべき円伐(Sil嶽「潜納税合 U 鎚J ) を，下記の「納 f•t1t編」のとおり分割して納f•t します

平成 年 月 日

l住所・氏名等

住所在所泡
氏名

印
名称

竃“書号 （ ！ 携苓竃砧 I J 

職囀
.,.にか袷万笠月”9,"‘ | ギ成 年 月

＂ 
宴 II

2 納付を囚蝙とする馴

①納 9tすぺさ国税の綱 IりI Ill貞ちに納 9tでさる金割 1’1 1 ？納属＇囚＿ ＂ず？ ,＂ 

3 一時に納付することができない事情の詳織

4 納付計直

納(."fHu 納it壷瓢 納付年Ha 納1寸壷鰤

平成 甲
＂ 

B 円平成 甲 月 n 円

平成 年 月
＂ 

n 平成 甲 jl 
＂ 

Fl 

平成 年 J I n ＂平成 年 月 a Fl 

平成 り
＂ " 円平政 ’’• 月 u " 

平成 年月
＂ ＂平成 年 II 

＂ 
F 

平成 年 II 
＂ 

円、！成年 II 
＂ 

円

5担保9.:::Illする事項

□ Ji I ll憚町童の罪疇又rt
但 保

口需 慢供でがない袴WIの事情

署R名9,呻J:1 （電鯰嘉号 日l1 | 泊I.t吝泊砿比鬱l

| □lit加鯰 □ 収女の明綱•

1口 1 税 覆 士払第30条り）賽面提出有 l 口財I貶収支状況書 D Ill保遅慎書
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改  正  後  改  正  前  

307010-063-1 分割納付計画書 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

 「分割納付計画書」は、税務署長が徴収法第 151条第１項の規定による換価の猶予、

又は同法第 152条第３項（通則法第 46条第７項準用）の規定による換価の猶予期間の

延長をする場合において、税務署長による徴収法第 152条第１項の規定により分割して

納付させるために必要となる書類の提出の求めに対し、滞納者が当該書類を提出すると

きに使用する。 

２ 調理要領 

 ⑴ この書類には、次に掲げる書類を添付して提出する。 

  イ 「財産目録」（様式 307010-005-1）及び「収支の明細書」（様式 307010-005-2）（分

割納付をしようとする金額が 100万円以下の場合は、これに代えて「財産収支状況

書」（様式 307010-005-3）） 

  ロ 担保を提供する必要がある場合は、担保の提供に関する書類（通基通第 54条関

係参照） 

 ⑵ 滞納者が法人である場合には、「１ 住所・氏名等」欄に代表者の住所及び氏名を

併せて記載する。 

⑶ 「２ 納付を困難とする額」欄は、次により記載する。 

 イ 「①納付すべき国税の額」欄は、この書類を提出したときにおいて未納となって

いる税額を記載する。 

   なお、「①納付すべき国税の額」欄の内訳として、「滞納税金目録」を添付するも

のとする。 

 ロ 「②直ちに納付できる金額」欄は、「財産目録」の「３ 現在納付可能資金額」

欄の「③現在納付可能資金額（①-②）」の金額（分割納付しようとする金額が 100

万円以下の場合は、「財産収支状況書」の「２ 現在納付可能資金額」欄の「現在

納付可能金額」の金額）を転記する。 

 ハ 「③納付困難な金額（①-②）」欄は、「①納付すべき国税の額」から「②直ちに

（新設） 
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改  正  後  改  正  前  

納付できる金額」を差し引いた金額を記載する。 

⑷ 「３ 一時に納付することができない事情の詳細」欄は、上記⑵ハ「③納付困難な

金額（①-②）」を納付することができない事情について、具体的に記載する。 

⑸ 「４ 納付計画」欄は、「収支の明細書」の「７ 分割納付年月日」欄の「納付年

月日」及び「⑤納付金額」（分割納付しようとする金額が 100万円以下の場合は、「財

産収支状況書」の「４ 分割納付計画」欄）を転記する。 

⑹ 「５ 担保に関する事項」欄は、次により記載する。 

 イ 「担保」欄は、猶予を受けるに当たり、担保を提供する必要がある場合には「□

有」に、担保を提供する必要がない場合は「□無」にチェックを付ける。 

   なお、担保を提供する必要がない場合は、次のいずれかに該当する場合である。 

  (ｲ) 分割納付をしようとする金額が 100万円以下である場合 

  (ﾛ) 分割納付をしようとする期間が３月以内である場合 

  (ﾊ) 担保を提供することができない特別の事情がある場合 

 ロ 「担保財産の詳細又は提供できない特別の事情」欄は、次により記載する。 

(ｲ) 担保を提供する必要がある場合は、担保として提供する財産の種類、数量、価

額及び所在等を記載する。 

(ﾛ) 担保を提供する必要がない場合において、上記イ(ｲ)又は(ﾛ)に該当するとき

は、「―」を記載し、上記イ(ﾊ)に該当するときは、担保を提供することができな

い特別の事情を記載する。 

⑺ この書類を税理士又は税理士法人が税務代理により作成した場合は、「税理士署名

押印」欄に氏名又は名称を記載し押印する。この場合は、税理士法第 30条の規定に

基づき税務代理権限証書を提出する必要がある。 

⑻ この書類を受理したときは、総務課に回付して収受日付印の押なつを受ける。 
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柑務事務官
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改  正  後  改  正  前  

307010-064 換価の猶予決議書 

（削除） 

307010-066 換価の猶予通知書 

 

【調理要領】 

「換価の猶予決議書」 

１ （省略） 

２ 調理要領 

（削除） 

⑴ （省略） 

⑵ 「分割納付すべき金額及びその納付期限」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面

で入力した分割納付計画を表示する。 

  なお、分割納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付

する。 

 ⑶ 「猶予期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面の猶予期間を表示する。 

  

⑷ 「該当条項」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で選択した適用条項（徴収法

第 151条第１項第１号又は第２号）を表示する。 

 

「換価の猶予通知書」 

１ 目 的 

「換価の猶予通知書」は、上記により換価の猶予をした場合に、徴収法第 152条第３

項（通則法第 47条第１項準用）の規定によりその旨を滞納者に通知するために使用す

る。 

２ 調理要領 

 ⑴ 各欄の記載要領は、上記「換価の猶予決議書」に準ずる。   

⑵ 裏面には、「猶予の取消し等に関する注意喚起文」（様式 307010-113）が表示される

（行手法第 35条第２項）。 

307010-064 換価の猶予決議書 

307010-065 換価の猶予決議書（副本） 

307010-066 換価の猶予通知書 

 

【調理要領】 

「換価の猶予決議書」 

１ （同左） 

２ 調理要領 

⑴ 「換価の猶予決議書（副本）」は、管理運営部門に回付する。 

⑵ （同左） 

⑶ 「納付計画」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した納付計画を表示す 

る。 

  なお、納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付する。 

  

⑷ 「猶予期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面の猶予する（猶予を受けよう 

とする）期間を表示する。 

 ⑸ 「該当条項」欄は、徴収法第 151条第１項第１号又は同項第２号を表示する。 

 

 

「換価の猶予通知書」 

１ 目 的 

「換価の猶予通知書」は、上記により換価の猶予をした場合に、徴収法第 152条（通

則法第 47条第１項準用）の規定によりその旨を滞納者に通知するために使用する。 

 

２ 調理要領 

 各欄の記載要領は、上記「換価の猶予決議書」に準ずる。 

（新設） 
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307010-067 換価の猶予通知決議書（保証人等用） 

307010-068 換価の猶予通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

「換価の猶予通知決議書（保証人等用）」 

１ 目 的 

「換価の猶予通知決議書（保証人等用）」は、徴収法第 151条第１項の規定により換

価の猶予をする場合において、提供されている担保が第三者の所有財産（保証人による

保証を含む。）であるときに使用する。 

２ 調理要領 

（削除） 

 

⑴ 定型文言中の日付は、担保の提供を受けた日を表示する。 

⑵ （省略） 

⑶ 「分割納付すべき金額及びその納付期限」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面

で入力した分割納付計画を表示する。 

  なお、分割納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付

する。 

⑷ 「猶予期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面の猶予期間を表示する。 

 

⑸ 「該当条項」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で選択した適用条項（徴収法

第 151条第１項第１号又は第２号）を表示する。 

⑹ 「担保」欄は、「別紙財産目録のとおり」と表示されるため、「財産目録（別紙）」

を添付する。 

  

「換価の猶予通知書（保証人等用）」 

１ 目 的 

  「換価の猶予通知書（保証人等用）」は、上記の場合において、換価の猶予をした旨

307010-067 換価の猶予通知決議書（保証人等用） 

307010-068 換価の猶予通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

 

１ 目 的 

「換価の猶予通知書（保証人等用）」は、徴収法第 151条第１項の規定により、提供

された担保が第三者の所有財産（保証人による保証を含む。）である場合に、換価の猶

予をする旨を当該第三者又は保証人に通知するために使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 「送付先」欄は、徴収システムにおける保証人の氏名（名称）及び住所（所在地）、

又は第三者の氏名（名称）及び住所（所在地）を表示する。 

（新設） 

⑵ （同左） 

⑶ 「納付計画」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した納付計画を表示す

る。 

  なお、納付計画がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付する。 

 

⑷ 「猶予期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面の猶予する（猶予を受けよう

とする）期間を表示する。 

⑸ 「当該条項」欄は、徴収法第 151条第１項第１号又は同項第２号を表示する。  

  

（新設） 

 

 

（新設） 
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を担保財産の所有者である第三者又は保証人に通知するために使用する。 

 

２ 調理要領 

 ⑴ 「住所（所在地）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又

は保証人の住所又は所在地を表示する。 

 ⑵ 「氏名（名称）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又は

保証人の氏名又は名称を表示する。 

 ⑶ 他の各欄の記載要領は、上記「換価の猶予通知決議書（保証人等用）」に準ずる。 
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307010-069 換価の猶予取消決議書 

            （削除） 

307010-071 換価の猶予取消通知書 

 

【調理要領】 

「換価の猶予取消決議書」 

１ 目 的 

  「換価の猶予取消決議書」は、次に掲げる場合に使用する。 

 

 ① 徴収法第 152条第３項（通則法第 49条第１項（第５号に係る部分を除く。）準用）

の規定により、徴収法第 151条第１項の規定による換価の猶予を取り消す場合 

 ② 徴収法第 152条第４項（通則法第 49条第１項準用）の規定により、徴収法第 151

条の２第１項による換価の猶予を取り消す場合 

２ 調理要領 

 （削除） 

⑴ 「猶予取消税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」画面で

選択した国税を表示する。 

  なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付

する。 

⑵ 「該当条項」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で選択した適用条項を表示す

る。 

⑶ 「取消理由」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した換価の猶予を取り

消す理由を表示する。  

  なお、換価の猶予を取り消す理由については、明確かつ具体的に入力する。 

 

 

 

 

307010-069 換価の猶予取消決議書 

    307010-070 換価の猶予取消決議書（副本） 

307010-071 換価の猶予取消通知書 

 

【調理要領】 

「換価の猶予取消決議書」 

１ 目 的 

  「換価の猶予取消決議書」は、徴収法第 152条（通則法第 49条第１項準用）の規定

により、換価の猶予を取り消す場合に使用する。 

 

 

 

 

２ 調理要領 

⑴ 「換価の猶予取消決議書（副本）」は、管理運営部門に回付する。 

⑵ 「換価の猶予取消税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」

画面で選択した国税を表示する。 

  なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付

する。 

（新設） 

 

 ⑶ 定型文言については、以下のとおり記載し、「取消理由」欄に取消しとした理由を

明確かつ具体的に記載する。 

 

 

 

 

 

  年  月  日付で換価の猶予をしたあなた（貴社）の国税については、

下記のとおり換価の猶予を取り消しましたから、直ちに納付してください。 

国税徴収法第 152条の規定により通知します。 
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改  正  後  改  正  前  

「換価の猶予取消通知書」 

１ 目 的 

「換価の猶予取消通知書」は、上記により換価の猶予を取り消した場合に、徴収法第

152条第３項（職権による換価の猶予）又は同条第４項（申請による換価の猶予）（通則

法第 49条第３項準用）の規定によりその旨を滞納者に通知するために使用する。 

２ 調理要領 

⑴ （省略） 

⑵ 表面には行審法第 57条の規定による教示が表示され、裏面には「不服申立て又は 

取消しの訴えの提起に関するお知らせ」が表示される。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「換価の猶予取消通知書」 

１ 目 的 

「換価の猶予取消通知書」は、上記により換価の猶予を取り消した場合に、徴収法第

152条（通則法第 49条第３項準用）の規定によりその旨を滞納者に通知するために使用

する。 

２ 調理要領 

⑴ （同左） 

⑵ 「換価の猶予取消通知書」は、裏面に「不服申立て又は取消しの訴えの提起に関す 

るお知らせ」が印字される。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-072 換価の猶予取消通知決議書（保証人等用） 

307010-073 換価の猶予取消通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

「換価の猶予取消通知決議書（保証人等用）」 

１ 目 的 

「換価の猶予取消通知決議書（保証人等用）」は、次に掲げる場合において、提供さ

れている担保が第三者の所有財産（保証人による保証を含む。）であるときに使用する。 

 

 ① 徴収法第 152条第３項（通則法第 49条第１項（第５号に係る部分を除く。）準用）

の規定により、徴収法第 151条第１項の規定による換価の猶予を取り消す場合 

 ② 徴収法第 152条第４項（通則法第 49条第１項準用）の規定により、徴収法第 151

条の２第１項による換価の猶予を取り消す場合 

２ 調理要領 

 （削除） 

 

⑴ 定型文言中の日付は、上記１①の場合は担保の提供を受けた日を、上記１②の場合

は猶予の申請日を表示する。 

   なお、上記１②の場合において、猶予の申請日と担保の提供を受けた日が異なる場

合は、手書きにより、担保の提供を受けた日に訂正する。 

⑵ 「猶予取消税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」画面で 

選択した国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添

付する。 

⑶ 「該当条項」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で選択した適用条項を表示す 

る。 

⑷ 「取消理由」欄は、手書きにより斜線を引く。 

 

307010-072 換価の猶予取消通知決議書（保証人等用） 

307010-073 換価の猶予取消通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

 （新設） 

１ 目 的 

「換価の猶予取消通知書（保証人等用）」は、提供された担保が第三者の所有財産（保

証人による保証を含む。）である場合に、換価の猶予を取り消す旨を当該第三者又は保

証人に通知するために使用する。 

 

 

 

 

２ 調理要領 

⑴ 「送付先」欄は、徴収システムにおける保証人の氏名（名称）及び住所（所在地）、

又は担保財産の所有者である第三者の氏名（名称）及び住所（所在地）を表示する。 

（新設） 

 

 

 

⑵ 「換価の猶予取消税額」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で選択した国税を

表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超える場合は、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付

する。 

⑶ 「該当条項」欄の（）内は、通則法第 49条第１項第１号準用から同項第４号準用 

までのいずれかを表示する。 

⑷ 定型文言は以下のとおりであり、「取消理由」欄は、明確かつ具体的に記載する。 

 



 

- 222 - 

改  正  後  改  正  前  

 

 

 

 

 

「換価の猶予取消通知書（保証人等用）」 

１ 目 的 

「換価の猶予取消通知書（保証人等用）」は、上記の場合において、換価の猶予を取

り消した旨を担保財産の所有者である第三者又は保証人に通知するために使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 「住所（所在地）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又

は保証人の住所又は所在地を表示する。 

⑵ 「氏名（名称）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又は

保証人の氏名又は名称を表示する。 

⑶ 他の各欄の記載要領は、上記「換価の猶予取消通知決議書（保証人等用）」に準ず

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日付で換価の猶予をしたあなた（貴社）の国税については、

下記のとおり換価の猶予を取り消しましたから、直ちに納付してください。 

国税徴収法第 152条の規定により通知します。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-074 換価の猶予期間延長決議書 

           （削除） 

307010-076 換価の猶予期間延長通知書 

 

【調理要領】 

「換価の猶予期間延長決議書」 

１ 目 的 

「換価の猶予期間延長決議書」は、徴収法第 152条第３項（通則法第 46条第７項準

用）の規定により、換価の猶予期間を延長する場合に使用する。 

２ 調理要領 

 （削除） 

⑴ 「猶予期間延長税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」画

面で選択した国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超えるときは、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付

する。 

⑵ 「分割納付すべき金額及びその納付期限」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面

で入力した分割納付計画を表示する。 

なお、分割納付計画がこの欄を超えるときは、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付

する。 

⑶ 「延長期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した猶予期間を表示す

る。 

⑷ 提供された担保がある場合は、「担保」欄に「別紙財産目録のとおり」と表示され

るため、「財産目録（別紙）」に担保財産又は保証人の内容を記載し添付する。 

⑸ 「期間延長の理由」欄は、手書きにより斜線を引く。 

 

 

 

「換価の猶予期間延長通知書」 

307010-074 換価の猶予期間延長決議書 

307010-075 換価の猶予期間延長決議書（副本） 

307010-076 換価の猶予期間延長通知書 

 

【調理要領】 

「換価の猶予期間延長決議書」 

１ 目 的 

「換価の猶予期間延長決議書」は、徴収法第 152条（通則法第 46条第７項準用）の

定めにより、換価の猶予期間を延長する場合に使用する。 

２ 調理要領 

⑴ 「換価の猶予期間延長決議書（副本）」は、管理運営部門に回付する。 

⑵ 「換価の猶予期間延長税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決

議」画面で選択した国税を表示する。 

なお、国税の件数がこの欄を超えるときは、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付

する。 

⑶ 「納付計画」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した納付計画を表示す

る。 

なお、納付計画がこの欄を超えるときは、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付する。 

 

⑷ 「延長期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した猶予する（猶予を

受けようとする）期間を表示する。 

⑸ 担保を徴している場合は、この帳票に「財産目録」を添付する。 

 

⑹ 「期間延長の理由」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した理由を表示

する。 

例：「分納期限までに納付できないやむを得ない事情がある。」 

 

「換価の猶予期間延長通知書」 
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改  正  後  改  正  前  

１ 目 的 

「換価の猶予期間延長通知書」は、上記により換価の猶予期間を延長した場合に、徴

収法第 152条第３項（通則法第 47条第１項準用）の規定によりその旨を滞納者に通知

するために使用する。 

２ 調理要領 

 ⑴ 各欄の記載要領は、上記「換価の猶予期間延長決議書」に準ずる。 

⑵ 裏面には、「猶予の取消し等に関する注意喚起文」（様式 307010-113）が表示される

（行手法第 35条第２項）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 目 的 

「換価の猶予期間延長通知書」は、上記により換価の猶予期間を延長した場合に、徴

収法第 152条（通則法第 47条第１項準用）の規定によりその旨を滞納者に通知するた

めに使用する。 

２ 調理要領 

  その他の各欄の記載要領は、上記「換価の猶予期間延長決議書」に準ずる。 

 （新設） 
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改  正  後  改  正  前  

307010-077 換価の猶予期間延長通知決議書（保証人等用） 

307010-078 換価の猶予期間延長通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

「換価の猶予期間延長通知決議書（保証人等用）」 

１ 目 的 

「換価の猶予期間延長決議通知書（保証人等用）」は、徴収法第 152条第３項（通則

法第 46条第７項準用）の規定により換価の猶予期間を延長する場合において、提供さ

れている担保が第三者の所有財産（保証人による保証を含む。）であるときに使用する。 

２ 調理要領 

 （削除） 

 

 （削除） 

   

 

 

⑴ 定型文言中の日付は、猶予の申請日を表示する。 

   なお、猶予の申請日と担保の提供を受けた日が異なる場合は、手書きにより、担保

の提供を受けた日に訂正する。 

 ⑵ 「猶予期間延長税額」欄は、徴収システムにおける「猶予決議・猶予取消決議」画

面で選択した国税を表示する。 

   なお、国税の件数がこの欄を超えるときは、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付

する。 

 ⑶ 「分割納付すべき金額及びその納付期限」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面

で入力した分割納付計画を表示する。 

   なお、分割納付計画がこの欄を超えるときは、「猶予決議（別紙納付計画）」を添

付する。 

 ⑷ 「延長期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した猶予期間を表示す

307010-077 換価の猶予期間延長通知決議書（保証人等用） 

307010-078 換価の猶予期間延長通知書（保証人等用） 

 

【調理要領】 

 

１ 目 的 

「換価の猶予期間延長通知書（保証人等用）」は、提供された担保が第三者の所有財

産（保証人による保証を含む。）である場合に、換価の猶予期間を延長する旨を当該第

三者又は保証人に対して通知するために使用する。 

２ 調理要領 

 ⑴ 「送付先」欄は、徴収システムにおける保証人の氏名（名称）及び住所（所在地）、

又は担保財産の所有者である第三者の氏名（名称）及び住所（所在地）を表示する。 

 ⑵ 「処分理由」欄は、「平成○年○月○日付であなたが担保提供又は（連帯して）納

税保証され、下記納税者に対し換価の猶予をした国税については、下記のとおり換価

の猶予の期間を延長しましたので通知します。」と表示する。 

   なお、文言中の年月日は、先行の猶予決議の決議年月日を表示する。 

 （新設） 

 

 

 ⑶ 「換価の猶予期間延長税額」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で選択した国

税を表示する。 

   なお、国税の件数がこの欄を超えるときは、「猶予決議（別紙猶予税額）」を添付

する。 

 ⑷ 「納付計画」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した納付計画を表示す

る。 

   なお、納付計画がこの欄を超えるときは、「猶予決議（別紙納付計画）」を添付す

る。 

 ⑸ 「延長期間」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した猶予する（猶予を
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改  正  後  改  正  前  

る。 

 ⑸ 「担保」欄は、「別紙財産目録のとおり」と表示されるため、「財産目録（別紙）」

を添付する。 

 ⑹ 「期間延長の理由」欄は、手書きにより斜線を引く。 

 

 

 

「換価の猶予期間延長通知書（保証人等用）」 

１ 目 的 

  「換価の猶予期間延長通知書（保証人等用）」は、上記の場合において、換価の猶予

期間を延長した旨を担保財産の所有者である第三者又は保証人に通知するために使用

する。 

２ 調理要領 

 ⑴ 「住所（所在地）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又

は保証人の住所又は所在地を表示する。 

 ⑵ 「氏名（名称）」欄は、徴収システムにおける担保財産の所有者である第三者又は

保証人の氏名又は名称を表示する。 

 ⑶ 他の各欄の記載要領は、上記「換価の猶予通知決議書（保証人等用）」に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受けようとする）期間を表示する。 

⑹ この帳票には、「財産目録」を添付する。 

 

⑺ 「期間延長の理由」欄は、「猶予決議・猶予取消決議」画面で入力した理由を表示

する。 

   例：「分納期限までに納付できないやむを得ない事情がある。」 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 232 - 

改  正  後  改  正  前  

307010-101 抵当権設定登記原因証明書 

 

【様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307010-101 抵当権設定登記原因証明書 

 

【様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登記匝因証明否 登 記 原 因 証 明 嘗

1 当事者及び不動産

(1) 当亭者 抵当潅者 財務省

1 当事者及び不覧産

餃定石・

(I) 当事者 低当権者 財務省

設定者

(2)不動歴の表示

別紙日録のとおり

(2) 不動歴の表示

別紙目録のとおり

2 l!:記の原因となる事実又は法律行為

(I) 被担保債権

税務署長は． （債務者）との間で、平成 年 月 0 

国税通則法第46条第項（国税徴収法第151条第1項第号ホ151条の？ホ1項）

の規定に基づく納税（換価）の猶予に係る平成 年度 税（国悦に関する

法樟の定めによる延滞税を含む。）につき．上記 lの（ 2)の不動産を祖保と

することに合意した。

納税（換価）猜干額金 円

憤務者

(2)抵当権の設定

は、 税務署長に対して、 （I)記載の憤権を被担保債権とする

低当潅を、上記 1の (2) の不動産に設定する后承比した．

上記の皇記原因II)とおり相違ありません。

平成年月日

2 登記の原因となる事実又は法律行為

(!)被担保債権

税務著長は、 （債務者）との間で、平成 年 月 日、

国税通則法第46条笥 項（国税徴収法第151条第1項第 号）の規定に基く納悦

（換価）の猶T・に係る平成 年度 税（国税に関する法fltの定めによる延

滞税を含む。）につき、上記 1の（ 2) の不勤産を担保とすることに合意した．

納税（換伍）猶予額金 円

債務者

(2)抵当潅の設定

は、 税務賢長に対して、 （l)記載の債権を被担保債権とする

祗当権を、上記 ］の（ 2)の不動産に設定する旨承諾した。

上記の登記原因のとおり相達ありません。

平成年月日

抵当潅者

（取扱庁）

悦務署長 印

抵当権者

（取扱庁）

設定者

税務詈長 印

住所

氏名

餃定石・ 住所

氏名 印

印
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連
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せ
ん

 

 

【
様
式
】
 

                         
督促保留（解除 ）連絡せん

.,,成 年 H H作成

納税,,.. 住氏所名

| ＂＂| 
こ 口 ＂運営 ffill'lヘニ"F月 n

〇納税の窮T・19rn I □納税の打T•期間紐I心 行理運営部 l'l整理欄
迷 D換価の狛T・凡込み

絡

I口換釦）猶T・期間延長凡込み 処閉年月 H

D納付受託（仔促保貿期限 平成 IIi 月 日） 平成 年 月 n 
＊ 
項 〇徴収の迦チの中立て又は徴収の猶十見込み 1口徴収の猶＋期間の紀T ； E D廿促保留の解雌（下由 ） 

年 度 税 H 納期限 本 税 加 算 税 廷消税 利 了・佼 偏 ぢ

対

I 
象

I 
国 I 

税
I 

i 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307010-109 督促保留（解除）連絡せん 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

「督促保留（解除）連絡せん」は、納税の猶予申請等がされ、督促状の発付を保留

する必要がある場合又は保留を解除して督促状を発付する必要がある場合に、その旨

を管理運営部門に連絡するために使用する。 

なお、「納税の猶予不許可決議書（副本）」等により管理運営部門への連絡がされる

場合には、この連絡せんの作成は要しない。 

２ 調理要領 

⑴ この連絡せんは、２部作成し、統括官等の認印を受けた上、１部を管理運営部門へ

回付する。 

⑵ 「連絡事項」欄は、該当する事由の□にレ印を付すほか次に掲げる調理を行う。 

  イ 「納付受託」の場合には、受託有価証券の最終支払期日を「督促保留期限」欄に

記載する。 

  ロ 「督促保留の解除」の「事由」欄は、例えば「換価の猶予の見込みなし。」、「納付

受託取消し。」等と記載する。 

    なお、徴収法第 47条第２項に規定する繰上差押えの必要がある場合には、その

旨を付記するとともに、速やかに督促状の発付手続を執るよう依頼する。 
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改  正  後  改  正  前  

307010-112 担保変更（増担保）要求通知書 

 

【様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307010-112 担保変更（増担保）要求通知書 

 

【様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・丹長 1配l'fl伐 I捻務諜長 1統活官 担当石

第 号
平 成 年 月 n 

（〒 ー
（住所）

（氏名）

国税局長
税務井長

担保変更 （増担保） 要求通知書

団

納税（換価）の狛予（平成 年 月 日付通知）に係る 下記 1の担保につ

いて、下記 2の理由により 、狛予に係る国税を担保するごとができないと認められ

るため、国税通則法第 5]条第 1項の規定に基づき 、平成 年 月 日までに-
担保の変更（印担保の提供）をすることを求めます。

なお、期日までに担保の変更 （増担保の提供）をしないときは、狛予を取り消す

こととなりますから、ご注意ください。

翫！＇

l 変更を求 める（硝担採の必要となる） 担促

種類 及び物件の表示 数 iik I (ili 額 1 uii 考

円

2 変更 叉は増担保を求 める理巾

◎ この処分に関する和1巾立て等に凹する事項については裏而をご覧ください。

（規格A 4) 

ll・R Ii/JI署長 I裕務課"' I玩括E 担当者

第 号
平成年月日

（〒 ー
（住所）

（氏名）

国税閲艮
税務署長

担保変更 （増担保） 要 求 通 知書

団

平 成 年 月 日付で許可した納税の猶予に係る担保は、下記のとおり不

適当 （不—I—分）と認められますから 、 国税通則法第 5 1 条第 1 項の規定に基づき 、 平

成 年 月 日までに担保の変更 （増担保を提出）をするこ とを求めます。

なお、J1ll日 （平成 年 月 日）までに担保の変更（I曽担保の捉出）をし

ないときは、納税の狛予許可を取り t肖すこ ととなりますから 、ご注意ください。

記

1 変更 を求める（咽担保の必要となる） 担保物

種類及び物件の 表 示 1数旦 I I111i 額 1錨 考 1

円

2 変更又は咽担作を求める理由

◎ この処分に関する不限9ド立て等に関する事項については棗面をご覧く ださい。

（規格A 4)
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（第 2片）

（〒 一
（住所）

（氏名）
段

第 号
平成年月日

国税局艮
税務署長 団

担保変更 （増担保） 要求通知書

納税 （換価）の猪予（平成 年 月 日付通知）に係る下記 1の担保につ

いて、下記 2の理由により 、5酋予に係る［司税を担保する ことができないと認められ

るため、国税通則法第 51条第 1項の規定に基づき、平成 年 月 日までに

担保の変更（増担保の仕供）をすることを求めます。

なお、期日までに担保の変更（咆担保の提供）をしないと きは、猶予を取り消

すこととなりますから、ご注意ください。

記

l 変更 を求める（増担保の必要となる） 担保

稲類及び物件の表示

2 変更又は咽担保を求める理巾

数 ft 1 価 額 1伽考

円

| c この処分に関する不JIIm立て亨1こ関する葦項については裏面をご鼈ください 1

（規格A 4)

（第 2片）

（〒 ー
（住所）

（氏名）

第 号
平成年月日

国税局長
税務署長

担保変更 （増担保） 要求通知書

目ll

,t-c'~ 口こ の ― こバ ー —士 二の ・り 、

適当（不十分） と認められますから、国税通則法第 51条第 1項の規定に基づき 、平

成 年 月 日までに担保の変更 （増担保を提出）をすることを求めます。

なお、期日 （平成 年 月 日）までに担保の変更（増担保の捉出）を

しないときは、納税の猶予許可を取り泊すこ ととなりますから、ご注意ください。

記

1 変更を求める（培担保の必要となる） 担保物

種類及び物件の表示 1 数は 1 {111i 額 1 伽 考

円

2 変更又は咽担保 を求める理由

| c この処分に関する不11l申立て笞に関するヰ項については裏面をご覧く ださい． I

（規格A 4) 
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307010-112 担保変更（増担保）要求通知書 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

 「担保変更（増担保）要求通知書」は、納税の猶予又は換価の猶予を受けている納税

者から提供された担保財産若しくは保証人が適当ではないと認められる場合、担保額が

十分ではないと認められる場合又は担保財産に係る保険契約の更新等を要する場合に

おいて、通則法第 51 条第１項の規定により、担保の変更、増担保の提供その他の担保

を確保するため必要な行為をすべきことを納税者に命ずるときに作成する。 

２ 調理要領 

⑴ この通知書は２通作成し、第１片を原義として決裁を受け、第２片を納税者に送付

する。 

なお、保険契約の更新等を求める場合には、標題を「保険契約の更新要求通知書」

等と訂正する。 

⑵ （省略） 

⑶ 「１ 変更を求める（増担保の必要となる）担保」欄は、提供を受けた担保のうち、

担保として不適当（不十分）な担保財産又は保証人が特定できるように記載し、「価

額」欄の金額は、その担保財産の評価額（保証人の場合にはその保証人から徴収する

ことができると認められる金額）を記載する。 

⑷ 「変更又は増担保を求める理由」欄は、担保の変更又は増担保の提供を求める理由

及び提供を求める担保の価額を具体的に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

307010-112 担保変更（増担保）要求通知書 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

 「担保変更（増担保）要求通知書」は、納税の猶予等許可後において、納税者から提

供された担保物又は保証人が適当でない場合、担保価額が十分でない場合及び担保物に

対する保険契約の更新等を求める場合に、通則法第 51 条第１項の規定により、担保変

更又は増担保の提供等（保証人の変更、その他の担保を確保するため必要な行為をすべ

きことを命ずることを含む。）を納税者に要求するために作成する。 

２ 調理要領 

⑴ この通知書は２通作成し、第１片を原義として決裁を受け、第２片を納税者に送付

する。 

なお、保険契約の更新等を求める場合及び保証人の変更を求める場合等には、標題

を「保険契約の変更要求通知書」等と訂正する。 

⑵ （同左） 

⑶ 「１ 変更を求める（増担保の必要となる）担保物」欄は、提供を受けた担保物の

うちで担保として不適当（不十分）なものについて担保物又は保証人が特定できるよ

うに記載し、「価額」欄の金額はその担保物の評価額（保証人の場合にはその保証金

額）を記載する。 

⑷ 「変更又は増担保を求める理由」欄は、担保の変更又は増担保を求める理由及び提

供を求める担保の価額を具体的に記載する。 
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改  正  後  改  正  前  

【記載例】 

１  担保変更要求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  増担保要求 

 

 

 

 

  

 

 

⑸ この通知書には「不服申立て又は取消しの訴えの提起に関するお知らせ」を添付す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

【記載例】 

１  担保変更要求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  増担保要求 

 

 

 

 

 

  

 

⑸ この通知書には「不服申立て又は取消しの訴えの提起に関するお知らせ」を添付し

て交付する。この場合において、「不服申立て又は取消しの訴えの提起に関するお知

らせ」の「   税務署長」の空白部分には、処分を行った徴収の所轄庁の税務署名

を記載し、「   国税不服審判所首席国税審判官」の空白部分には、当該税務者を

管轄する国税不服審判所名を記載するとともに、「１ 異議申立」欄の「ただし書」（国

税徴収法第 171条第１項関係）部分については、二重線にて抹消する。 

 

 

 

保証人である△△△△は、平成○年○月○日に破産手続開始の決定（□□地

方裁判所平成○年（○）第○号。同日破産手続廃止決定。）を受けており、その

資力が著しく減少していると認められます。 

 

 

そのため、猶予に係る国税の額（○○○円）に相当する他の担保を提供する

必要があります。 

上記１の財産について評価を行ったところ、評価額は○○○円であり、猶予

に係る国税の額（○○○円）に不足する○○○円に相当する担保を提供する必

要があります。 

  

① （担保評価額の算出過程を記載） 

② （必要担保価額の算出過程を記載） 

あなたが納税の猶予申請（平成○年○月○日許可）に係る担保として、平成

○年○月○日に提供した保証人の保証について、その保証人である△△△△

は、平成○年○月○日に破産手続開始の決定（□□地方裁判所平成○年（○）

第○号。同日破産手続廃止決定。）を受けており、その資力が著しく減少して

いると認められます。 

そのため、保証人△△△△の保証は、担保として適当ではないと認められま

すので、担保の変更を要求します。 

あなたが平成○年○月○日付で提供した納税の猶予申請（平成○年○月○日

許可）に係る担保財産である○○について再評価を行ったところ、評価額は○

○○円であり、必要担保価額○○○円に充たないため、担保の追加を要求しま

す。 

 ① 担保評価額の算出過程 

② 必要担保価額の算出過程 
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（
新
設
）

 

                           

〇 次に掲げる場合には． Ill役逼則法m49 条第 1 』Jlの規定により．納税の"f•が取り消され． AI”",f期間が俎Ill されることがあります，，，で．ご（いなください

11) あなた（貴99)の財庄につさ強1月投11in絞が開始されるなど．国税通Ill法第 38 条~ I 項各｝のいずれかに“→する事火があるる合において、あな

た (l't!l）がこの劉／ヤ係るJll税をl1Ir・翔間内：こ元納することがでさないと比められるとさ

t2) .:の lll /・ 1こ係る国役を•.:の通知占の「分割納f寸すぺさ令額及びその納付期囚」のとおりに納けしないとさ（税務噴長ヰがやむを開ない珊山がある

と認めるとさを鯰さ •K す ） 

I3) あなた（代1t)がこの紐T・に係る国校につさ悦供した担保について． Ill役鴫則法第 5I'I,笛"員の規定による柑保0)麦更埠の介令に比じないとさ

+41 斬た：ここの讀予に係る1"悦以外の1引悦と滞納したとき（悦粉胃比等がやじを得ないJ'I!出があろと認めるとさと絵き kす ） 

+51 Illりその他小止なT・没にtり柑了・又1よ＂ T・の期間の廷長のII”nがされ．その1"51こ出づさ このHT・がされ、又は この紅T・期間の延長がされた ことが

判明したとさ．

+6) 11)から15:;こl1lIfる揚合の1もか．あなた（がりの財ぷの状況その他の事情の変化により．この騎予を継統する ことが適芍でないと認められるとさ
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〇 次に掲げるほ合に11` 囚悦徽収u：第 I5 S :I:筍 3頃（国税通UI江第49及第 1項（第5引こ係る麻分を除く ）噴Ill)の息定により．襖伍の内―わがか9Inされ．

)l.1:I信子りl間かぼ縮されることがあり tすので．ごrutください

11 あなた (l't社）の財tlil、一つさ憧謂撲ilif•Rが問始されるなど． Ill 役通l)止筍 38 粂 ,1\1 項各りのいずれかに“芍する嗚火がある湯合l” おいて．あな

た (t'llt)がこの＂ rに係る国税を州（・期間内に完納するこ とがでさないと認められるとさ

12, .cの懇T・に係る）＂税を、 この直知苔の 1分双納付すべさ金戴及びその納付期隕J.）とおりに納f寸しないとさ（税搭苫K亨がやむを得ないJ'!由がある

と認めるときを除さにナ ） 

13 あなた（日仕）がこの“子に係るI叶税：こつさ悦供した担供について． I＂税通 LLLL払第 51条笥 1項の息むこよる相保の配史等の命令に応じないとさ

り 新たに この閉T・に係る囚悦以外の国悦を滞納したとさ（税窮で長等がやむを得ない＂由があると認めるとさを餘さ ヒす ）． 

15 I)から141に掲げるる合の"か、あなた （白吐）のり“‘の状況その他q)事情の変化によ".この煎T・を籍続することが過名でないとコめられるとき．
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〇 次に掲げる場合には．口投徴れ出筍 152条第4項 (Ill税直Wliie筍49 天第 1 項市111) の規定により．換緬の"-f•が取り消され． XI:t閏↑削間がぽ編される

ことがあり tすので．ご11:tl:ください

11 あなた (l't社）の財1liにつさ帷闊摸f凸 T•続が問約されるなど．囚悦通則沈m3 8 条筍！項各りのいずれかによ当する 巾’人がある場令 1• おいて．あな

た (l'tlt) がこの窮／・に係る因税をIll/・期間内にア納することがでさないと認められるとさ

12 このBT・に係る［引税を、この通知苔の r分割納付すぺさ金霞及びその納付JIIIR!」のとおりに納付しないとさ（投務署長でがやむを得ない閉由がある

と認めるとさを餘きます ）． 

13 あなた（日社）がこの猶子に係る I~ 税につさ悦供した担保について` |9ぼ 道191払第51条第 1項の規定による祖保の忙更等の命令1こ比じないとさ

11 新たにこの窮T・に係る1"税以外の国役を帰納したとさ（役窮署且写がやむを得ない阿巾があると認めるときを除さセす ） 

15 偽りその他十止な f,fIにより“予以ヽよ訊予U)隅間の延尺0)91,＃がされ、そU)町いこAづさこの沢T・がされ、 XはこU""・期閲U)廷長がされたことが

判引したとさ

16 11から151に掲,,る出合のほか、あなた (l'tll)の財庄の状況その他の事情の変化により、 この＂ rを縦続すること 力り・"1でないと認められるとさ
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改  正  後  改  正  前  

307010-113 猶予の取消し等に関する注意喚起文 

 

【調理要領】 

１ 目 的 

「猶予の取消し等に関する注意喚起文」は、行手法第 35 条第２項の規定に基づき、

下記様式一覧に掲げる納税の猶予等に関する処分通知について、猶予の取消し又は猶予

期間の短縮がされることがある場合を明示し、注意喚起を行うために作成する。 

２ 調理要領 

この帳票は、下記様式に応じてパターンを変更して、裏面に表示する。 

なお、「教示文」欄に「○」を付した帳票については、「猶予の取消し等に関する注意

喚起文」と併せて、「教示文」（様式 504000-005）が表示される。 

№ 様式番号 様式名 パターン 教示文 

１ 307010-012 
納税の猶予許可通知書（教示文

あり） 
Ａ ○ 

２ 307010-013 
納税の猶予許可通知書（教示文

なし） 
Ａ  

３ 307010-043 
納税の猶予期間延長許可通知

書（教示文あり） 
Ａ ○ 

４ 307010-044 
納税の猶予期間延長許可通知

書（教示文なし） 
Ａ  

５ 307010-054 
納税（換価）の猶予期間短縮通

知書 

納税の猶予 

換価の猶予（職権） 

換価の猶予（申請） 

：Ａ 

：Ｂ 

：Ｃ 

○ 

６ 307010-056-3 
納税（換価）の猶予の納付計画

変更通知書 

納税の猶予 

換価の猶予（職権） 

換価の猶予（申請） 

：Ａ 

：Ｂ 

：Ｃ 

○(注) 

７ 307010-056-19 
換価の猶予許可通知書（教示文

あり） 
Ｃ ○ 

（新設） 
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８ 307010-056-20 
換価の猶予許可通知書（教示文

なし） 
Ｃ  

９ 307010-056-28 
換価の猶予期間延長許可通知

書（教示文なし） 
Ｃ ○ 

10 307010-056-29 
換価の猶予期間延長許可通知

書（教示文なし） 
Ｃ  

11 307010-066 換価の猶予通知書 Ｂ  

12 307010-076 換価の猶予期間延長通知書 Ｂ  

(注) 「納税（換価）の猶予の納付計画変更通知書」については、納税者に不利益となる

分割納付計画の変更を行う場合のみ、徴収システムの様式ダウンロードからダウンロ

ードした「教示文」を添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 244 - 

改  正  後  改  正  前  

504000-005 教示文 

 

【調理要領】 

１ （省略） 

２ 調理要領 

この帳票は、下記様式に応じてパターンを変更して調理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

504000-005 教示文 

 

【調理要領】 

１ （同左） 

２ 調理要領 

この帳票は、下記様式に応じてパターンを変更して調理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

穴埋箇所の挿入句

1 305000-082 捜索調書（その２） Ｃ 保管命令 Ｂ

2 306010-002 差押調書謄本（動産・有価証券用） Ａ 差押え及び保管命令（又は搬出） Ｂ

3 306010-004 財産の引渡命令書 Ｃ 引渡命令 Ｂ

4 306010-006 財産の引渡命令書（占有者用） Ｃ 引渡命令 Ｂ

5 306010-013 差押財産の使用等許可申立書 Ｃ 許可（不許可） Ｂ

6 306010-017 差押調書謄本（債権用） Ａ 差押え Ａ

7 306010-018 債権差押通知書 Ｃ 差押え Ａ

8 306010-020 差押調書謄本（電子記録債権用） Ａ 差押え Ａ

9 306010-022 債権差押通知書（電子記録債権用・第三債務者あて） Ａ 差押え Ａ

10 306010-036 差押調書謄本（第三債務者等がある無体財産権用・滞納者用） Ｂ 差押え Ａ

11 306010-037 差押調書謄本（第三債務者等がある無体財産権用） Ｂ 差押え Ａ

12 306010-038 差押通知書（第三債務者等がある無体財産権用） Ｂ 差押え Ａ

13 306010-040 差押調書謄本（振替社債等用） Ｂ 差押え Ａ

14 306010-042 差押通知書（振替社債等用・第三債務者あて） Ｂ 差押え Ａ

15 306010-044 差押調書謄本（電話加入権用） Ａ 差押え Ｂ

16 306010-048 退社の予告通知書（滞納者用） Ｃ 通知 Ｂ

17 306010-051 組合員等の持分の払戻等請求の予告通知書 Ｃ 通知 Ｂ

18 306010-053 組合員等の持分の払戻等請求書 Ｃ 通知 Ｂ

19 306010-055 組合員等の持分の払戻等請求書（法定脱退用） Ｃ 通知 Ｂ

20 306010-058 差押書（不動産等及び第三債務者等がない無体財産権等用） Ｂ 差押え Ａ

21 306010-067 差押財産占有調書謄本 Ｃ 保管命令 Ｂ

22 306020-004 交付要求通知書（滞納者用） Ｃ 交付要求 Ｂ

23 306020-011 国税徴収法第２２条による交付要求通知書（教示文あり） Ｃ 交付要求 Ｂ

24 306020-023 参加差押通知書（動産・有価証券用） Ｃ 参加差押え Ｂ

25 306020-026 参加差押通知書（電話加入権用） Ｃ 参加差押え Ｂ

26 306020-032 参加差押通知書（不動産等用） Ｃ 参加差押え Ｂ

27 306020-041 参加差押財産引受調書謄本 Ｃ 許可（不許可） Ｂ

28 306030-009 交付要求解除拒否通知書 Ｃ 解除請求の拒否 Ｂ

29 306030-029 参加差押解除拒否通知書 Ｃ 解除請求の拒否 Ｂ

30 306030-032 差押換拒否通知書 Ｃ 差押換えの拒否 Ｂ

31 307010-012 納税の猶予許可通知書（教示文あり） Ｃ 納税の猶予許可 Ｂ

32 307010-018 納税の猶予許可通知書（相互協議用） Ｃ 納税の猶予許可 Ｂ

33 307010-023 納税の猶予不許可通知書 Ｃ 納税の猶予不許可 Ｂ

34 307010-028 納税の猶予不許可通知書（相互協議用） Ｃ 納税の猶予不許可 Ｂ

35 307010-033 納税の猶予取消通知書 Ｃ 納税の猶予取消 Ｂ

36 307010-038 納税の猶予取消通知書（相互協議用） Ｃ 納税の猶予取消 Ｂ

37 307010-043 納税の猶予期間延長許可通知書（教示文あり） Ｃ 納税の猶予期間延長許可 Ｂ

38 307010-049 納税の猶予期間延長不許可通知書 Ｃ 納税の猶予期間延長不許可 Ｂ

39 307010-054 納税（換価）の猶予期間短縮通知書 Ｃ 納税（換価）の猶予期間短縮 Ｂ

40 307010-071 換価の猶予取消通知書 Ｃ 換価の猶予取消 Ｂ

№ 様式番号 様式名
行審法57条
教示文

パターン

行訴法46条
教示文

パターン
穴埋箇所の挿入句

1 305000-082 捜索調書（その２） Ｃ 保管命令 Ｂ

2 306010-002 差押調書謄本（動産・有価証券用） Ａ 差押え及び保管命令（又は搬出） Ｂ

3 306010-004 財産の引渡命令書 Ｃ 引渡命令 Ｂ

4 306010-006 財産の引渡命令書（占有者用） Ｃ 引渡命令 Ｂ

5 306010-013 差押財産の使用等許可申立書 Ｃ 許可（不許可） Ｂ

6 306010-017 差押調書謄本（債権用） Ａ 差押え Ａ

7 306010-018 債権差押通知書 Ｃ 差押え Ａ

8 306010-020 差押調書謄本（電子記録債権用） Ａ 差押え Ａ

9 306010-022 債権差押通知書（電子記録債権用・第三債務者あて） Ａ 差押え Ａ

10 306010-036 差押調書謄本（第三債務者等がある無体財産権用・滞納者用） Ｂ 差押え Ａ

11 306010-037 差押調書謄本（第三債務者等がある無体財産権用） Ｂ 差押え Ａ

12 306010-038 差押通知書（第三債務者等がある無体財産権用） Ｂ 差押え Ａ

13 306010-040 差押調書謄本（振替社債等用） Ｂ 差押え Ａ

14 306010-042 差押通知書（振替社債等用・第三債務者あて） Ｂ 差押え Ａ

15 306010-044 差押調書謄本（電話加入権用） Ａ 差押え Ｂ

16 306010-048 退社の予告通知書（滞納者用） Ｃ 通知 Ｂ

17 306010-051 組合員等の持分の払戻等請求の予告通知書 Ｃ 通知 Ｂ

18 306010-053 組合員等の持分の払戻等請求書 Ｃ 通知 Ｂ

19 306010-055 組合員等の持分の払戻等請求書（法定脱退用） Ｃ 通知 Ｂ

20 306010-058 差押書（不動産等及び第三債務者等がない無体財産権等用） Ｂ 差押え Ａ

21 306010-067 差押財産占有調書謄本 Ｃ 保管命令 Ｂ

22 306020-004 交付要求通知書（滞納者用） Ｃ 交付要求 Ｂ

23 306020-011 国税徴収法第２２条による交付要求通知書（教示文あり） Ｃ 交付要求 Ｂ

24 306020-023 参加差押通知書（動産・有価証券用） Ｃ 参加差押え Ｂ

25 306020-026 参加差押通知書（電話加入権用） Ｃ 参加差押え Ｂ

26 306020-032 参加差押通知書（不動産等用） Ｃ 参加差押え Ｂ

27 306020-041 参加差押財産引受調書謄本 Ｃ 許可（不許可） Ｂ

28 306030-009 交付要求解除拒否通知書 Ｃ 解除請求の拒否 Ｂ

29 306030-029 参加差押解除拒否通知書 Ｃ 解除請求の拒否 Ｂ

30 306030-032 差押換拒否通知書 Ｃ 差押換えの拒否 Ｂ

31 307010-012 納税の猶予許可通知書（教示文あり） Ｃ 納税の猶予許可 Ｂ

32 307010-018 納税の猶予許可通知書（相互協議用） Ｃ 納税の猶予許可 Ｂ

33 307010-023 納税の猶予不許可通知書 Ｃ 納税の猶予不許可 Ｂ

34 307010-028 納税の猶予不許可通知書（相互協議用） Ｃ 納税の猶予不許可 Ｂ

35 307010-033 納税の猶予取消通知書 Ｃ 納税の猶予取消 Ｂ

36 307010-038 納税の猶予取消通知書（相互協議用） Ｃ 納税の猶予取消 Ｂ

37 307010-043 納税の猶予期間延長許可通知書（教示文あり） Ｃ 納税の猶予期間延長許可 Ｂ

38 307010-049 納税の猶予期間延長不許可通知書 Ｃ 納税の猶予期間延長不許可 Ｂ

39 307010-054 納税（換価）の猶予期間短縮通知書 Ｃ 納税（換価）の猶予期間短縮 Ｂ

40 307010-056-3 納税（換価）の猶予の納付計画変更通知書 Ｃ 納税（換価）の猶予の納付計画変更 Ｂ

№ 様式番号 様式名

行審法57条

教示文

パターン

行訴法46条

教示文

パターン
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(注)１ 「NO.40納税（換価）の猶予の納付計画変更通知書」については、納税者に不

利益となる分割納付計画の変更を行った場合のみ、教示文を添付する。 

２ 「NO.52公売通知書」の教示文は、法律の定めにより添付するものではないが、

公売を公告した事実を通知するとともに、不服申立て又は取消しの訴えを提起す

る機会を与えるために添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 

 

 「NO.47公売通知書」の教示文は、法律の定めにより添付するものではないが、

公売を公告した事実を通知するとともに、不服申立て又は取消しの訴えを提起する

機会を与えるために添付する。 

 

41 307010-084 徴収の猶予取消通知書 Ｃ 徴収の猶予取消 Ｂ

42 307010-107 納付通知書（保証人用） Ｃ 告知 Ｂ

43 307010-111 差押解除拒否通知書 Ｃ 通知 Ｂ

44 307010-112 担保変更（増担保）要求通知書 Ｃ 通知 Ｂ

45 307020-016 滞納処分の停止取消通知書 Ｃ 滞納処分の停止取消 Ｂ

46 307030-003 延滞税免除通知書（教示文あり） Ｃ 延滞税免除 Ｂ

47 308020-040 公売通知書 Ｃ

48 308020-054 入札等をなかったものとした旨の通知書 Ｂ 処分 Ｂ

49 308020-063 不動産等の最高価申込者の決定通知書 Ｃ

50 308020-065 不動産等の最高価申込者の決定取消通知書（最高価申込者用） Ｂ 決定取消 Ｂ

51 308020-072 不動産等の次順位買受申込者の決定取消通知書（次順位買受申込者用） Ｂ 決定取消 Ｂ

52 308020-077 広告によって行う随意契約による買受申込者の決定通知書 Ｄ

53 308020-080 売却決定通知書 Ｃ

54 308020-082 売却決定取消通知書（買受人用） Ｃ 売却決定取消 Ｂ

55 308020-087 次順位買受申込者に対して売却決定をした旨の通知書 Ｂ

56 308020-089 広告によって行う随意契約による売却通知書 Ｄ

57 308030-002 配当計算書謄本（滞納者用） Ｂ 配当 Ａ

58 308030-003 配当計算書謄本（配当権利者用） Ｂ 配当 Ａ

59 308030-007 配当計算書更正通知書（滞納者用） Ｂ 配当 Ａ

60 308030-008 配当計算書更正通知書（配当権利者用） Ｂ 配当 Ａ

61 308030-011 充当通知書 Ｃ 充当 Ｂ

62 309000-002 差押（通知）書及び交付要求書 Ｃ 差押え及び交付要求 Ｂ

63 309000-019 徴収通知書 Ｃ 通知 Ｂ

64 310000-002 繰上保全差押金額決定通知書 Ｃ 決定 Ｂ

65 310000-007 保全差押金額決定通知書 Ｃ 決定 Ｂ

66 310000-014 保全担保提供命令書 Ｃ 提供命令 Ｂ

67 310000-015 保全担保に係る抵当権設定通知書 Ｃ 通知 Ｂ

68 310000-018 繰上請求書 Ｃ 繰上請求 Ｂ

69 311000-008 納付通知書（第二次納税義務者交付用） Ｃ 告知 Ｂ

70 311000-027 譲渡担保権者に対する告知書（譲渡担保権者用） Ｃ 告知 Ｂ

71 311000-033 納付催告書 Ｂ 督促 Ｂ

72 311000-034 強制換価の場合の消費税等の徴収通知書（納税者用） Ｃ 通知 Ｂ

41 307010-056-19 換価の猶予許可通知書（教示文あり） Ｃ 換価の猶予許可 Ｂ

42 307010-056-24 換価の猶予不許可通知書 Ｃ 換価の猶予不許可 Ｂ

43 307010-056-28 換価の猶予期間延長許可通知書（教示文あり） Ｃ 換価の猶予期間延長許可 Ｂ

44 307010-056-33 換価の猶予期間延長不許可通知書 Ｃ 換価の猶予期間延長不許可 Ｂ

45 307010-071 換価の猶予取消通知書 Ｃ 換価の猶予取消 Ｂ

46 307010-084 徴収の猶予取消通知書 Ｃ 徴収の猶予取消 Ｂ

47 307010-107 納付通知書（保証人用） Ｃ 告知 Ｂ

48 307010-111 差押解除拒否通知書 Ｃ 通知 Ｂ

49 307010-112 担保変更（増担保）要求通知書 Ｃ 通知 Ｂ

50 307020-016 滞納処分の停止取消通知書 Ｃ 滞納処分の停止取消 Ｂ

51 307030-003 延滞税免除通知書（教示文あり） Ｃ 延滞税免除 Ｂ

52 308020-040 公売通知書 Ｃ

53 308020-054 入札等をなかったものとした旨の通知書 Ｂ 処分 Ｂ

54 308020-063 不動産等の最高価申込者の決定通知書 Ｃ

55 308020-065 不動産等の最高価申込者の決定取消通知書（最高価申込者用） Ｂ 決定取消 Ｂ

56 308020-072 不動産等の次順位買受申込者の決定取消通知書（次順位買受申込者用） Ｂ 決定取消 Ｂ

57 308020-077 広告によって行う随意契約による買受申込者の決定通知書 Ｄ

58 308020-080 売却決定通知書 Ｃ

59 308020-082 売却決定取消通知書（買受人用） Ｃ 売却決定取消 Ｂ

60 308020-087 次順位買受申込者に対して売却決定をした旨の通知書 Ｂ

61 308020-089 広告によって行う随意契約による売却通知書 Ｄ

62 308030-002 配当計算書謄本（滞納者用） Ｂ 配当 Ａ

63 308030-003 配当計算書謄本（配当権利者用） Ｂ 配当 Ａ

64 308030-007 配当計算書更正通知書（滞納者用） Ｂ 配当 Ａ

65 308030-008 配当計算書更正通知書（配当権利者用） Ｂ 配当 Ａ

66 308030-011 充当通知書 Ｃ 充当 Ｂ

67 309000-002 差押（通知）書及び交付要求書 Ｃ 差押え及び交付要求 Ｂ

68 309000-019 徴収通知書 Ｃ 通知 Ｂ

69 310000-002 繰上保全差押金額決定通知書 Ｃ 決定 Ｂ

70 310000-007 保全差押金額決定通知書 Ｃ 決定 Ｂ

71 310000-014 保全担保提供命令書 Ｃ 提供命令 Ｂ

72 310000-015 保全担保に係る抵当権設定通知書 Ｃ 通知 Ｂ

73 310000-018 繰上請求書 Ｃ 繰上請求 Ｂ

74 311000-008 納付通知書（第二次納税義務者交付用） Ｃ 告知 Ｂ

75 311000-027 譲渡担保権者に対する告知書（譲渡担保権者用） Ｃ 告知 Ｂ

76 311000-033 納付催告書 Ｂ 督促 Ｂ

77 311000-034 強制換価の場合の消費税等の徴収通知書（納税者用） Ｃ 通知 Ｂ


